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第 八 章  雑 則 （ 第 三 十 九 条 ）  
附 則  

第 一 章  総 則  

（ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 、 道 路 交 通 法

施 行 令 （ 昭 和 三 十 五 年 政 令 第 二 百 七 十 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 及 び 道 路 交 通 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三

十 五 年 総 理 府 令 第 六 十 号 。 以 下 「 府 令 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 申 請 等 の 手 続 ）  

第 二 条  法 、 令 及 び 府 令 並 び に こ の 規 則 に 基 づ い て 、 三 重 県 公 安 委 員 会 （ 以 下 「 公 安 委 員 会 」 と い う 。 ）

に 提 出 す る 申 請 書 、 届 出 書 そ の 他 の 書 類 は 、 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 別 表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分

に 従 い 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 者 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 信 号 に 用 い る 灯 火 ）  

第 三 条  令 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 警 察 官 等 の 灯 火 に よ る 信 号 に 用 い る 灯 火 の 色 及 び 光 度 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  色  赤 色 又 は 淡 黄 色  

二  光 度  夜 間 百 メ ー ト ル の 距 離 か ら 確 認 で き る も の  

（ 公 安 委 員 会 の 告 示 ）  

第 四 条  公 安 委 員 会 は 、 第 二 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 運 転 管 理 の 教 習 の 実 施 の 日 時 及 び 場 所 を 定 め た と

き は 告 示 す る も の と す る 。  

第 一 章 の 二  交 通 規 制 等  

（ 交 通 規 制 の 効 力 ）  

第 五 条  法 第 四 条 第 一 項 前 段 に 規 定 す る 交 通 規 制 の 効 力 は 、 信 号 機 に あ つ て は 、 そ の 作 動 を 開 始 し た

と き に 、 道 路 標 識 又 は 道 路 標 示 （ 以 下 「 道 路 標 識 等 」 と い う 。 ） に あ つ て は 、 こ れ を 設 置 し た と き

に 発 生 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 交 通 規 制 の 効 力 は 、 信 号 機 に あ つ て は そ の 作 動 を 停 止 し た と き に 、 道 路 標 識 等 に あ つ て は 、

こ れ を 撤 去 し た と き に 消 滅 す る も の と す る 。  

３  道 路 工 事 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 の た め 、 一 時 的 に 交 通 規 制 の 効 力 を 停 止 す る 場 合 は 道 路 標 識 等

を 撤 去 し 、 又 は 被 覆 し て 行 な う も の と す る 。  

（ 交 通 規 制 の 対 象 か ら 除 く 車 両 等 ）  

第 六 条  法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 交 通 規 制 の 対 象 か ら 除 く 車 両 は 、 道 路 標 識 等 に よ り 表 示 す る も

の の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  道 路 標 識 等 に よ る 交 通 規 制 の 対 象 か ら 除 く 車 両  

ア  警 衛 列 自 動 車  

イ  警 護 列 自 動 車  

二  車 両 の 通 行 禁 止 又 は 歩 行 者 用 道 路 の 規 制 の 対 象 か ら 除 く 車 両 （ ア か ら サ ま で に 掲 げ る 車 両 に あ

つ て は 、 当 該 用 務 に 使 用 中 の も の に 限 る 。 ）  

ア  災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十 三 号 ） の 規 定 に よ る 災 害 応 急 対 策 の た め 使 用

さ れ る 車 両  

イ  災 害 救 助 （ ア に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 、 人 命 救 助 （ 傷 病 者 等 を 緊 急 に 医 療 機 関 そ の 他 の 場 所

に 搬 送 し 、 又 は 応 急 手 当 す る こ と を 含 む 。 ） 、 水 防 活 動 、 消 火 活 動 又 は 火 災 現 場 へ の 臨 場 の た

め 使 用 さ れ る 車 両  

ウ  裁 判 官 又 は 裁 判 所 の 発 す る 令 状 等 の 執 行 の た め 使 用 さ れ る 車 両  

エ  刑 事 訴 訟 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） そ の 他 法 律 の 規 定 に よ る 捜 査 （ オ に 掲 げ る も

の を 除 く 。 ） の た め 使 用 さ れ る 車 両  

オ  交 通 の 取 締 り 、 交 通 事 故 の 処 理 、 犯 罪 の 捜 査 、 被 疑 者 の 逮 捕 、 警 ら 活 動 、 警 備 活 動 そ の 他 緊

急 を 要 す る 警 察 活 動 に 使 用 さ れ る 車 両  

カ  自 衛 隊 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 六 十 五 号 ） 第 七 十 六 条 か ら 第 七 十 九 条 ま で 及 び 第 八 十 一 条

か ら 第 八 十 四 条 ま で の 規 定 に よ る 自 衛 隊 の 行 動 の た め 使 用 さ れ る 車 両  

キ  緊 急 を 要 す る 火 薬 類 の 除 去 の た め 使 用 さ れ る 車 両  

ク  緊 急 を 要 す る 事 故 の 発 生 し た 航 空 機 、 車 両 等 の 回 収 の た め 使 用 さ れ る 車 両  



ケ  人 の 生 命 又 は 身 体 に 危 害 の 生 ず る お そ れ が あ る 緊 急 の 事 態 に お け る 関 係 者 に 対 す る 警 告 の た

め 使 用 さ れ る 車 両  
コ  感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ） に 基

づ く 感 染 症 患 者 の 入 院 又 は 感 染 症 の 発 生 の 予 防 若 し く は そ の ま ん 延 を 防 止 す る 活 動 の た め 使 用

さ れ る 車 両  

サ  令 第 十 四 条 の 二 に 規 定 す る 道 路 維 持 作 業 用 自 動 車  

シ  公 職 選 挙 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 号 ） 第 百 四 十 一 条 の 規 定 に よ る 選 挙 運 動 又 は 同 法 第 十 四

章 の 三 の 規 定 に よ る 確 認 団 体 が 政 治 活 動 に 使 用 中 の も の  

ス  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） の 規 定 に よ る 一 般 廃

棄 物 の 収 集 の た め 使 用 さ れ る 車 両  

セ  次 に 掲 げ る 用 務 に 現 に 使 用 中 の 車 両 で 、 公 安 委 員 会 が 特 に 通 行 の 必 要 が あ る と 認 め て 区 域 又

は 区 間 を 指 定 し て 交 付 す る 通 行 禁 止 除 外 指 定 車 の 標 章 （ 第 一 号 様 式 ） を 掲 出 し て い る も の  

( ア ) 専 ら 郵 便 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 五 号 ） に 規 定 す る 郵 便 物 の 集 配 又 は 電 報 の 配 達

の た め 使 用 中 の 車 両  

( イ ) 医 師 が 緊 急 往 診 の た め 使 用 中 の 車 両  

( ウ ) 電 気 、 ガ ス 、 水 道 又 は 電 話 の 緊 急 工 事 の た め 使 用 中 の 車 両  

( エ ) 信 号 機 、 パ ー キ ン グ ・ メ ー タ ー 、 パ ー キ ン グ ・ チ ケ ッ ト 発 給 設 備 、 道 路 標 識 等 の 設 置 又

は 維 持 管 理 の た め 使 用 中 の 車 両  

( オ ) 報 道 機 関 が 緊 急 取 材 の た め 使 用 中 の 車 両  

( カ ) 環 境 基 本 法 （ 平 成 五 年 法 律 第 九 十 一 号 ） に 基 づ く 監 視 、 巡 視 、 観 測 、 測 定 、 試 験 及 び 検

査 の た め 使 用 中 の 車 両  

( キ ) 放 置 車 両 の 確 認 及 び 標 章 の 取 付 け の た め 使 用 中 の 車 両  

( ク ) 狂 犬 病 予 防 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 四 十 七 号 ） の 規 定 に よ る 犬 の 捕 獲 の た め 使 用 中

の 車 両  

( ケ ) 自 動 車 検 査 証 に 記 載 さ れ た 車 体 の 形 状 が 「 患 者 輸 送 車 」 で あ つ て 、 医 療 機 関 等 に お い て

医 療 等 の 提 供 を 受 け る 者 を 輸 送 す る た め 使 用 中 の 車 両  

( コ ) 自 動 車 検 査 証 に 記 載 さ れ た 車 体 の 形 状 が 「 車 い す 移 動 車 」 で あ つ て 、 車 い す 利 用 者 が 移

動 の た め 使 用 中 の 車 両  

( サ ) 保 健 師 、 看 護 師 若 し く は 准 看 護 師 が 医 師 の 指 示 を 受 け 、 緊 急 訪 問 を 行 う た め 使 用 中 の 車

両 又 は 助 産 師 が 緊 急 訪 問 を 行 う た め 使 用 中 の 車 両  

ソ  次 に 掲 げ る 者 が 現 に 使 用 中 の 車 両 で 、 公 安 委 員 会 が 特 に 通 行 の 必 要 が あ る と 認 め て 区 域 又 は

区 間 を 指 定 し て 交 付 す る 通 行 禁 止 除 外 指 定 車 の 標 章 （ 第 一 号 様 式 ） を 掲 出 し て い る も の  

( ア ) 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く

身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 で あ つ て 、 別 表 第 二 の 上 欄 に 掲 げ る 障 害 の 区 分 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 障 害 の 級 別 に 該 当 す る 障 害 を 有 す る も の 又 は こ れ と 同 程

度 に 歩 行 が 困 難 で あ る と 公 安 委 員 会 が 認 め る も の  

( イ ) 戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 六 十 八 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 戦

傷 病 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 で あ つ て 、 別 表 第 二 の 上 欄 に 掲 げ る 障 害 の 区 分 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 重 度 障 害 の 程 度 に 該 当 す る 障 害 を 有 す る も の 又 は こ れ と 同 程

度 に 歩 行 が 困 難 で あ る と 公 安 委 員 会 が 認 め る も の  

( ウ ) 療 育 手 帳 制 度 の 実 施 に つ い て （ 昭 和 四 十 八 年 九 月 二 十 七 日 厚 生 省 児 発 第 百 五 十 六 号 厚 生

省 事 務 次 官 通 知 ） に 基 づ く 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 （ 障 害 の 程 度 が 重 度 の 場 合 に 限

る 。 ）  

( エ ) 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 四 十 五

条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 （ 障 害 等 級 が 一 級

の 場 合 に 限 る 。 ）  

( オ ) 小 児 慢 性 特 定 疾 患 児 手 帳 交 付 事 業 の 実 施 に つ い て （ 平 成 六 年 十 二 月 一 日 厚 生 省 児 発 第 千

三 十 三 号 厚 生 省 児 童 家 庭 局 長 通 知 ） に 基 づ く 小 児 慢 性 特 定 疾 患 児 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る

者 （ 疾 患 名 が 色 素 性 乾 皮 症 に 限 る 。 ）  

三  最 高 速 度 の 規 制 の 対 象 か ら 除 く 車 両  



ア  緊 急 自 動 車  

イ  専 ら 交 通 の 取 締 り に 従 事 す る 自 動 車  
四  駐 車 禁 止 規 制 及 び 時 間 制 限 駐 車 区 間 規 制 の 対 象 か ら 除 く 車 両  

ア  第 二 号 ア か ら ス ま で に 規 定 す る 車 両 で 当 該 用 務 に 現 に 使 用 中 の も の （ 令 第 十 三 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 緊 急 自 動 車 と し て 公 安 委 員 会 の 指 定 を 受 け て い る も の を 除 く 。 ）  

イ  令 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 緊 急 自 動 車 と し て 公 安 委 員 会 の 指 定 を 受 け て い る 車 両 で 当 該

用 務 に 現 に 使 用 中 の も の  

ウ  犯 罪 の 捜 査 、 交 通 の 取 締 り そ の 他 の 警 察 の 責 務 の 遂 行 の た め に 、 警 察 官 か ら 現 に 停 止 を 求 め

ら れ て い る 車 両  

エ  第 二 号 セ ( ア ) か ら ( サ ) ま で に 掲 げ る 用 務 に 現 に 使 用 中 の 車 両 で 、 公 安 委 員 会 が 特 に 駐 車 の 必

要 が あ る と 認 め て 区 域 又 は 区 間 を 指 定 し て 交 付 す る 駐 車 禁 止 除 外 指 定 車 の 標 章 （ 第 一 号 様 式 の

二 ） を 掲 出 し て い る も の  

オ  第 二 号 ソ ( ア ) か ら ( エ ) ま で に 掲 げ る 者 が 現 に 使 用 中 の 車 両 で 、 公 安 委 員 会 が 交 付 す る 駐 車 禁

止 除 外 指 定 車 （ 身 体 障 害 者 等 で 歩 行 困 難 者 使 用 中 ） の 標 章 （ 第 一 号 様 式 の 三 ） （ 他 の 都 道 府 県

公 安 委 員 会 の 交 付 に 係 る も の を 含 む 。 ） を 掲 出 し て い る も の  

カ  第 二 号 ソ ( オ ) に 掲 げ る 者 が 現 に 使 用 中 の 車 両 で 、 公 安 委 員 会 が 交 付 す る 駐 車 禁 止 除 外 指 定 車

（ 紫 外 線 要 保 護 者 使 用 中 ） の 標 章 （ 第 一 号 様 式 の 四 ） （ 他 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 の 交 付 に 係 る

も の を 含 む 。 ） を 掲 出 し て い る も の  

２  前 項 第 二 号 セ 又 は ソ の 通 行 禁 止 除 外 指 定 車 の 標 章 又 は 前 項 第 四 号 エ の 駐 車 禁 止 除 外 指 定 車 の 標 章

の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 除 外 標 章 交 付 申 請 書 （ 第 二 号 様 式 ） を 当 該 申 請 区 域 又 は 区 間 を 管 轄

す る 警 察 署 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ３  第 一 項 第 四 号 オ の 駐 車 禁 止 除 外 指 定 車 （ 身 体 障 害 者 等 で 歩 行 困 難 者 使 用 中 ） の 標 章 又 は 同 号 カ

の 駐 車 禁 止 除 外 指 定 車 （ 紫 外 線 要 保 護 者 使 用 中 ） の 標 章 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 除 外 標 章 交

付 申 請 書 （ 第 二 号 様 式 ） を 住 居 地 を 管 轄 す る 警 察 署 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  前 二 項 に 規 定 す る 申 請 書 に は 、 当 該 申 請 に よ り 交 付 を 受 け よ う と す る 標 章 の 種 別 に 応 じ て 、 そ れ

ぞ れ 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 面 又 は そ の 写 し を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  第 一 項 第 二 号 セ 及 び 同 項 第 四 号 エ に 掲 げ る 車 両 に 係 る 標 章  

  ア  当 該 車 両 に 係 る 自 動 車 検 査 証 の 写 し 又 は 自 動 車 検 査 証 記 録 事 項 が 記 載 さ れ た 書 面  

  イ  当 該 車 両 に 係 る 用 務 を 疎 明 す る 書 面  

 二  第 一 項 第 二 号 ソ 並 び に 同 項 第 四 号 オ 及 び カ に 掲 げ る 者 に 係 る 標 章  

  ア  標 章 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 が 、 第 一 項 第 二 号 ソ 並 び に 同 項 第 四 号 オ 及 び カ に 掲 げ る 者 の

い ず れ か に 該 当 す る こ と を 疎 明 す る 書 面  

  イ  標 章 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 が 本 人 で あ る こ と を 確 認 す る に 足 り る 書 面  

５  公 安 委 員 会 は 、 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 に 係 る 車 両

又 は 標 章 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 が 第 一 項 第 二 号 セ に 掲 げ る 車 両 又 は 同 号 ソ に 掲 げ る 者 の い ず れ

か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 有 効 期 限 を 定 め て 当 該 申 請 に 係 る 標 章 を 交 付 す る も の と す る 。  

６  標 章 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。  

一  標 章 に 記 載 さ れ た 事 項 を 遵 守 し 、 交 付 を 受 け た 理 由 以 外 に 使 用 し な い こ と 。  

二  現 場 に お い て 警 察 官 の 指 示 が あ つ た 場 合 は 、 こ れ に 従 う こ と 。  

三  標 章 を 他 人 に 譲 渡 し 、 又 は 貸 与 し な い こ と （ 当 該 交 付 を 受 け た 者 が 、 他 人 の 介 助 を 受 け て 車 両

に 乗 降 す る た め 必 要 な 限 度 に お い て 貸 与 す る 場 合 を 除 く 。 ） 。  

７  第 一 項 第 二 号 又 は 第 四 号 に 規 定 す る 標 章 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 標 章 を 亡 失 し 、 若 し く は 滅 失

し 、 又 は 著 し く 汚 損 し 、 若 し く は 破 損 し た と き は 、 同 項 第 二 号 セ 及 び 第 四 号 エ の 標 章 に あ つ て は 、

当 該 申 請 区 域 又 は 区 間 を 管 轄 す る 警 察 署 長 を 経 由 し て 、 同 項 第 二 号 ソ 並 び に 第 四 号 オ 及 び カ の 標 章

に あ つ て は 、 申 請 者 の 住 所 地 を 管 轄 す る 警 察 署 長 を 経 由 し て 、 除 外 標 章 再 交 付 申 請 書 （ 第 二 号 様 式

の 二 ） に よ り 公 安 委 員 会 に 標 章 の 再 交 付 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

８  第 一 項 第 二 号 又 は 第 四 号 に 規 定 す る 標 章 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 標 章 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ

た と き は 、 同 項 第 二 号 セ 及 び 第 四 号 エ の 標 章 に あ つ て は 、 当 該 申 請 区 域 又 は 区 間 を 管 轄 す る 警 察 署

長 を 経 由 し て 、 同 項 第 二 号 ソ 並 び に 第 四 号 オ 及 び カ の 標 章 に あ つ て は 、 申 請 者 の 住 所 地 を 管 轄 す る

警 察 署 長 を 経 由 し て 、 速 や か に 除 外 標 章 記 載 事 項 変 更 届 （ 第 二 号 様 式 の 三 ） に 記 載 事 項 の 変 更 を 証



す る 書 面 の 写 し を 添 え て 、 公 安 委 員 会 に 提 出 し 、 当 該 標 章 に 変 更 に 係 る 事 項 の 記 載 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。  

９  公 安 委 員 会 は 、 標 章 の 交 付 を 受 け た 者 が 第 六 項 各 号 の い ず れ か に 違 反 し た と き は 、 当 該 標 章 の 返

納 を 命 ず る こ と が で き る 。  

1
0  標 章 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な つ た と き は 、 速 や か に 当 該 標

章 （ 第 四 号 の 場 合 に あ つ て は 亡 失 し た 標 章 ） を 公 安 委 員 会 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

一  公 安 委 員 会 か ら 標 章 の 返 納 を 命 ぜ ら れ た と き 。  

二  標 章 の 有 効 期 限 が 経 過 し た と き 。  

三  標 章 の 交 付 を 受 け た 理 由 が な く な つ た と き 。  

四  標 章 の 再 交 付 を 受 け た 後 に お い て 亡 失 し た 標 章 を 発 見 し た と き 。  

（ 警 察 署 長 に 委 任 す る 交 通 規 制 ）  

第 七 条  法 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 警 察 署 長 に 委 任 す る 交 通 規 制 は 、 令 第 三 条 の 二 第 一 項 各 号 に

規 定 す る も の と す る 。  

２  第 六 条 第 一 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 警 察 署 長 が 行 う 交 通 規 制 に つ い て も 適 用 す る 。  

（ 高 速 自 動 車 国 道 等 の 事 務 を 処 理 す る 警 察 官 の 指 定 等 ）  

第 七 条 の 二  法 第 百 十 四 条 の 三 に 規 定 す る 高 速 自 動 車 国 道 等 に お け る 交 通 警 察 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 警 視 以 上 の 警 察 官 は 、 三 重 県 警 察 本 部 交 通 部 高 速 道 路 交 通 警 察 隊 長 （ 以 下 「 高 速 隊 長 」 と い う 。 ）

と す る 。  

２  第 六 条 第 一 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 高 速 隊 長 が 行 う 交 通 規 制 に つ い て も 適 用 す る 。  

（ 信 号 機 の 設 置 又 は 管 理 の 委 任 ）  

第 八 条  法 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 信 号 機 の 設 置 、 又 は 管 理 に 係 る 事 務 の 委 任 を 受 け よ う と す る

者 は 、 信 号 機 設 置 、 管 理 申 請 書 （ 第 三 号 様 式 ） を 公 安 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 申 請 に よ り 公 安 委 員 会 が 信 号 機 の 設 置 、 又 は 管 理 を 委 任 す る と き は 、 信 号 機 設 置 、 管 理 委

任 書 （ 第 四 号 様 式 ） を 交 付 し て 行 な う も の と す る 。  

（ 車 両 の 通 行 禁 止 の 解 除 等 ）  

第 九 条  令 第 六 条 第 三 号 の 規 定 に よ る 公 安 委 員 会 が 定 め る 事 情 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  貨 物 の 集 配 の た め 必 要 が あ る こ と 。  

二  日 常 生 活 に 欠 か す こ と の で き な い 物 品 等 を 運 搬 す る こ と 。  

三  冠 婚 葬 祭 等 の た め 必 要 が あ る こ と 。  

四  業 務 上 の 必 要 が あ る こ と 。  

五  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 警 察 署 長 が や む を 得 な い と 認 め る 事 情 が あ る こ と 。  

２  警 察 署 長 は 、 法 第 八 条 第 三 項 の 通 行 禁 止 道 路 通 行 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 が 同 条 第 五 項 の 規 定 に

よ る 許 可 条 件 に 違 反 し た と き 又 は 特 別 な 事 情 が 生 じ た と き は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

３  法 第 八 条 第 三 項 の 通 行 禁 止 道 路 通 行 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

場 合 は 、 速 や か に 当 該 許 可 証 （ 第 四 号 の 場 合 に あ つ て は 、 発 見 し 、 又 は 回 復 し た 許 可 証 ） を 廃 棄 し

な け れ ば な ら な い 。  

 一  通 行 許 可 を 取 り 消 さ れ た と き 。  

 二  許 可 証 の 有 効 期 限 が 経 過 し た と き 。  

 三  許 可 証 の 交 付 を 受 け た 理 由 が な く な つ た と き 。  

 四  許 可 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 に お い て 亡 失 し た 許 可 証 を 発 見 し た と き 。  

 （ 警 察 署 長 の 駐 車 許 可 ）  

第 十 条  法 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 は 、 車 両 に 係 る 駐 車 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る

場 合 に 許 可 す る も の と す る 。  

一  申 請 日 時 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

ア  駐 車 （ 許 可 に 条 件 を 付 す 場 合 に あ つ て は 当 該 条 件 に 従 つ た 駐 車 。 次 号 イ に お い て 同 じ 。 ） に

よ り 交 通 に 危 険 を 生 じ 、 又 は 交 通 を 著 し く 阻 害 す る 時 間 帯 で な い こ と 。  

イ  駐 車 に 係 る 用 務 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 時 間 を 超 え て 駐 車 す る も の で な い こ と 。  

二  申 請 場 所 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

ア  駐 車 禁 止 の 規 制 の み が 実 施 さ れ て い る 場 所 （ 法 第 四 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 余 地 が な い こ と

と な る 場 所 及 び 放 置 駐 車 と な る 場 合 に あ つ て は 法 第 四 十 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 場 所 を 除 く 。 ）



で あ る こ と 。  

イ  駐 車 に よ り 交 通 に 危 険 を 生 じ 、 又 は 交 通 を 著 し く 阻 害 す る 場 所 で な い こ と 。  
三  駐 車 に 係 る 用 務 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

ア  公 共 交 通 機 関 等 の 当 該 車 両 以 外 の 交 通 手 段 に よ つ た の で は 、 そ の 目 的 を 達 成 す る こ と が 著 し

く 困 難 と 認 め ら れ る 用 務 で あ る こ と 。  

イ  五 分 を 超 え な い 時 間 内 の 貨 物 の 積 卸 し そ の 他 駐 車 違 反 と な ら な い 方 法 に よ る こ と が お よ そ 不

可 能 と 認 め ら れ る 用 務 で あ る こ と 。  

ウ  道 路 交 通 法 第 七 十 七 条 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 行 為 を 伴 う 用 務 で な い こ と 。  

四  駐 車 可 能 な 場 所 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 範 囲 内 に 路 外 駐 車 場 、 路 上 駐 車 場 及 び 駐 車 が 禁 止 さ れ て

い な い 道 路 の 部 分 の い ず れ も 存 在 せ ず 、 又 は こ れ ら の 利 用 が 困 難 と 認 め ら れ る こ と 。  

ア  重 量 若 し く は 長 大 な 貨 物 の 積 卸 し 又 は 身 体 の 障 害 そ の 他 の 理 由 に よ り 移 動 が 困 難 な 者 の 輸 送

の た め に 用 務 先 の 直 近 に 駐 車 す る 必 要 が あ る 車 両 に あ つ て は 、 当 該 用 務 先 の 直 近  

イ  そ の 他 の 車 両 に あ つ て は 、 当 該 用 務 先 か ら お お む ね 百 メ ー ト ル 以 内  

２  法 第 四 十 九 条 の 五 の 規 定 に よ る 許 可 は 、 車 両 に 係 る 駐 車 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 に

許 可 す る も の と す る 。  

一  申 請 日 時 に つ い て は 、 駐 車 に 係 る 用 務 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 時 間 を 超 え て 駐 車 す る も

の で な い こ と 。  

二  申 請 の 場 所 及 び 方 法 が 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る こ と 。  

ア  場 所 に つ い て は 、 当 該 時 間 制 限 駐 車 区 間 を 利 用 す る 他 の 車 両 を 著 し く 妨 害 す る 場 所 で な い こ

と 。  

イ  方 法 に つ い て は 、 当 該 方 法 で 駐 車 す る こ と に よ り 、 交 通 に 危 険 を 生 じ 、 又 は 交 通 を 著 し く 阻

害 す る こ と と な ら な い こ と 。  

三  駐 車 に 係 る 用 務 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

ア  公 共 交 通 機 関 等 の 当 該 車 両 以 外 の 交 通 手 段 に よ つ た の で は 、 そ の 目 的 を 達 成 す る こ と が 著 し

く 困 難 と 認 め ら れ る 用 務 で あ る こ と 。  

イ  当 該 時 間 制 限 駐 車 区 間 に お い て 、 道 路 標 識 等 に よ り 表 示 さ れ た 時 間 以 内 の 駐 車 そ の 他 駐 車 違

反 と な ら な い 方 法 に よ る こ と が お よ そ 不 可 能 と 認 め ら れ る 用 務 で あ る こ と 。  

ウ  道 路 交 通 法 第 七 十 七 条 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 行 為 を 伴 う 用 務 で な い こ と 。  

四  駐 車 可 能 な 場 所 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 範 囲 内 に 路 外 駐 車 場 、 路 上 駐 車 場 及 び 駐 車 が 禁 止 さ れ て

い な い 道 路 の 部 分 の い ず れ も 存 在 せ ず 、 又 は こ れ ら の 利 用 が 困 難 と 認 め ら れ る こ と 。  

ア  重 量 若 し く は 長 大 な 貨 物 の 積 卸 し 又 は 身 体 の 障 害 そ の 他 の 理 由 に よ り 移 動 が 困 難 な 者 の 輸 送

の た め に 用 務 先 の 直 近 に 駐 車 す る 必 要 が あ る 車 両 に あ つ て は 、 当 該 用 務 先 の 直 近  

イ  そ の 他 の 車 両 に あ つ て は 、 当 該 用 務 先 か ら お お む ね 百 メ ー ト ル 以 内  

３  前 二 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 駐 車 場 所 を 管 轄 す る 警 察 署 又 は 交 番 （ 駐 在 所 を 含 む 。 ） に

対 し 、 駐 車 許 可 申 請 書 （ 第 六 号 様 式 ） 二 通 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  前 項 に お い て 、 用 務 の 性 質 上 、 許 可 を 受 け よ う と す る 駐 車 の 場 所 が 、 三 重 県 内 の 複 数 警 察 署 の

管 轄 区 域 内 に ま た が る 場 合 、 申 請 書 は 一 つ の 警 察 署 に 提 出 す れ ば 足 り る 。  

５  第 三 項 に 規 定 す る 申 請 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 警 察

署 長 が 認 め た と き は 、 一 部 又 は 全 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

 一  許 可 を 受 け よ う と す る 駐 車 の 場 所 及 び そ の 周 辺 の 見 取 図 （ 建 物 又 は 施 設 の 名 称 、 道 路 状 況 等 が

判 別 で き る も の で 、 許 可 を 受 け よ う と す る 駐 車 の 場 所 に 印 を 付 し た も の ）  

 二  許 可 を 受 け よ う と す る 駐 車 に 係 る 用 務 を 疎 明 す る 書 面  

 三  許 可 を 受 け よ う と す る 車 両 の 自 動 車 検 査 証 の 写 し 又 は 自 動 車 検 査 証 記 録 事 項 が 記 載 さ れ た 書 面  

６  警 察 署 長 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 許 可 を し た と き は 、 駐 車 許 可 証 （ 第 六 号 様 式 ） を 交 付 す る も の

と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 警 察 署 長 は 、 当 該 許 可 に 道 路 に お け る 危

険 を 防 止 し 、 そ の 他 交 通 の 安 全 と 円 滑 を 図 る た め 必 要 な 条 件 を 付 す こ と が で き る 。  

７  前 項 の 駐 車 許 可 証 の 交 付 が 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 わ れ た 場 合 は 、 当 該 駐 車 許 可 証 の 交 付

を 受 け た 者 は 、 次 項 の 規 定 に 基 づ く 掲 示 を 行 う 目 的 そ の 他 の 正 当 な 目 的 の た め に 当 該 駐 車 許 可 証 の

複 製 を 作 成 す る と き で あ つ て 当 該 複 製 が 当 該 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機

に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 又 は そ の 者 の 管 理 す る 電 磁 的 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ る と き を 除 き 、 当 該 駐 車 許



可 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 複 製 し 、 又 は 複 製 さ せ て は な ら な い 。  
８  第 六 項 の 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可 に 係 る 車 両 を 当 該 許 可 を 受 け た 場 所 に 駐 車 さ

せ て い る 間 、 当 該 駐 車 許 可 証 （ 前 項 に 規 定 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 駐 車 許 可 証 を 電 子 計 算 機 の 映

像 面 、 書 面 そ の 他 の も の に 表 示 し た も の ） を 当 該 車 両 の 前 面 の 見 や す い 箇 所 に 掲 示 し な け れ ば な ら

な い 。  

９  第 六 項 の 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可 証 を 亡 失 し 、 若 し く は 滅 失 し 、 又 は 著 し く 汚

損 し 、 若 し く は 破 損 し た と き は 、 駐 車 許 可 証 再 交 付 申 請 書 （ 第 六 号 様 式 の 二 ） に よ り 警 察 署 長 に 駐

車 許 可 証 の 再 交 付 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

1
0  第 六 項 に 規 定 す る 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可 証 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、

速 や か に 駐 車 許 可 証 記 載 事 項 変 更 届 （ 第 六 号 様 式 の 三 ） に 記 載 事 項 の 変 更 を 証 す る 書 面 の 写 し を 添

え て 、 警 察 署 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

1
1  警 察 署 長 は 、 第 六 項 の 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 が 同 項 の 規 定 に よ る 許 可 条 件 に 違 反 し た と き 、

又 は 特 別 な 事 情 が 生 じ た と き は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

1
2  第 六 項 の 駐 車 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 速 や か に 当 該

許 可 証 （ 第 四 号 の 場 合 に あ つ て は 、 発 見 し 、 又 は 回 復 し た 許 可 証 ） を 廃 棄 （ 第 七 項 に 規 定 す る 場 合

に あ つ て は 、 当 該 駐 車 許 可 証 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 受 け た 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ

ァ イ ル 及 び そ の 者 の 管 理 す る 電 磁 的 記 録 媒 体 か ら 消 去 ） し な け れ ば な ら な い 。  

 一  駐 車 許 可 を 取 り 消 さ れ た と き 。  

 二  許 可 証 の 有 効 期 限 が 経 過 し た と き 。  

 三  許 可 証 の 交 付 を 受 け た 理 由 が な く な つ た と き 。  

 四  許 可 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 に お い て 亡 失 し た 許 可 証 を 発 見 し た と き 。  

（ 道 路 の 管 理 者 等 に 対 す る 意 見 聴 取 等 ）  

第 十 条 の 二  法 第 百 十 条 の 二 の 規 定 に よ る 道 路 の 管 理 者 等 に 対 す る 意 見 聴 取 、 及 び 協 議 、 又 は 通 知 を  

行 な お う と す る と き は 交 通 規 制 に 関 す る 意 見 聴 取 （ 協 議 ） 書 （ 第 七 号 様 式 ） に よ り 行 な う も の と す

る 。  

  第 一 章 の 三  遠 隔 操 作 型 小 型 車 の 遠 隔 操 作 に よ る 通 行 の 届 出 等  

 （ 遠 隔 操 作 型 小 型 車 使 用 届 出 番 号 の 通 知 ）  

第 十 条 の 三  法 第 十 五 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る  通 知 は 、 遠 隔 操 作 型 小 型 車 使 用 届 出 番 号 通 知 書  （ 第

七 号 様 式 の 二 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 立 入 検 査 の 依 頼 ）  

第 十 条 の 四  法 第 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る  立 入 検 査 を 行 う 場 合 で 、 立 入 場 所 が 管 轄 区 域 外 に  

所 在 し 、 か つ 、 立 入 検 査 の 実 施 が 事 務 の 実 施 に 支  障 が あ り 又 は 支 障 が あ る お そ れ が あ る と き は 、 当

該 立 入 場 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 公 安 委 員 会 に 対 し て 、 立 入 検 査 実 施 依 頼 書 （ 第 七 号 様 式 の 三 ） に 法 第

十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 届 出 書 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 添 付 書 類

の 写 し を 添 付 し て 当 該 立 入 場 所 を 管 轄 す る 公 安 委 員 会 に 送 付 し 、 立 入 検 査 の 実 施 を 依 頼 す る も の と す

る 。  

 （ 立 入 検 査 結 果 の 通 知 ）  

第 十 条 の 五  法 第 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 を 他 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 か ら 依 頼 さ れ た 場 合 は 、

立 入 検 査 実 施 結 果 通 知 書 （ 第 七 号 様 式 の 四 ） に よ り 、 立 入 検 査 結 果 を 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 報 告 等 の 求 め 及 び 立 入 検 査 結 果 の 通 知 ）  

第 十 条 の 六  法 第 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る  報 告 等 の 求 め 又 は 立 入 検 査 を 行 つ た 場 合 に お い  て 、

当 該 使 用 者 が 他 の 都 道 府 県 の 区 域 に お い て 遠  隔 操 作 型 小 型 車 を 遠 隔 操 作 に よ り 通 行 さ せ て い   る

と 認 め ら れ る と き は 、 報 告 等 の 求 め に つ い て は 報 告 等 の 求 め 実 施 結 果 通 知 書 （ 第 七 号 様 式 の 五 ） 、 立

入 検 査 に つ い て は 立 入 検 査 実 施 結 果 通 知 書 （ 第 七 号 様 式 の 四 ） に 法 第 十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り

提 出 さ れ た 届 出 書 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 添 付 書 類 の 写 し を 添 付 し て 当 該 他 の 都 道

府 県 の 区 域 を 管 轄 す る 公 安 委 員 会 に 送 付 し 、 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 遠 隔 操 作 型 小 型 車 の 使 用 者 に 対 す る 指 示 ）  

第 十 条 の 七  法 第 十 五 条 の 六 の 規 定 に よ る 遠 隔 操 作 型 小 型 車 の 使 用 者 に 対 す る 指 示 は 、 遠 隔 操 作 型 小 型

車 の 遠 隔 操 作 に よ る 通 行 に 関 す る 指 示 書 （ 第 七 号 様 式 の 六 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 指 示 後 の 通 知 ）  



第 十 条 の 八  前 条 の 指 示 を 行 っ た 場 合 に お い て 、 当  該 使 用 者 が 他 の 都 道 府 県 の 区 域 に お い て 遠 隔 操  
作 型 小 型 車 を 遠 隔 操 作 に よ り 通 行 さ せ て い る と  認 め ら れ る と き は 、 指 示 実 施 通 知 書 （ 第 七 号 様 式 の

七 ） に 法 第 十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 届 出 書 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た

添 付 書 類 の 写 し を 添 付 し て 当 該 他 の 都 道 府 県 の 区 域 を 管 轄 す る 公 安 委 員 会 に 送 付 し 、 通 知 す る も の と

す る 。  

第 二 章  緊 急 自 動 車 の 指 定 等  

（ 緊 急 自 動 車 の 指 定 ）  

第 十 一 条  令 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 緊 急 自 動 車 の 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 緊 急 自 動 車  道

路 維 持 作 業 用 自 動 車 ・ 指 定 申 請 書  届 出 書 （ 第 八 号 様 式 ） を 公 安 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  公 安 委 員 会 は 、 前 項 の 申 請 に 基 づ き 緊 急 自 動 車 の 指 定 を し た と き は 、 申 請 者 に 緊 急 自 動 車  道 路

維 持 作 業 用 自 動 車 ・ 指 定 証  届 出 確 認 証 （ 第 九 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。  

３  緊 急 自 動 車 の 指 定 を 受 け た 者 は 、 当 該 指 定 に 係 る 自 動 車 に 前 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 指 定 証 （ 以

下 「 指 定 証 」 と い う 。 ） を 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 。  

４  緊 急 自 動 車 の 指 定 を 受 け た 者 は 、 指 定 証 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 緊 急 自 動 車  道 路 維

持 作 業 用 自 動 車 ・ 指 定 証  届 出 確 認 証 記 載 事 項 変 更 届 （ 第 十 号 様 式 ） に よ り 、 速 や か に 公 安 委 員 会

に 届 け 出 て 、 当 該 指 定 証 に 変 更 に 係 る 事 項 の 記 載 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

５  緊 急 自 動 車 の 指 定 を 受 け た 者 は 、 指 定 証 を 亡 失 し 、 滅 失 し 、 汚 損 し 、 又 は 破 損 し た と き は 、 緊 急

自 動 車  道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 ・ 指 定 証  届 出 確 認 証 再 交 付 申 請 書 （ 第 十 一 号 様 式 ） に よ り 、 指 定

証 の 再 交 付 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

６  緊 急 自 動 車 の 指 定 を 受 け た 者 は 、 当 該 指 定 に 係 る 自 動 車 を 緊 急 自 動 車 と し て 使 用 し な く な つ た と

き 又 は 指 定 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 に お い て 亡 失 し た 指 定 証 を 発 見 し 、 若 し く は 回 復 し た と き は 、 速

や か に 緊 急 自 動 車  道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 ・ 指 定 証  届 出 確 認 証 返 納 届 （ 第 十 二 号 様 式 ） に 当 該 指

定 証 を 添 え て 公 安 委 員 会 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 緊 急 自 動 車 の 届 出 ）  

第 十 二 条  令 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 緊 急 自 動 車 の 届 出 は 、 緊 急 自 動 車  道 路 維 持 作 業 用 自 動

車 ・ 指 定 申 請 書  届 出 書 に よ つ て し な け れ ば な ら な い 。  

２  公 安 委 員 会 は 、 前 項 の 届 出 を 受 理 し た と き は 、 届 出 者 に 緊 急 自 動 車  道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 ・ 指

定 証  届 出 確 認 証 を 交 付 す る も の と す る 。  

３  第 一 項 の 届 出 を し た 者 は 、 当 該 届 出 に 係 る 自 動 車 に 前 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 届 出 確 認 証 （ 以

下 「 届 出 確 認 証 」 と い う 。 ） を 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 。  

４  第 一 項 の 届 出 を し た 者 は 、 届 出 確 認 証 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 緊 急 自 動 車  道 路 維 持

作 業 用 自 動 車 ・ 指 定 証  届 出 確 認 証 記 載 事 項 変 更 届 に よ り 、 速 や か に 公 安 委 員 会 に 届 け 出 て 、 当 該

届 出 確 認 証 に 変 更 に 係 る 事 項 の 記 載 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

５  第 一 項 の 届 出 を し た 者 は 、 届 出 確 認 証 を 亡 失 し 、 滅 失 し 、 汚 損 し 、 又 は 破 損 し た と き は 、 緊 急 自

動 車  道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 ・ 指 定 証  届 出 確 認 証 再 交 付 申 請 書 に よ り 、 届 出 確 認 証 の 再 交 付 を 受

け る こ と が で き る 。  

６  第 一 項 の 届 出 を し た 者 は 、 当 該 届 出 に 係 る 自 動 車 を 緊 急 自 動 車 と し て 使 用 し な く な つ た と き 又 は

届 出 確 認 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 に お い て 亡 失 し た 届 出 確 認 証 を 発 見 し 、 若 し く は 回 復 し た と き は 、

速 や か に 緊 急 自 動 車  道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 ・ 指 定 証  届 出 確 認 証 返 納 届 に 当 該 届 出 確 認 証 を 添 え

て 公 安 委 員 会 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 の 届 出 ）  

第 十 二 条 の 二  前 条 の 規 定 は 、 令 第 十 四 条 の 二 第 一 号 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 同 条 中 「 緊 急 自 動 車 」 と あ る の は 、 「 道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 の 指 定 ）  

第 十 二 条 の 三  第 十 一 条 の 規 定 は 、 令 第 十 四 条 の 二 第 二 号 の 規 定 に よ る 道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 の 指 定

を 受 け よ う と す る 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 中 「 緊 急 自 動 車 」 と あ る の は 、 「 道

路 維 持 作 業 用 自 動 車 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 緊 急 自 動 車 の 運 転 資 格 の 審 査 申 請 等 ）  

第 十 二 条 の 四  府 令 第 十 五 条 の 二 に 規 定 す る 緊 急 自 動 車 の 運 転 資 格 の 審 査 を 受 け よ う と す る 者 は 、 緊

急 自 動 車 運 転 資 格 審 査 申 請 書 （ 第 十 二 号 様 式 の 二 ） を 公 安 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



２  前 項 に 規 定 す る 審 査 は 、 三 重 県 警 察 本 部 交 通 部 運 転 免 許 セ ン タ ー （ 以 下 「 運 転 免 許 セ ン タ ー 」 と

い う 。 」 ） に お い て 行 う も の と し 、 審 査 の 日 時 は 、 別 に 定 め る 。  

３  第 一 項 に 規 定 す る 審 査 に 合 格 し た 者 が 運 転 免 許 証 （ 以 下 「 免 許 証 」 と い う 。 ） 又 は 免 許 情 報 記 録

個 人 番 号 カ ー ド （ 以 下 「 免 許 証 等 」 と い う 。 ） を 亡 失 し 、 滅 失 し 、 汚 損 し 、 又 は 破 損 し て 免 許 証 等

の 再 交 付 を 受 け た 場 合 又 は 緊 急 自 動 車 の 運 転 資 格 を 有 す る 者 が 免 許 証 等 に 当 該 資 格 を 有 す る 旨 の 記

載 又 は 記 録 を 必 要 と す る 場 合 は 、 使 用 者 を 通 じ て 緊 急 自 動 車 運 転 資 格 記 載 等 申 請 書 （ 第 十 二 号 様 式

の 三 ） を 公 安 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 三 章  車 両 の 交 通 方 法  

（ 軽 車 両 の 灯 火 ）  

第 十 三 条  令 第 十 八 条 第 一 項 第 五 号 の 規 定 に よ り 軽 車 両 （ そ り 及 び 牛 馬 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て

同 じ 。 ） が つ け な け れ ば な ら な い 灯 火 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 た だ し 、 府 令 第 九 条 の 四

の 基 準 に 適 合 す る 反 射 器 材 を 備 え 付 け て い る 場 合 は 、 第 二 号 に 掲 げ る 灯 火 を つ け る こ と を 要 し な い 。 

一  灯 光 の 色 が 白 色 又 は 淡 黄 色 で 、 夜 間 、 前 方 十 メ ー ト ル の 距 離 に あ る 交 通 上 の 障 害 物 を 確 認 す る

こ と が で き る 性 能 を 有 す る 前 照 灯  

二  灯 光 の 色 が 橙 色 又 は 赤 色 で 、 夜 間 、 後 方 百 メ ー ト ル の 距 離 か ら 点 灯 を 確 認 す る こ と が で き る 性

能 を 有 す る 尾 灯  

（ 公 安 委 員 会 が 定 め る 自 動 車 の 積 載 物 の 高 さ の 制 限 ）  

第 十 三 条 の 二  令 第 二 十 二 条 第 三 号 ハ の 公 安 委 員 会 が 定 め る 自 動 車 は 、 別 表 第 三 に 掲 げ る 道 路 を 通 行

す る 自 動 車 と し 、 同 号 ハ の 公 安 委 員 会 が 定 め る 高 さ は 、 四 ・ 一 メ ー ト ル と す る 。  

（ 軽 車 両 の 乗 車 又 は 積 載 の 制 限 ）  

第 十 四 条  法 第 五 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 軽 車 両 の 乗 車 人 員 又 は 積 載 重 量 等 の 制 限 は 、 次 の と お り

と す る 。  

一  乗 車 人 員  

ア  二 輪 又 は 三 輪 の 自 転 車 に は 、 運 転 者 以 外 の 者 を 乗 車 さ せ な い こ と 。 た だ し 、 次 の い ず れ か に

該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

( ア ) 十 六 歳 以 上 の 運 転 者 が 、 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 者 一 人 を 幼 児 用 座 席 に 乗 車 さ

せ て い る と き 。  

( イ ) 十 六 歳 以 上 の 運 転 者 が 、 四 歳 未 満 の 者 一 人 を 背 負 い 、 ひ も 等 で 確 実 に 緊 縛 し て い る と き 。  

( ウ ) 十 六 歳 以 上 の 運 転 者 が 、 幼 児 二 人 同 乗 用 自 転 車 （ 運 転 者 の た め の 乗 車 装 置 及 び 二 の 幼 児

用 座 席 を 設 け る た め に 必 要 な 特 別 の 構 造 又 は 装 置 を 有 す る 自 転 車 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 幼

児 用 座 席 に 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 者 二 人 を 乗 車 さ せ て い る と き 。  

( エ ) 十 六 歳 以 上 の 運 転 者 が 、 四 歳 未 満 の 者 一 人 を 背 負 い 、 ひ も 等 で 確 実 に 緊 縛 し 、 か つ 、 幼

児 二 人 同 乗 用 自 転 車 の 幼 児 用 座 席 に 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 者 一 人 を 乗 車 さ せ て い

る と き 。  

( オ ) 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 四 十 八 条 の 十 四 第 二 項 に 規 定 す る 自 転 車 専 用

道 路 に お い て 、 そ の 乗 車 装 置 に 応 じ た 人 員 を 乗 車 さ せ て い る と き 。  

( カ ) 他 人 の 需 要 に 応 じ 、 有 償 で 、 自 転 車 を 使 用 し て 旅 客 を 運 送 す る 事 業 の 業 務 に 関 し 、 当 該

業 務 に 従 事 す る 者 が 、 一 人 又 は 二 人 の 者 を そ の 乗 車 装 置 に 応 じ て 乗 車 さ せ て い る と き 。  

( キ ) 二 人 乗 り 用 と し て の 構 造 を 有 し 、 か つ 、 ペ ダ ル 装 置 が 縦 列 に 設 け ら れ た 自 転 車 に 運 転 者

以 外 の 者 一 人 を 乗 車 さ せ て い る と き 。  

イ  二 輪 又 は 三 輪 の 自 転 車 以 外 の 軽 車 両 に は 、 そ の 乗 車 装 置 に 応 じ た 人 員 を 超 え る 人 員 を 乗 車 さ

せ な い こ と 。  

二  積 載 重 量  

ア  積 載 装 置 を 備 え る 自 転 車 に あ つ て は 三 十 キ ロ グ ラ ム を 、 重 量 運 搬 に 適 す る 積 載 装 置 を 備 え る

自 転 車 に あ つ て は 六 十 キ ロ グ ラ ム を 、 リ ヤ カ ー を け ん 引 す る 場 合 に お け る そ の 牽 （ け ん ） 引 さ

れ る リ ヤ カ ー に あ つ て は 百 二 十 キ ロ グ ラ ム を そ れ ぞ れ 超 え な い こ と 。  

イ  四 輪 の 牛 馬 車 に あ つ て は 二 千 キ ロ グ ラ ム を 、 二 輪 の 牛 馬 車 に あ つ て は 千 五 百 キ ロ グ ラ ム を そ

れ ぞ れ 超 え な い こ と 。  

ウ  大 車 （ 荷 台 の 面 積 一 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 荷 車 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に あ つ て は 、 七 百

五 十 キ ロ グ ラ ム を 超 え な い こ と 。  



エ  牛 馬 車 及 び 大 車 以 外 の 荷 車 に あ つ て は 、 四 百 五 十 キ ロ グ ラ ム を 超 え な い こ と 。  
三  積 載 物 の 長 さ 、 幅 又 は 高 さ  

ア  長 さ  積 載 装 置 の 長 さ に 〇 ・ 三 メ ー ト ル （ 牛 馬 車 及 び 大 車 に あ つ て は 、 〇 ・ 六 メ ー ト ル ） を

加 え た も の  

イ  幅  積 載 装 置 の 幅 に 〇 ・ 三 メ ー ト ル （ 牛 馬 車 及 び 大 車 に あ つ て は 〇 ・ 六 メ ー ト ル ） を 加 え た

も の  

ウ  高 さ  二 メ ー ト ル （ 牛 馬 車 に あ つ て は 、 三 メ ー ト ル ） か ら そ の 積 載 を す る 場 所 の 高 さ を 減 じ

た も の  

四  積 載 の 方 法  

ア  積 載 装 置 の 前 後 か ら 〇 ・ 三 メ ー ト ル （ 牛 馬 車 及 び 大 車 に あ つ て は 〇 ・ 六 メ ー ト ル ） を 超 え て

は み 出 さ な い こ と 。  

イ  積 載 装 置 の 左 右 か ら 〇 ・ 一 五 メ ー ト ル （ 牛 馬 車 及 び 大 車 に あ つ て は 〇 ・ 三 メ ー ト ル ） を 超 え

て は み 出 さ な い こ と 。  

（ 自 動 車 以 外 の 車 両 の 牽 （ け ん ） 引 制 限 ）  

第 十 五 条  法 第 六 十 条 の 規 定 に よ り 自 動 車 以 外 の 車 両 （ ト ロ リ ー バ ス を 除 く 。 ） に よ つ て す る 牽 （ け

ん ） 引 の 制 限 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  一 台 を こ え る 車 両 を 牽 （ け ん ） 引 し な い こ と 。  

二  牽 （ け ん ） 引 す る た め の 装 置 を 有 す る 車 両 で あ る こ と 。  

三  牽 （ け ん ） 引 さ れ る た め の 装 置 を 有 す る 車 両 を 牽 （ け ん ） 引 す る こ と 。  

２  原 動 機 付 自 転 車 の 運 転 者 は 、 故 障 そ の 他 の 理 由 に よ り 運 転 す る こ と が で き な く な つ た 自 動 車 又 は

一 般 原 動 機 付 自 転 車 （ 以 下 「 故 障 車 」 と い う 。 ） を 牽 （ け ん ） 引 す る こ と が や む を 得 な い 場 合 に お

い て は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り そ の 故 障 車 を 牽 （ け ん ） 引 す る

こ と が で き る 。  

一  牽 （ け ん ） 引 す る 原 動 機 付 自 転 車 と 故 障 車 を 堅 ろ う な ロ ー プ 、 鎖 等 （ 以 下 「 ロ ー プ 等 」 と い う 。 ）

に よ つ て 確 実 に つ な ぐ こ と 。  

二  そ の 故 障 車 に 係 る 運 転 免 許 を 受 け た 者 を 故 障 車 に 乗 車 さ せ て ハ ン ド ル そ の 他 の 装 置 を 操 作 さ せ

る こ と 。  

三  牽 （ け ん ） 引 す る 原 動 機 付 自 転 車 と 故 障 車 と の 間 の 距 離 は 、 五 メ ー ト ル を こ え な い こ と 。  

四  故 障 車 を 牽 （ け ん ） 引 し て い る ロ ー プ 等 の 見 や す い 箇 所 に 〇 ・ 三 メ ー ト ル 平 方 以 上 の 大 き さ の

白 色 の 布 を つ け る こ と 。  

第 四 章  運 転 者 の 遵 守 事 項  

（ 運 転 者 の 遵 守 事 項 ）  

第 十 六 条  法 第 七 十 一 条 第 六 号 の 規 定 に よ り 車 両 等 の 運 転 者 が 遵 守 し な け れ ば な ら な い 事 項 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  か さ を さ し て （ 車 体 に 固 定 し た 場 合 を 含 む 。 ） 、 自 動 二 輪 車 、 原 動 機 付 自 転 車 又 は 自 転 車 を 運

転 し な い こ と 。  

二  車 両 の 安 定 を 保 つ こ と が で き な い よ う な 重 量 又 は 容 量 の あ る 物 を 携 帯 し て 、 自 動 二 輪 車 、 原 動

機 付 自 転 車 又 は 自 転 車 を 運 転 し な い こ と 。  

三  運 転 の 妨 げ と な る よ う な 衣 服 を 着 用 し 、 又 は 下 駄 そ の 他 の 運 転 操 作 に 支 障 の あ る は き 物 を は い

て 自 動 車 又 は 原 動 機 付 自 転 車 を 運 転 し な い こ と 。  

四  乗 車 装 置 を 有 す る 自 動 二 輪 車 に 、 他 の 者 を ま た が ら せ ず に 乗 車 さ せ 運 転 し な い こ と 。  

五  積 雪 又 は 凍 結 し て い る 道 路 に お い て は 、 タ イ ヤ チ エ ン 、 ス ノ ー タ イ ヤ そ の 他 の 有 効 な す べ り 止

め の 措 置 を 講 じ な い で 自 動 車 （ 二 輪 の 自 動 車 を 除 く 。 ） を 運 転 し な い こ と 。  

六  警 音 器 を 備 え ず 、 又 は そ の 機 能 が 不 完 全 な 自 転 車 を 運 転 し な い こ と 。  

七  自 動 車 （ 二 輪 の 自 動 車 を 除 く 。 ） を 後 退 さ せ る 場 合 に お い て は 、 目 視 及 び 後 写 鏡 に よ り 進 路 周

囲 の 安 全 を 確 認 し 、 車 掌 、 助 手 そ の 他 の 乗 務 員 が い る と き は 、 こ れ ら の 者 に 誘 導 さ せ る こ と 。  

八  自 動 車 （ 二 輪 の 自 動 車 を 除 く 。 ） を 運 転 し て ど ろ 土 の 路 外 か ら 舗 装 さ れ た 道 路 に 入 る 場 合 に お

い て は 、 自 動 車 に 付 着 し た ど ろ 土 を 落 と し 、 路 面 を 著 し く 汚 さ な い た め の 必 要 な 措 置 を と る こ と 。  

九  普 通 自 動 二 輪 車 （ 原 動 機 の 大 き さ が 、 総 排 気 量 に つ い て は 〇 ・ 一 二 五 リ ツ ト ル 以 下 、 定 格 出 力

に つ い て は 一 ・ 〇 〇 キ ロ ワ ツ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ） 又 は 原 動 機 付 自 転 車 （ 法 第 七 十 七 条 第 一 項 の



規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 行 う 搭 乗 型 移 動 支 援 ロ ボ ッ ト の 実 証 実 験 に お い て 使 用 さ れ る も の を 除 く 。 ） （ 以

下 こ の 号 に お い て 「 原 動 機 付 自 転 車 等 」 と い う 。 ） を 運 転 す る と き は 、 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 ）

の 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 当 該 原 動 機 付 自 転 車 等 に 取 り 付 け る こ と と さ れ て い る 標 識 及 び 当 該

標 識 に 記 載 さ れ た 番 号 を 当 該 原 動 機 付 自 転 車 等 の 後 面 に 見 や す い よ う に 表 示 す る こ と 。  

十  道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 五 号 ） に よ る 自 動 車 登 録 番 号 標 又 は 車 両 番 号 標 に 、

赤 外 線 を 吸 収 し 又 は 反 射 す る た め の 物 を 取 り 付 け 又 は 付 着 さ せ て 、 大 型 自 動 車 、 中 型 自 動 車 、 準

中 型 自 動 車 、 普 通 自 動 車 （ 原 動 機 の 大 き さ が 、 総 排 気 量 に つ い て は ○ ・ ○ 五 〇 リ ツ ト ル 以 下 、 定

格 出 力 に つ い て は 〇 ・ 六 〇 キ ロ ワ ツ ト 以 下 の も の を 除 く 。 ） 又 は 大 型 特 殊 自 動 車 を 運 転 し な い こ

と 。  

十 一  自 動 車 を 運 転 す る 場 合 に お い て 、 法 第 八 十 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 八 十 六 条 第 一 項

若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 準 中 型 自 動 車 を 運 転 す る こ と が で き る 免 許 を 受 け た 者 又 は 法 第 七 十

一 条 の 五 第 三 項 に 規 定 す る 普 通 自 動 車 対 応 免 許 を 受 け た 者 で 法 第 九 十 一 条 の 規 定 に よ り 当 該 免 許

に 法 第 七 十 一 条 の 六 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る 標 識 を 付 け る べ き こ と と す る 条 件 を 付 さ れ て い

る も の が 補 聴 器 を 用 い な い で 表 示 自 動 車 （ 当 該 標 識 を 付 け た 準 中 型 自 動 車 又 は 普 通 自 動 車 を い う 。

以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） を 運 転 し て い る と き は 、 危 険 防 止 の た め や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、

進 行 し て い る 当 該 表 示 自 動 車 の 側 方 に 幅 寄 せ を し 、 又 は 当 該 自 動 車 が 進 路 を 変 更 し た 場 合 に そ の

変 更 し た 後 の 進 路 と 同 一 の 進 路 を 後 方 か ら 進 行 し て く る 表 示 自 動 車 が 当 該 自 動 車 と の 間 に 法 第 二

十 六 条 に 規 定 す る 必 要 な 距 離 を 保 つ こ と が で き な い こ と と な る と き は 進 路 を 変 更 し な い こ と 。  

十 二  大 音 量 で 、 イ ヤ ホ ー ン 、 ヘ ッ ド ホ ン そ の 他 の 機 器 を 使 用 し て 音 楽 を 聴 く 等 、 警 音 器 、 緊 急 自 動 車 の サ

イ レ ン 、 警 察 官 の 指 示 そ の 他 の 安 全 な 運 転 に 必 要 な 交 通 に 関 す る 音 又 は 声 が 聞 こ え な い よ う な 状 態 で 車 両

を 運 転 し な い こ と 。 た だ し 、 難 聴 者 が 補 聴 器 を 使 用 す る 場 合 又 は 公 共 目 的 を 遂 行 す る 者 が イ ヤ ホ ー ン 等 を

使 用 し て 当 該 目 的 の た め の 指 令 を 受 信 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

第 五 章  安 全 運 転 管 理 者 等  

（ 安 全 運 転 管 理 者 等 の 選 任 の 届 出 ）  

第 十 七 条  法 第 七 十 四 条 の 三 第 五 項 の 規 定 に よ る 選 任 の 届 出 は 、 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書 （ 第

十 三 号 様 式 ） 又 は 副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書 （ 第 十 三 号 様 式 の 二 ） に 安 全 運 転 管 理 者 等 に 係

る 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

一  住 民 票 の 写 し （ 届 出 日 前 三 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の に 限 る 。 ）  

二  自 動 車 の 運 転 管 理 経 験 に 関 す る 経 歴 を 証 明 す る 書 類 （ 自 動 車 の 運 転 管 理 に 関 す る 能 力 に 係 る 公

安 委 員 会 の 認 定 を 受 け た 者 に あ つ て は 、 第 十 九 条 第 二 項 の 資 格 認 定 書 の 写 し ）  

三  自 動 車 運 転 経 験 期 間 の 証 明 書 又 は 免 許 証 の 写 し 若 し く は 特 定 免 許 情 報 が 記 載 さ れ た 書 面 （ 副 安

全 運 転 管 理 者 の 届 出 の 場 合 に 限 る 。 ）  

四  自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー 法 （ 昭 和 五 十 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 二 十 九 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る

書 面 の う ち 安 全 運 転 管 理 者 等 の 過 去 二 年 間 の 記 録 に 係 る 運 転 記 録 証 明 書 （ 届 出 日 前 三 月 以 内 に 発

行 さ れ た も の に 限 る 。 ）  

五  府 令 第 九 条 の 九 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 運 転 管 理 の 教 習 （ 第 二 十 条 か ら 第 二 十 二 条 ま で に お

い て 「 運 転 管 理 の 教 習 」 と い う 。 ） を 修 了 し た 者 に あ つ て は 、 第 二 十 二 条 の 修 了 証 書 の 写 し  

２  公 安 委 員 会 は 、 前 項 に 規 定 す る 安 全 運 転 管 理 者 等 の 選 任 届 を 受 理 し た 場 合 は 、 こ の 届 出 に 係 る 者

が 府 令 第 九 条 の 九 に 規 定 す る 要 件 を 備 え て い る と 認 め た と き は 、 安 全 運 転 管 理 者 証 （ 第 十 四 号 様 式 ）

又 は 副 安 全 運 転 管 理 者 証 （ 第 十 四 号 様 式 の 二 ） を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 安 全 運 転 管 理 者 等 の 変 更 又 は 解 任 の 届 出 ）  

第 十 八 条  前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 安 全 運 転 管 理 者 等 の 選 任 の 届 出 を し た 者 は 、 当 該 届 出 事 項 の う ち

次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 変 更 が あ つ た 場 合 又 は 安 全 運 転 管 理 者 等 を 解 任 し た 場 合 は 、 変 更 の

あ っ た 日 又 は 解 任 し た 日 か ら 十 五 日 以 内 に 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書 又 は 副 安 全 運 転 管 理 者 に

関 す る 届 出 書 に よ り 当 該 変 更 又 は 解 任 に 係 る 事 項 を 公 安 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

一  届 出 者 の 氏 名 （ 法 人 に あ つ て は そ の 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ） 及 び 住 所  

二  安 全 運 転 管 理 者 等 の 氏 名 又 は 職 務 上 の 地 位  

三  自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 名 称 及 び 位 置  

（ 安 全 運 転 管 理 者 等 の 認 定 申 請 等 ）  

第 十 九 条  自 動 車 の 運 転 の 管 理 に 関 し 、 府 令 第 九 条 の 九 第 一 項 第 二 号 又 は 同 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す



る こ れ ら の 者 と 同 等 以 上 の 能 力 （ 以 下 「 同 等 以 上 の 能 力 」 と い う 。 ） を 有 す る こ と に つ い て 、 公 安

委 員 会 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 安 全 運 転 管 理 者 等 資 格 認 定 申 請 書 （ 第 十 五 号 様 式 ） を 公 安 委

員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 申 請 書 を 受 理 し た 公 安 委 員 会 は 、 そ の 申 請 書 を 提 出 し た 者 が 同 等 以 上 の 能 力 を 有 す る と 認

め た 場 合 は 、 そ の 者 に 安 全 運 転 管 理 者 ・ 副 安 全 運 転 管 理 者 資 格 認 定 書 （ 第 十 五 号 様 式 の 二 ） を 交 付

す る も の と す る 。  

（ 運 転 管 理 の 教 習 ）  

第 二 十 条  運 転 管 理 の 教 習 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 科 目 に つ い て 行 い 、 そ の 教 習 時 間 は 、 当 該 各 号 に 定

め る と お り と す る 。  

一  安 全 運 転 管 理 者 の 責 任 及 び 心 構 え  五 時 間 以 上 六 時 間 以 内  

二  安 全 運 転 管 理 者 と し て 業 務 を 行 な う に つ い て 必 要 な 法 令 、 自 動 車 等 の 操 作 及 び 構 造 、 交 通 事 故

防 止 の 方 策 等 の 知 識  七 時 間 以 上 八 時 間 以 内  

２  前 項 に 規 定 す る 教 習 の 実 施 の 日 時 及 び 場 所 は 、 別 に 定 め る 。  

（ 運 転 管 理 の 教 習 の 申 請 ）  

第 二 十 一 条  運 転 管 理 の 教 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 安 全 運 転 管 理 教 習 申 請 書 （ 第 十 六 号 様 式 ） を 公

安 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 運 転 管 理 の 教 習 の 修 了 証 書 ）  

第 二 十 二 条  運 転 管 理 の 教 習 を 修 了 し た 者 に 対 し て は 、 修 了 証 書 （ 第 十 六 号 様 式 の 二 ） を 交 付 す る も

の と す る 。  

（ 安 全 運 転 管 理 者 等 の 解 任 命 令 ）  

第 二 十 三 条  法 第 七 十 四 条 の 三 第 六 項 の 規 定 に よ り 公 安 委 員 会 が 行 う 安 全 運 転 管 理 者 等 の 解 任 命 令 は 、

安 全 運 転 管 理 者 等 解 任 命 令 書 （ 第 十 七 号 様 式 ） に よ つ て 行 う も の と す る 。  

（ 報 告 又 は 資 料 の 提 出 ）  

第 二 十 三 条 の 二  法 第 七 十 五 条 の 二 の 二 の 規 定 に よ る 公 安 委 員 会 の 報 告 又 は 資 料 の 提 出 の 要 求 は 、 報

告 ・ 資 料 の 提 出 要 求 書 （ 第 十 八 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と し 、 当 該 報 告 又 は 資 料 の 提 出 の 要 求 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る も の に つ い て 行 う も の と す る 。  

一  運 行 管 理 業 務 に 関 す る も の  

二  自 動 車 事 故 の 防 止 に 関 す る も の  

三  自 動 車 運 転 者 の 指 導 教 育 に 関 す る も の  

四  自 動 車 運 転 者 の 適 正 管 理 に 関 す る も の  

五  速 度 、 駐 車 若 し く は 積 載 又 は 運 転 者 の 心 身 の 状 態 の 把 握 に 関 す る も の  

六  そ の 他 自 動 車 の 安 全 な 運 転 に 必 要 な 業 務 の 状 況 が 確 認 で き る も の 及 び 放 置 行 為 防 止 の た め に 必

要 な 業 務 の 履 行 に 関 す る も の  

   第 五 章 の 二  特 定 自 動 運 行 の 許 可 等  

 （ 特 定 自 動 運 行 の 許 可 に 関 す る 意 見 聴 取 ）  

第 二 十 三 条 の 三  法 第 七 十 五 条 の 十 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取 は 、 特 定 自 動 運 行 の 許 可 に 関

す る 意 見 聴 取 書 （ 甲 ） （ 第 十 八 号 様 式 の 二 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

２  府 令 第 九 条 の 二 十 二 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取 は 、 特 定 自 動 運 行 の 許 可 に 関 す る 意 見 聴 取 （ 乙 ）

（ 第 十 八 号 様 式 の 三 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 不 許 可 の 通 知 ）  

第 二 十 三 条 の 四  法 第 七 十 五 条 の 十 四 の 規 定 に よ る 特 定 自 動 運 行 を 不 許 可 と す る 場 合 の 通 知 は 、 不

許 可 通 知 書 （ 第 十 八 号 様 式 の 四 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 特 定 自 動 運 行 計 画 の 変 更 許 可 に 関 す る 意 見 聴 取 ）  

第 二 十 三 条 の 五  法 第 七 十 五 条 の 十 六 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 五 条 の 十 三 第 二 項 の 規 定 に よ

る 意 見 の 聴 取 は 、 特 定 自 動 運 行 計 画 の 変 更 許 可 に 関 す る 意 見 聴 取 書 （ 甲 ） （ 第 十 八 号 様 式 の 五 ） に

よ り 行 う も の と す る 。  

２  府 令 第 九 条 の 二 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 府 令 第 九 条 の 二 十 二 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取 は 、 特

定 自 動 運 行 計 画 の 変 更 許 可 に 関 す る 意 見 聴 取 書 （ 乙 ） （ 第 十 八 号 様 式 の 六 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 許 可 証 の 返 納 ）  

第 二 十 三 条 の 六  府 令 第 九 条 の 三 十 八 の 規 定 に よ る 許 可 証 の 返 納 は 、 許 可 証 返 納 届 出 書 （ 第 十 八 号



様 式 の 七 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 報 告 等 の 要 求 ）  

第 二 十 三 条 の 七  法 第 七 十 五 条 の 二 十 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 特 定 自 動 運 行 実 施 者 に 対 し 、 そ の 特

定 自 動 運 行 に 関 し 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る と き は 、 報 告 ・ 資 料 提 出 要 求 書 （ 第 十 八 号 様 式 の

八 ） を 当 該 実 施 者 に 交 付 し て 行 う も の と す る 。  

 （ 特 定 自 動 運 行 実 施 者 に 対 す る 指 示 ）  

第 二 十 三 条 の 八  法 第 七 十 五 条 の 二 十 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 定 自 動 運 行 実 施 者 に 対 す る 指 示 は 、

特 定 自 動 運 行 に 関 す る 指 示 書 （ 第 十 八 号 様 式 の 九 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

２  法 第 七 十 五 条 の 二 十 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取 は 、 特 定 自 動 運 行 に 係 る 行 政 処 分 に 関 す

る 意 見 聴 取 書 （ 第 十 八 号 様 式 の 十 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

第 六 章  道 路 の 使 用 等  

（ 道 路 に お け る 禁 止 行 為 ）  

第 二 十 四 条  法 第 七 十 六 条 第 四 項 第 七 号 の 規 定 に よ る 道 路 に お け る 禁 止 行 為 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も

の と す る 。  

一  交 通 の ひ ん ぱ ん な 道 路 に お い て 、 乗 馬 又 は 自 転 車 の 運 転 の 練 習 を す る こ と 。  

二  み だ り に 交 通 の 妨 害 と な る よ う な 泥 土 、 汚 水 、 か わ ら 、 ご み そ の 他 の 汚 物 を 道 路 に ま き 、 流 し 、

又 は 捨 て る こ と 。  

三  交 通 の 妨 害 と な る よ う な 方 法 で み だ り に 物 件 を 道 路 に 突 き 出 す こ と 。  

四  氷 結 す る お そ れ の あ る と き に 道 路 に 水 を ま く こ と 。  

五  牛 、 馬 等 の 家 畜 を 道 路 に 放 し 、 又 は 交 通 の 妨 害 と な る よ う な 方 法 で つ な い で お く こ と 。  

六  車 両 等 の 運 転 者 の 目 を げ ん 惑 す る よ う な 光 を み だ り に 道 路 に 投 射 す る こ と 。  

七  進 行 中 の 車 両 か ら 、 交 通 の 危 険 又 は 妨 害 と な る よ う な 方 法 で 身 体 を 出 し 、 又 は 物 を 突 き 出 す こ

と 。  

八  交 通 の ひ ん ぱ ん な 橋 上 に お い て 、 釣 り 、 投 網 等 を す る こ と 。  

九  道 路 に お い て 、 み だ り に た き 火 を し 、 又 は 発 煙 筒 、 爆 竹 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を 使 用 す る

こ と 。  

（ 道 路 の 使 用 許 可 ）  

第 二 十 五 条  法 第 七 十 七 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ り 警 察 署 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い も の と

し て 定 め る 行 為 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の （ 第 四 号 及 び 第 六 号 か ら 第 十 号 ま で に 掲 げ る 行 為 に あ っ

て は 、 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 号 ） の 規 定 に よ り す る こ と が で き る 選 挙 運 動 又 は 選 挙 運

動 期 間 中 に お け る 政 治 活 動 と し て 行 わ れ る も の を 除 く 。 ） と す る 。  

一  道 路 に 、 み こ し 、 だ し 、 踊 り 屋 台 等 を 出 し 、 又 は 道 路 に お い て 、 盆 踊 り そ の 他 こ れ に 類 す る 催

し 物 を す る こ と 。  

二  道 路 に お い て 、 競 技 会 、 仮 装 行 列 、 パ レ ー ド そ の 他 こ れ ら に 類 す る 催 し （ 学 生 及 び 生 徒 の 遠 足 、

旅 行 等 の 隊 列 又 は 通 常 の 冠 婚 葬 祭 等 に よ る 行 列 を 除 く 。 ） を す る こ と 。  

三  道 路 に お い て 、 ロ ケ ー シ ョ ン 若 し く は 写 真 撮 影 会 を し 、 又 は 人 を 集 め て 街 頭 録 音 若 し く は 街 頭

録 画 を す る こ と 。  

四  道 路 に 人 が 集 ま る よ う な 方 法 で 、 演 説 、 演 芸 、 奏 楽 、 映 写 、 展 示 等 を し 、 又 は 拡 声 器 、 ラ ジ オ 、

テ レ ビ ジ ョ ン 等 の 放 送 を す る こ と 。  

五  道 路 に お い て 、 消 防 、 避 難 、 救 護 そ の 他 の 訓 練 を 行 う こ と 。  

六  道 路 に お い て 、 広 告 、 宣 伝 又 は 示 威 の た め 、 旗 、 の ぼ り 、 看 板 、 あ ん ど ん そ の 他 こ れ ら に 類 す

る も の を 持 ち 、 楽 器 を 鳴 ら し 、 又 は 特 異 な 装 い を し て 集 団 で 通 行 す る こ と 。  

七  車 両 等 に 著 し い 人 目 を ひ く よ う な 特 殊 な 装 飾 を し て 通 行 す る こ と 。  

八  広 告 又 は 宣 伝 の た め 、 幕 、 旗 、 の ぼ り 、 看 板 、 あ ん ど ん そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を 掲 げ て 、

車 両 等 を 連 ね て 通 行 す る こ と 。  

九  道 路 に お い て 、 人 の 集 ま る よ う な 方 法 で 寄 付 を 募 集 し 、 又 は 署 名 を 求 め る こ と 。  

十  交 通 の ひ ん ぱ ん な 道 路 に 広 告 、 宣 伝 等 の た め 印 刷 物 そ の 他 の 物 品 を 散 布 し 、 又 は 交 通 の ひ ん ぱ

ん な 道 路 に お い て 、 通 行 す る 者 に こ れ を 交 付 す る こ と 。  

十 一  道 路 に お い て 、 ロ ボ ッ ト の 移 動 を 伴 う 実 証 実 験 、 人 の 移 動 の 用 に 供 す る ロ ボ ッ ト の 実 証 実

験 又 は 自 動 運 転 技 術 そ の 他 自 動 運 転 の 実 用 化 の た め に 必 要 な 技 術 を 用 い て 車 両 を 走 行 さ せ る 実



証 実 験 を す る こ と 。  
（ 道 路 の 使 用 許 可 の 申 請 ）  

第 二 十 六 条  府 令 第 十 条 第 三 項 に 規 定 す る 申 請 書 に 添 付 す る 書 類 は 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  使 用 す る 道 路 及 び そ の 付 近 の 見 取 図  

二  工 作 物 を 設 け る も の に あ つ て は 、 そ の 設 計 図 及 び 仕 様 書  

第 七 章  運 転 免 許  

（ 試 験 、 検 査 及 び 審 査 の 場 所 等 ）  

第 二 十 七 条  法 第 八 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 運 転 免 許 試 験 （ 以 下 「 試 験 」 と い う 。 ） 、 同 条 第 三 項 に 規

定 す る 検 査 並 び に 法 第 九 十 一 条 及 び 法 第 九 十 一 条 の 二 に 規 定 す る 条 件 に 係 る 審 査 は 、 次 に 掲 げ る 場 所

（ 大 型 免 許 、 中 型 免 許 、 準 中 型 免 許 、 普 通 免 許 、 大 型 第 二 種 免 許 、 中 型 第 二 種 免 許 及 び 普 通 第 二 種 免

許 の 試 験 に あ つ て は 、 公 安 委 員 会 が 指 定 す る 道 路 を 含 む 。 ） に お い て 行 う 。  

一  運 転 免 許 セ ン タ ー  

二  警 察 署  

三  そ の 他 公 安 委 員 会 が 指 定 す る 場 所  

２  試 験 、 検 査 及 び 審 査 を 行 う 日 時 は 、 別 に 定 め る 。  

第 二 十 八 条  削 除  

（ 試 験 の 結 果 発 表 ）  

第 二 十 九 条  試 験 の 結 果 は 、 府 令 第 二 十 六 条 に 掲 げ る 試 験 ご と に 発 表 す る 。  

（ 再 試 験 の 場 所 等 ）  

第 二 十 九 条 の 二  法 第 百 条 の 二 に 規 定 す る 再 試 験 （ 以 下 「 再 試 験 」 と い う 。 ） は 、 運 転 免 許 セ ン タ ー

（ 準 中 型 免 許 及 び 普 通 免 許 の 再 試 験 に あ つ て は 、 公 安 委 員 会 が 指 定 す る 道 路 を 含 む 。 ） に お い て 行

う も の と し 、 再 試 験 の 日 時 は 、 別 に 定 め る 。  

２  再 試 験 は 、 学 科 再 試 験 を 技 能 再 試 験 の 前 に 行 う も の と し 、 学 科 再 試 験 に 合 格 し な か つ た 者 に 対 し

て は 、 技 能 再 試 験 を 行 わ な い 。  

３  再 試 験 の 結 果 は 、 当 該 再 試 験 ご と に 発 表 す る 。  

（ 合 格 決 定 の 取 消 し 通 知 ）  

第 三 十 条  法 第 九 十 七 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 合 格 決 定 取 消 し の 通 知 は 、 運 転 免 許 試 験 合 格 取 消 通

知 書 （ 第 十 九 号 様 式 ） に よ り 行 な う 。  

（ 不 正 受 験 の 措 置 ）  

第 三 十 一 条  法 第 九 十 七 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ り 試 験 を 受 け る こ と を 停 止 す る 期 間 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 者 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 以 内 と す る 。  

一  身 代 り に よ り 試 験 を 受 け 、 又 は 受 け よ う と し た 者  一 年  

二  運 転 免 許 申 請 書 等 を 偽 造 若 し く は 改 ざ ん し て 試 験 を 受 け 、 又 は 受 け よ う と し た 者  一 年  

三  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 不 正 に 試 験 を 受 け 、 又 は 受 け よ う と し た 者  六 月  

２  前 項 に 規 定 す る 期 間 の 決 定 を し た と き は 、 運 転 免 許 受 験 停 止 通 知 書 （ 第 二 十 号 様 式 ） に よ り 通 知

す る 。  

（ 免 許 の 条 件 の 変 更 等 ）  

第 三 十 二 条  法 第 九 十 一 条 の 規 定 に よ り 自 動 車 等 を 運 転 す る に つ い て 必 要 な 条 件 （ 自 動 車 等 の 種 類 を

限 定 し た も の を 除 く 。 ） を 付 さ れ た 者 で 、 そ の 条 件 の 解 除 又 は 変 更 を 受 け る た め 、 公 安 委 員 会 の 審

査 を 受 け よ う と す る も の は 、 現 に 受 け て い る 免 許 に 係 る 免 許 証 等 を 提 示 し 、 か つ 、 限 定 解 除 （ 条 件

変 更 ） 審 査 申 請 書 （ 第 二 十 一 号 様 式 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 法 附 則 に よ り 自 動 車 等 を 運 転 す る に つ い て 、 自 動 車 等 の 種 類 を 限 定 さ れ て い る 者

で 、 そ の 解 除 審 査 を 受 け る た め 、 公 安 委 員 会 の 審 査 を 受 け よ う と す る も の に つ い て 準 用 す る 。  

（ 再 交 付 申 請 書 等 の 申 請 用 写 真 の 省 略 ）  

第 三 十 三 条  府 令 第 二 十 一 条 第 六 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 運 転 免 許 セ ン タ ー 又 は 警 察 署

に 同 条 第 二 項 の 再 交 付 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 （ 仮 免 許 に 係 る 免 許 証 の 再 交 付 を 申 請 す る 場 合 を 除

く 。 ） と す る 。  

第 三 十 三 条  府 令 第 二 十 一 条 第 六 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 運 転 免 許 セ ン タ ー 又 は 警 察 署

に 同 条 第 二 項 の 再 交 付 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 （ 仮 免 許 に 係 る 免 許 証 の 再 交 付 を 申 請 す る 場 合 を 除

く 。 ） と す る 。  



２  府 令 第 二 十 一 条 の 二 第 三 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 運 転 免 許 セ ン タ ー 又 は 警 察 署 に 同

条 第 一 項 の 特 定 免 許 情 報 記 録 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 と す る 。  

３  府 令 第 二 十 一 条 の 九 第 三 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 運 転 免 許 セ ン タ ー 又 は 警 察 署 に 同

条 第 一 項 の 運 転 免 許 証 交 付 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 と す る 。  

４  府 令 第 二 十 九 条 第 三 項 （ 府 令 第 二 十 九 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 公 安 委 員

会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 運 転 免 許 セ ン タ ー 又 は 警 察 署 に 同 条 第 一 項 の 更 新 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 と

す る 。  

５  府 令 第 三 十 条 の 七 第 四 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 運 転 免 許 セ ン タ ー 又 は 警 察 署 に 同 条

第 一 項 の 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 と す る 。  

（ 運 転 経 歴 証 明 書 交 付 等 申 請 書 の 様 式 等 ）  

第 三 十 三 条 の 二  府 令 第 三 十 条 の 八 第 一 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 運 転 経 歴 証 明 書 交 付 等 申 請 書 は 、

運 転 経 歴 証 明 書 交 付 等 申 請 書 （ 第 二 十 一 号 様 式 の 三 ） と す る 。  

２  府 令 第 三 十 条 の 八 第 二 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 運 転 免 許 セ ン タ ー 又 は 警 察 署 に 前 項

の 運 転 経 歴 証 明 書 交 付 等 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 （ 代 理 人 が 行 う 場 合 を 除 く 。 ） と す る 。  

３  府 令 第 三 十 条 の 八 第 一 項 の 申 請 に 併 せ て 運 転 経 歴 証 明 書 を 返 納 し よ う と す る と き は 、 府 令 第 三 十

条 の 十 二 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 一 項 の 申 請 書 に そ の 旨 を 記 載 し て 行 う も の と す る 。  

４  府 令 第 三 十 条 の 八 第 一 項 の 申 請 に 併 せ て 運 転 経 歴 情 報 記 録 の 抹 消 を 受 け よ う と す る と き は 、 府 令

第 三 十 条 の 十 六 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 一 項 の 申 請 書 に そ の 旨 を 記 載 し て 行 う も の と す る 。  

 （ 運 転 経 歴 証 明 書 の 記 載 事 項 の 変 更 等 に 係 る 届 出 書 の 様 式 ）  

第 三 十 三 条 の 三  府 令 第 三 十 条 の 十 第 二 項 及 び 第 三 十 条 の 十 五 第 二 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 届 出

書 は 、 運 転 経 歴 証 明 書 記 載 事 項 変 更 等 届 （ 第 二 十 一 号 様 式 の 四 ） と す る 。  

 （ 運 転 経 歴 証 明 書 再 交 付 申 請 書 の 様 式 等 ）  

第 三 十 三 条 の 四  府 令 第 三 十 条 の 十 一 第 一 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 運 転 経 歴 証 明 書 再 交 付 申 請 書

は 、 運 転 経 歴 証 明 書 再 交 付 申 請 書 （ 第 二 十 一 号 様 式 の 五 ） と す る 。  

２  府 令 第 三 十 条 の 十 一 第 二 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 運 転 免 許 セ ン タ ー 又 は 警 察 署 に 前

項 の 運 転 経 歴 証 明 書 再 交 付 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 （ 代 理 人 が 行 う 場 合 を 除 く 。 ） と す る 。  

３  府 令 第 三 十 条 の 十 一 第 一 項 の 申 請 に 併 せ て 運 転 経 歴 情 報 の 記 録 を 受 け よ う と す る と き は 、 府 令 第

三 十 条 の 八 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 一 項 の 申 請 書 に そ の 旨 を 記 載 し て 行 う も の と す る 。  

４  府 令 第 三 十 条 の 十 一 第 一 項 の 申 請 に 併 せ て 運 転 経 歴 情 報 記 録 の 抹 消 を 受 け よ う と す る と き は 、 府

令 第 三 十 条 の 十 六 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 一 項 の 申 請 書 に そ の 旨 を 記 載 し て 行 う も の と す る 。 

 （ 運 転 経 歴 証 明 書 返 納 届 の 様 式 ）  

第 三 十 四 条  府 令 第 三 十 条 の 十 二 第 二 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 運 転 経 歴 証 明 書 返 納 届 は 、 運 転 経

歴 証 明 書 返 納 届 （ 第 二 十 一 号 様 式 の 六 ） と す る 。  

 （ 運 転 経 歴 情 報 抹 消 届 の 様 式 ）  

第 三 十 五 条  府 令 第 三 十 条 の 十 六 第 二 項 の 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 運 転 経 歴 情 報 抹 消 届 は 、 運 転 経 歴

情 報 抹 消 届 （ 第 二 十 一 号 様 式 の 七 ） と す る 。  

（ 臨 時 適 性 検 査 の 通 知 ）  

第 三 十 六 条  法 第 百 二 条 第 六 項 及 び 第 百 七 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 臨 時 適 性 検 査 の 通 知 は 、 臨 時 適

性 検 査 通 知 書 （ 第 二 十 三 号 様 式 ） に よ り 行 な う も の と す る 。  

（ 講 習 ）  

第 三 十 七 条  法 第 百 八 条 の 二 の 規 定 に よ る 講 習 の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

（ 取 消 処 分 者 講 習 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 二  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 二 号 の 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 公 安 委 員 会 に 申 し 出 て 、

講 習 日 時 及 び 場 所 の 指 定 を 受 け る も の と す る 。  

２  前 項 の 指 定 を 受 け た 者 は 、 取 消 処 分 者 講 習 受 講 申 請 書 （ 第 二 十 三 号 様 式 の 二 ） に 府 令 第 十 七 条 第

二 項 第 十 号 に 規 定 す る 写 真 二 枚 を 添 付 し 、 公 安 委 員 会 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 停 止 処 分 者 講 習 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 三  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 受 講 申 出 書

（ 第 二 十 四 号 様 式 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 受 講 申 出 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 講 習 を 行 う 日 時 及 び 場 所 を 指 定 す る も の と



す る 。  
３  第 一 項 に 規 定 す る 講 習 を 終 了 し た 者 に 対 し て 免 許 の 効 力 の 停 止 の 期 間 若 し く は 免 許 の 保 留 の 期 間

又 は 国 際 免 許 に 係 る 自 動 車 等 の 運 転 の 禁 止 の 期 間 を 短 縮 し た と き は 、 運 転 免 許 停 止 （ 保 留 ・ 自 動 車

等 の 運 転 禁 止 ） 期 間 短 縮 通 知 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 大 型 車 講 習 等 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 四  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 大 型 車 講 習

等 受 講 申 出 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 の 二 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 大 型 車 講 習 等 受 講 申 出 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 講 習 を 行 う 日 時 及 び 場 所 を 指

定 す る も の と す る 。  

（ 大 型 二 輪 車 講 習 等 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 五  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 五 号 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 大 型 二 輪 車

講 習 等 受 講 申 出 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 の 三 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 大 型 二 輪 車 講 習 等 受 講 申 出 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 講 習 を 行 う 日 時 及 び 場 所

を 指 定 す る も の と す る 。  

第 三 十 七 条 の 六  削 除  

（ 原 付 講 習 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 七  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 六 号 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 原 付 講 習 受

講 申 出 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 の 五 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 原 付 講 習 受 講 申 出 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 講 習 を 行 う 日 時 及 び 場 所 を 指 定 す

る も の と す る 。  

（ 旅 客 車 講 習 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 八  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 七 号 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 旅 客 車 講 習

受 講 申 出 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 の 六 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 旅 客 車 講 習 受 講 申 出 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 講 習 を 行 う 日 時 及 び 場 所 を 指 定

す る も の と す る 。  

（ 応 急 救 護 処 置 講 習 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 九  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 八 号 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 応 急 救 護 処

置 講 習 受 講 申 出 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 の 七 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 応 急 救 護 処 置 講 習 受 講 申 出 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 講 習 を 行 う 日 時 及 び 場 所

を 指 定 す る も の と す る 。  

（ 更 新 時 講 習 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 十  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 一 号 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 講 習 の 種

別 に 従 い 、 更 新 時 講 習 受 講 申 請 書 （ 優 良 運 転 者 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 八 ） 若 し く は 更 新 時 講 習

（ 特 定 失 効 者 ・ 特 定 取 消 処 分 者 ） 受 講 申 請 書 （ 優 良 運 転 者 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 八 の 二 ） 、 更

新 時 講 習 受 講 申 請 書 （ 一 般 運 転 者 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 九 ） 若 し く は 更 新 時 講 習 （ 特 定 失 効 者 ・

特 定 取 消 処 分 者 ） 受 講 申 請 書 （ 一 般 運 転 者 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 九 の 二 ） 、 更 新 時 講 習 受 講 申

請 書 （ 違 反 運 転 者 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 ） 若 し く は 更 新 時 講 習 （ 特 定 失 効 者 ・ 特 定 取 消 処 分

者 ） 受 講 申 請 書 （ 違 反 運 転 者 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 の 二 ） 又 は 更 新 時 講 習 受 講 申 請 書 （ 初 回

更 新 者 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 一 ） 若 し く は 更 新 時 講 習 （ 特 定 失 効 者 ・ 特 定 取 消 処 分 者 ） 受 講

申 請 書 （ 初 回 更 新 者 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 一 の 二 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 申 請 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 講 習 を 行 う 日 時 及 び 場 所 を 指 定 す る も の と す る 。 

（ 高 齢 者 講 習 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 十 一  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 二 号 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 講 習 の 種

別 に 従 い 、 高 齢 者 講 習 受 講 申 請 書 （ 実 車 指 導 を 含 む 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 二 ） 若 し く は 高 齢 者

講 習 （ 特 定 失 効 者 ・ 特 定 取 消 処 分 者 ） 受 講 申 請 書 （ 実 車 指 導 を 含 む 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 二 の

二 ） 、 高 齢 者 講 習 受 講 申 請 書 （ 実 車 指 導 を 含 ま な い 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 三 ） 若 し く は 高 齢 者

講 習 （ 特 定 失 効 者 ・ 特 定 取 消 処 分 者 ） 受 講 申 請 書 （ 実 車 指 導 を 含 ま な い 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十

三 の 二 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 申 請 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 講 習 を 行 う 日 時 及 び 場 所 を 指 定 す る も の と す る 。 

（ 違 反 者 講 習 の 受 講 手 続 等 ）  



第 三 十 七 条 の 十 二  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 三 号 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 講 習 の

種 別 に 従 い 、 違 反 者 講 習 受 講 申 出 書 （ 社 会 参 加 活 動 を 含 む 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 四 ） 又 は 、

違 反 者 講 習 受 講 申 出 書 （ 社 会 参 加 活 動 を 含 ま な い 講 習 ） （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 五 ） を 提 出 す る も の

と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 違 反 者 講 習 受 講 申 出 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 講 習 を 行 う 日 時 及 び 場 所 を 指 定

す る も の と す る 。  

 （ 若 年 運 転 者 講 習 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 十 三  法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 四 号 の 規 定 に よ る 若 年 運 転 者 講 習 を 受 け よ う と す る 者

は 、 若 年 運 転 者 講 習 受 講 申 請 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 六 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 若 年 運 転 者 講 習 受 講 申 請 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 講 習 を 行 う 日 時 及 び 場 所 を

指 定 す る も の と す る 。  

（ 特 定 任 意 講 習 の 受 講 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 十 四  令 第 三 十 七 条 の 六 第 二 号 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 特 定 任 意 講 習

受 講 申 込 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 七 ） 及 び 特 定 任 意 講 習 受 講 者 名 簿 （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 八 ） を 提

出 し て 、 講 習 日 時 及 び 場 所 の 指 定 を 受 け る も の と す る 。  

２  前 項 の 指 定 を 受 け た 者 は 、 特 定 任 意 講 習 受 講 申 請 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 の 十 九 ） を 提 出 す る も の と

す る 。  

（ 認 知 機 能 検 査 の 受 検 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 十 五  法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 イ 、 第 百 一 条 の 四 第 二 項 又 は 法 第 百 一 条 の 七 第 一

項 の 規 定 に よ る 認 知 機 能 検 査 を 受 け よ う と す る 者 は 、 認 知 機 能 検 査 受 検 申 出 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 の

二 十 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 認 知 機 能 検 査 受 検 申 出 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 検 査 を 行 う 日 時 及 び 場 所 を 指

定 す る も の と す る 。  

 （ 運 転 技 能 検 査 の 受 検 手 続 等 ）  

第 三 十 七 条 の 十 六  法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 イ 又 は 第 百 一 条 の 四 第 三 項 の 規 定 に よ る 運 転 技 能

検 査 を 受 け よ う と す る 者 は 、 運 転 技 能 検 査 受 検 申 出 書 （ 第 二 十 五 号 様 式 の 二 十 一 ） を 提 出 す る も の

と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 運 転 技 能 検 査 受 検 申 出 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て は 、 検 査 を 行 う 日 時 及 び 場 所 を 指

定 す る も の と す る 。  

（ 公 安 委 員 会 の 事 務 の 委 任 ）  

第 三 十 八 条  法 第 百 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 条 同 項 に 規 定 す る 事 務 は 、 三 重 県 警 察 本 部 長 に

委 任 す る 。 た だ し 、 公 安 委 員 会 が 弁 明 の 機 会 を 付 与 し 、 聴 聞 し 、 若 し く は 意 見 の 聴 取 を し た 事 案 又

は 公 安 委 員 会 が 法 第 百 八 条 の 規 定 に よ り 委 託 し た 免 許 関 係 事 務 に 係 る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で

な い 。  

第 八 章  雑 則  

（ 監 督 行 政 庁 に 対 す る 意 見 聴 取 ）  

第 三 十 九 条  法 第 七 十 五 条 第 三 項 （ 法 第 七 十 五 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

に よ る 意 見 の 聴 取 は 、 自 動 車 の 使 用 制 限 に 関 す る 意 見 照 会 書 （ 第 二 十 六 号 様 式 ） 又 は 車 両 の 使 用 制

限 命 令 に 関 す る 意 見 照 会 書 （ 第 二 十 七 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 昭 和 四 十 四 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 規 定 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と

い う 。 ） の 規 定 に よ り な さ れ た 許 可 そ の 他 の 処 分 又 は 申 請 そ の 他 の 手 続 き は 、 そ れ ぞ れ こ の 規 則 の

相 当 規 定 に 基 づ い て な さ れ た 処 分 又 は 手 続 き と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 昭 和 四 十 四 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 は 、 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 を 用 い て 許

可 そ の 他 の 処 分 又 は 申 請 そ の 他 の 手 続 き を す る こ と が で き る 。  

（ 聴 聞 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

４  聴 聞 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 一 条 中 「 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 ） 第 二 十 四 条



の 二 」 を 「 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 三 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） 第 三 十 八 条 」

に 改 め る 。  

附  則 （ 昭 和 四 十 五 年 十 月 三 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

こ の 規 則 は 、 昭 和 四 十 五 年 十 一 月 二 十 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 四 十 七 年 四 月 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 四 十 九 年 十 二 月 二 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ）  

こ の 規 則 は 、 昭 和 五 十 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 五 十 三 年 五 月 三 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 昭 和 五 十 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 規 定 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 、 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 第 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ て

い る 通 行 禁 止 除 外 指 定 証 及 び 標 章 は 、 そ の 有 効 期 限 内 に 限 り 効 力 を 有 す る も の と す る 。  

附  則 （ 昭 和 五 十 四 年 五 月 二 十 八 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 昭 和 五 十 四 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 許 可 証

そ の 他 の 証 票 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 相 当 規 定 に 基 づ い て 交 付 さ れ た も の と み な

す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 前 に お い て 旧 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 調 整 し た 安 全 運 転 管 理 者 証 は 、 こ の 規 則 の 施

行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則 （ 昭 和 五 十 四 年 八 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

こ の 規 則 は 、 昭 和 五 十 四 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 五 十 七 年 六 月 二 十 五 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 六 十 二 年 三 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 昭 和 六 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り な さ れ て い る 許 可 等 の

申 請 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 相 当 規 定 に 基 づ い て な さ れ た 申 請 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ て い る 許 可 証

等 の 証 票 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 相 当 規 定 に 基 づ い て 交 付 さ れ た 証 票 と み な す 。  

附  則 （ 平 成 二 年 八 月 二 十 四 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 年 十 二 月 二 十 五 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 三 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 四 年 十 月 三 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 九 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 四 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 四 条 の 改 正 規 定 は 、 平 成 五 年 四 月 一

日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 、 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て

い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則 （ 平 成 六 年 三 月 二 十 五 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 使 用 す

る こ と が で き る 。  

附  則 （ 平 成 六 年 五 月 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 第 二 十 五 号 様 式 の 二 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ て い る 原 付 講 習 受 講

申 出 書 は 、 改 正 後 の 第 二 十 五 号 様 式 の 五 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 原 付 講 習 受 講 申 出 書 と み な す 。  

附  則 （ 平 成 六 年 九 月 三 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 六 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  



附  則 （ 平 成 七 年 二 月 十 七 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 抄 ）  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
附  則 （ 平 成 七 年 三 月 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 抄 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 中 第 一 条 の 規 定 は 平 成 七 年 三 月 十 三 日 か ら 、 第 二 条 並 び に 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定

は 同 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 九 年 六 月 三 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 年 七 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 十 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 第 二 十 五 号 様 式 の 九 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ て い る 特 定 任 意 講 習

受 講 申 込 書 、 第 二 十 五 号 様 式 の 十 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ て い る 特 定 任 意 講 習 受 講 者 名 簿 及 び 第 二 十

五 号 様 式 の 十 一 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ て い る 特 定 任 意 講 習 受 講 申 請 書 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 第 二 十

五 号 様 式 の 十 二 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 特 定 任 意 講 習 受 講 申 込 書 、 第 二 十 五 号 様 式 の 十 三 の 規 定 に

よ り 提 出 さ れ た 特 定 任 意 講 習 受 講 者 名 簿 及 び 第 二 十 五 号 様 式 の 十 四 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 特 定 任

意 講 習 受 講 申 請 書 と み な す 。  

附  則 （ 平 成 十 一 年 三 月 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 一 年 十 月 二 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 十 一 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 二 年 三 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 二 年 九 月 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 二 年 十 二 月 二 十 六 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 九 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 三 年 三 月 三 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 三 年 六 月 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 三 年 九 月 二 十 八 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 九 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 十 四 年 一 月 四 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 四 年 五 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 十 四 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い

る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則 （ 平 成 十 四 年 十 月 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 十 四 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 六 年 三 月 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 中 第 一 条 の 規 定 は 平 成 十 六 年 三 月 二 十 二 日 か ら 、 第 二 条 の 規 定 は 同 年 四 月 一 日 か ら 施 行

す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 第 一 条 の 規 定 の 施 行 の 日 前 に こ の 規 則 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施

行 細 則 （ 以 下 「 新 細 則 」 と い う 。 ） 別 表 第 二 に 掲 げ る 道 路 を 通 行 し た 自 動 車 に つ い て の 新 細 則 第 十

三 条 の 二 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 四 ・ 一 メ ー ト ル 」 と あ る の は 、 従 前 の と お り 「 三 ・ 八 メ ー ト

ル 」 と す る 。  

３  こ の 規 則 第 二 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り

作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 使 用 す る こ と が で き る 。  



附  則 （ 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ）  
こ の 規 則 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 七 年 十 一 月 二 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 十 七 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 八 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ て い る 標 章 は 、

改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 に 基 づ い て 交 付 さ れ た 標 章 と み な す 。  

附  則 （ 平 成 十 八 年 六 月 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 一 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 八 年 十 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ て い る 安 全 運

転 管 理 者 証 及 び 副 安 全 運 転 管 理 者 証 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 交 付

さ れ た 安 全 運 転 管 理 者 証 及 び 副 安 全 運 転 管 理 者 証 と み な す 。  

附  則 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 十 九 年 六 月 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 六 月 二 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定

に よ り 提 出 さ れ て い る 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書 及 び 副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書 は 、 改

正 後 の 第 十 三 号 様 式 の 規 定 に よ る 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書 及 び 第 十 三 号 様 式 の 二 の 規 定 に よ

る 副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 使 用 す

る こ と が で き る 。  

附  則 （ 平 成 十 九 年 八 月 十 四 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 八 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 九 月 二 十 八 日 か ら 施 行 す る 。  

２  平 成 十 九 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ）

第 六 条 第 一 項 第 二 号 セ ( ア ) 中 「 郵 便 物 」 と あ る の は 、 「 通 常 郵 便 物 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） 第 六 条

第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る 身 体 障 害 者 等 用 駐 車 禁 止 除 外 指 定 車 の 標 章 の 交 付 を 受 け て い る 者 の う ち 、

新 規 則 第 六 条 第 一 項 第 二 号 ソ ( ア ) か ら ( エ ) ま で に 該 当 し な い も の に つ い て は 、 新 規 則 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 当 該 標 章 の 有 効 期 限 内 に 限 り 、 当 該 標 章 と 引 き 替 え に 平 成 二 十 二 年 九 月 二 十 七 日 ま で を 有

効 期 限 と す る 新 規 則 第 六 条 第 一 項 第 四 号 オ に 規 定 す る 駐 車 禁 止 除 外 指 定 車 （ 身 体 障 害 者 等 で 歩 行 困

難 者 使 用 中 ） の 標 章 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 。  

４  旧 規 則 第 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 標 章 並 び に 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 交

付 さ れ た 許 可 証 は 、 当 該 標 章 及 び 許 可 証 の 有 効 期 間 の 満 了 す る 日 ま で の 間 は 、 新 規 則 第 六 条 第 五 項

の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 標 章 及 び 第 十 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 許 可 証 と み な す 。  

５  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 旧 規 則 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た

標 章 を 掲 出 す る 車 両 の う ち 、 旧 規 則 第 六 条 第 一 項 第 二 号 ス ( ア ) に 掲 げ る 郵 便 物 を 集 配 す る た め に 使

用 す る も の で あ つ て 、 小 包 郵 便 物 を 集 配 す る た め に 使 用 中 の も の が 掲 げ る 標 章 に つ い て は 、 新 規 則

の 施 行 の 日 に そ の 効 力 を 失 う 。  

６  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の

調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 年 二 月 二 十 二 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 二 月 二 十 三 日 か ら 施 行 す る 。  



附  則 （ 平 成 二 十 年 三 月 二 十 八 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  
こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 一 年 二 月 三 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

こ の 規 則 中 第 十 四 条 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 十 六 条 に 一 号 を 加 え る 改 正 規 定 は 平 成 二 十 一 年

三 月 一 日 か ら 、 別 表 第 三 の 六 の 項 の 改 正 規 定 は 平 成 二 十 一 年 二 月 七 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 一 年 三 月 二 十 四 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 三 の 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら

施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 一 年 五 月 二 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 八 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 に 規 定 す る 第 二 十 五 号 様 式 、 第 二

十 五 号 様 式 の 十 二 及 び 第 二 十 五 号 様 式 の 十 二 の 二 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要

の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 一 年 六 月 三 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 二 十 二 年 二 月 二 六 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 三 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 二 及 び 別 表 第 三 の 改 正 規 定

は 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 、 第 十 条 の 改 正 規 定 は 平 成 二 十 二 年 四 月 十 九 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規

定 に よ り 交 付 さ れ て い る 安 全 運 転 管 理 者 証 、 副 安 全 運 転 管 理 者 証 、 安 全 運 転 管 理 者 ・ 副 安 全 運 転

管 理 者 資 格 認 定 証 及 び 修 了 証 書 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ）

の 規 定 に 基 づ い て 交 付 さ れ た 安 全 運 転 管 理 者 証 、 副 安 全 運 転 管 理 者 証 、 安 全 運 転 管 理 者 ・ 副 安 全

運 転 管 理 者 資 格 認 定 書 及 び 修 了 証 書 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 旧 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 届 出 書 、 申 請 書 そ の 他 の 書 類

は 、 新 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 届 出 書 、 申 請 書 そ の 他 の 書 類 と み な す 。  

４  こ の 規 則 施 行 の 際 現 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の

調 整 を し て し よ う す る こ と が で き る 。  

  附 則 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

   （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 七 条 第 一 項 第 一 号 の 改 正 規 定

は 、 同 年 七 月 九 日 か ら 施 行 す る 。  

  （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規

定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 及 び 届 出 書 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に

基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 及 び 届 出 書 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要

の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 平 成 二 十 六 年 三 月 二 十 八 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 平 成 二 十 六 年 五 月 二 十 七 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 平 成 二 十 七 年 三 月 二 七 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 平 成 二 十 七 年 五 月 二 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  



１  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 七 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ）

の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て

提 出 さ れ た 申 請 書 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の

調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附 則 （ 平 成 二 十 七 年 七 月 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

  附 則 （ 平 成 二 十 八 年 二 月 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

  附 則 （ 平 成 二 十 八 年 八 月 五 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 八 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 八 月 十 一 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 三 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。  

   （ 経 過 措 置 ）  

２  道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 号 ） に よ る 改 正 後 の 道 路 交 通 法 （ 昭

和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 。 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 第 百 一 条 第 一 項 の 更 新 期 間 が 満 了 す る 日 （ 新 法

第 百 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 運 転 免 許 証 の 有 効 期 間 の 更 新 の 申 請 を し よ う と す る 者 に あ っ て は 、

当 該 申 請 を す る 日 ） に お け る 年 齢 が 七 十 歳 以 上 の 者 で あ っ て 、 当 該 日 が こ の 規 則 の 施 行 日 か ら 起 算

し て 六 月 を 経 過 し た 日 前 で あ る も の に 対 す る 新 法 第 百 一 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ る 講 習 に

係 る 受 講 申 請 書 に つ い て は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） の 規

定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定

に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 及 び 届 出 書 は 、 新 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 及 び 届

出 書 と み な す 。  

４  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の

調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

  附 則 （ 平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 平 成 二 十 九 年 八 月 八 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

  附 則 （ 平 成 三 十 年 三 月 十 六 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 年 三 月 十 八 日 か ら 施 行 す る 。  

  附 則 （ 平 成 三 十 一 年 二 月 十 五 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ）  

  こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 二 月 十 七 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 三 の 一 の 項 の 改 正 規 定 及 び 同 表 の 三 八 の

項 の 改 正 規 定 （ 「 三 重 県 員 弁 郡 東 員 町 大 字 長 深 字 抜 井 二 七 八 番 一 」 を 「 三 重 県 い な べ 市 大 安 町 大 字 高 柳 字 村 前 二

〇 九 八 番 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 平 成 三 十 一 年 三 月 十 七 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 二 年 三 月 三 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 二 年 七 月 二 八 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 ( 令 和 三 年 二 月 一 六 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ) 

  （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 、 三 重 県 自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の



適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 、 委 託 を 受 け て 確 認 事 務 を 行 う と す る 法 人 の 登 録 等 の 手 続 に 関 す る 規

則 及 び 三 重 県 公 安 委 員 会 審 査 請 求 手 続 規 則 （ 次 項 に お い て こ れ ら を 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に

基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 等 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 、 三 重 県 自 動 車 運 転 代 行

業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 、 委 託 を 受 け て 確 認 事 務 を 行 お う と す る 法 人 の 登 録 等 の 手

続 に 関 す る 規 則 及 び 三 重 県 公 安 委 員 会 審 査 請 求 手 続 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の

調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附 則 （ 令 和 三 年 三 月 一 二 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 四 年 四 月 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 五 月 十 三 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 三 の 改 正 規 定 は 、 同 年 四 月 一 日 か    

ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 四 年 一 二 月 一 三 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

  （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

  （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い   

 る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

   附  則 （ 令 和 五 年 三 月 二 十 四 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 五 年 六 月 二 十 七 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 五 条 第 二 項 の 改 正 規 定 は 、 令 和 五 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 六 年 三 月 二 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 六 年 三 月 二 八 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 六 年 十 月 二 十 五 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 ）  

１ こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   附  則 （ 令 和 六 年 十 二 月 六 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 八 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 十 二 月 七 日 か ら 施 行 す る 。   

     附 則 （ 令 和 六 年 十 二 月 二 十 七 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 九 号 ）  

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 十 一 号 様 式 、 第 二 十 一 号 様 式 の 三 か ら 第 二 十 一 号 様 式 の

五 ま で 、 第 二 十 五 号 様 式 の 八 、 第 二 十 五 号 様 式 の 九 、 第 二 十 五 号 様 式 の 十 及 び 第 二 十 五 号 様 式 の 十 一 の 改 正 規

定 は 、 令 和 七 年 一 月 五 日 か ら 、 別 表 第 三 の 改 正 規 定 は 、 令 和 七 年 一 月 二 十 四 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 及 び

届 出 書 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 及 び 届 出 書 と み な す 。  

   附  則 （ 令 和 七 年 三 月 十 八 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

１ こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 三 月 二 十 四 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 三 の 改 正 規 定 は 、 令 和 七 年 三 月 二 十 九 日

か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 及 び

届 出 書 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 及 び 届 出 書 と み な す 。  

   附  則 （ 令 和 七 年 六 月 二 十 七 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

１ こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 及 び

届 出 書 は 、 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 及 び 届 出 書 と み な す 。  

   附  則 （ 令 和 七 年 十 月 十 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 七 年 十 二 月 十 二 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 九 号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 十 二 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 及 び 委 託 を 受 け て 確

認 事 務 を 行 お う と す る 法 人 の 登 録 等 の 手 続 に 関 す る 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規

定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 等 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 及 び



委 託 を 受 け て 確 認 事 務 を 行 お う と す る 法 人 の 登 録 等 の 手 続 に 関 す る 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ

た 申 請 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の

調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）   

  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）   

区 分  提 出 す る 書 類  経 由 先   

一  第 八 条 に 規 定 す る 信 号 機 設 置 、 管 理 申 請 書  当 該 信 号 機 の 設 置 場 所 を

管 轄 す る 警 察 署 長  

 二  府 令 第 五 条 の 四 に 規 定 す る 遠 隔 操 作 型 小 型 車 使 用 届 出 書  三 重 県 警 察 本 部 交 通 部 交

通 規 制 課 長  

三  府 令 第 八 条 の 五 に 規 定 す る 制 限 外 牽
け ん

引 の 許 可 申 請 書  当 該 自 動 車 の 出 発 地 を 管

轄 す る 警 察 署 長  

四  府 令 第 九 条 の 十 六 に 規 定 す る 標 章 除 去 申 請 書  当 該 自 動 車 の 使 用 の 本 拠

の 位 置 を 管 轄 す る 警 察 署

長  

  第 十 一 条 に 規 定 す る 緊 急 自 動 車 指 定 申 請 書 、 緊 急 自 動 車 指 定

証 記 載 事 項 変 更 届 、 緊 急 自 動 車 指 定 証 再 交 付 申 請 書 及 び 緊 急

自 動 車 指 定 証 返 納 届  

  第 十 二 条 に 規 定 す る 緊 急 自 動 車 届 出 書 、 緊 急 自 動 車 届 出 確 認

証 記 載 事 項 変 更 届 、 緊 急 自 動 車 届 出 確 認 証 再 交 付 申 請 書 及 び

緊 急 自 動 車 届 出 確 認 証 返 納 届  

  

  第 十 二 条 の 二 に 規 定 す る 道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 届 出 書 、 道 路

維 持 作 業 用 自 動 車 届 出 確 認 証 記 載 事 項 変 更 届 、 道 路 維 持 作 業

用 自 動 車 届 出 確 認 証 再 交 付 申 請 書 及 び 道 路 維 持 作 業 用 自 動

車 届 出 確 認 証 返 納 届  

  

  第 十 二 条 の 三 に 規 定 す る 道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 指 定 申 請 書 、

道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 指 定 証 記 載 事 項 変 更 届 、 道 路 維 持 作 業

用 自 動 車 指 定 証 再 交 付 申 請 書 及 び 道 路 維 持 作 業 用 自 動 車 指

定 証 返 納 届  

  

  第 十 七 条 及 び 第 十 八 条 に 規 定 す る 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る

届 出 書 及 び 副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書  

  

  第 十 九 条 に 規 定 す る 安 全 運 転 管 理 者 等 資 格 認 定 申 請 書    

  第 二 十 一 条 に 規 定 す る 安 全 運 転 管 理 教 習 申 請 書    

五  府 令 第 九 条 の 十 九 に 規 定 す る 特 定 自 動 運 行 許 可 証 再 交 付 申

請 書  

三 重 県 警 察 本 部 交 通 部 交

通 企 画 課 長  

府 令 第 九 条 の 二 十 に 規 定 す る 特 定 自 動 運 行 許 可 申 請 書  

府 令 第 九 条 の 二 十 三 に 規 定 す る 特 定 自 動 運 行 計 画 変 更 許 可

申 請 書  

府 令 第 九 条 の 二 十 五 に 規 定 す る 特 定 自 動 運 行 許 可 申 請 書 記

載 事 項 変 更 届 出 書  

第 二 十 三 条 の 五 に 規 定 す る 許 可 証 返 納 届 出 書  

六  府 令 第 十 八 条 の 二 の 三 に 規 定 す る 技 能 検 査 申 請 書  三 重 県 警 察 本 部 交 通 部 運

転 免 許 セ ン タ ー 長 （ 以 下

「 運 転 免 許 セ ン タ ー 長 」

と い う 。 ）  

府 令 第 二 十 八 条 の 四 に 規 定 す る 再 試 験 受 験 申 込 書  

府 令 第 二 十 九 条 の 二 の 二 に 規 定 す る 経 由 申 請 書  

府 令 第 三 十 一 条 の 五 に 規 定 す る 自 動 車 教 習 所 の 届 出 書  

府 令 第 三 十 五 条 に 規 定 す る 指 定 自 動 車 教 習 所 の 指 定 申 請 書  

第 十 二 条 の 四 に 規 定 す る 緊 急 自 動 車 運 転 資 格 審 査 申 請 書 及

び 緊 急 自 動 車 運 転 資 格 記 載 等 申 請 書  

第 三 十 七 条 の 二 に 規 定 す る 取 消 処 分 者 講 習 受 講 申 請 書  

第 三 十 七 条 の 四 に 規 定 す る 大 型 車 講 習 等 受 講 申 出 書  



第 三 十 七 条 の 五 に 規 定 す る 大 型 二 輪 車 講 習 等 受 講 申 出 書  

第 三 十 七 条 の 八 に 規 定 す る 旅 客 車 講 習 受 講 申 出 書  

第 三 十 七 条 の 九 に 規 定 す る 応 急 救 護 処 置 講 習 受 講 申 出 書  

第 三 十 七 条 の 十 二 に 規 定 す る 違 反 者 講 習 受 講 申 出 書 （ 社 会 参

加 活 動 を 含 む 講 習 ） 及 び 違 反 者 講 習 受 講 申 出 書 （ 社 会 参 加 活

動 を 含 ま な い 講 習 ）  

七  府 令 第 十 七 条 に 規 定 す る 運 転 免 許 申 請 書  運 転 免 許 セ ン タ ー 長 又 は

当 該 申 請 等 を す る 者 の 住

所 地 を 管 轄 す る 警 察 署 長  

  

  

  

  府 令 第 十 八 条 の 五 に 規 定 す る 限 定 解 除 審 査 申 請 書  

 府 令 第 十 八 条 の 六 に 規 定 す る 運 転 免 許 条 件 申 請 書  

 府 令 第 二 十 条 に 規 定 す る 運 転 免 許 証 記 載 事 項 変 更 届  

 府 令 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 運 転 免 許 証 再 交 付 申 請 書  

 府 令 第 二 十 一 条 の 二 に 規 定 す る 特 定 免 許 情 報 記 録 申 請 書  

 府 令 第 二 十 一 条 の 五 に 規 定 す る 運 転 免 許 証 返 納 届  

 府 令 第 二 十 一 条 の 八 に 規 定 す る 免 許 情 報 記 録 抹 消 届  

 府 令 第 二 十 一 条 の 九 に 規 定 す る 運 転 免 許 証 交 付 申 請 書  

 府 令 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 運 転 免 許 証 等 更 新 申 請 書 （ 法 第 九

十 五 条 の 六 第 一 項 の 表 の 備 考 一 の ロ に 規 定 す る 優 良 運 転 者

（ 以 下 「 優 良 運 転 者 」 と い う 。 ） に 係 る 申 請 を 除 く 。 ）  

 府 令 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 特 例 更 新 申 請 書 （ 優 良 運 転 者

に 係 る 申 請 を 除 く 。 ）  

 府 令 第 三 十 条 の 七 に 規 定 す る 運 転 免 許 取 消 申 請 書  

 府 令 第 三 十 七 条 の 九 に 規 定 す る 国 外 運 転 免 許 証 交 付 申 請 書  

 第 三 十 二 条 に 規 定 す る 限 定 解 除 審 査 （ 条 件 変 更 ） 申 請 書  

 第 三 十 三 条 の 二 に 規 定 す る 運 転 経 歴 証 明 書 交 付 等 申 請 書  

 第 三 十 三 条 の 三 に 規 定 す る 運 転 経 歴 証 明 書 記 載 事 項 変 更 等

届  

 第 三 十 三 条 の 四 に 規 定 す る 運 転 経 歴 証 明 書 再 交 付 申 請 書  

 第 三 十 四 条 に 規 定 す る 運 転 経 歴 証 明 書 返 納 届  

 第 三 十 五 条 に 規 定 す る 運 転 経 歴 情 報 抹 消 届  

 第 三 十 七 条 の 三 に 規 定 す る 受 講 申 出 書  

 第 三 十 七 条 の 七 に 規 定 す る 原 付 講 習 受 講 申 出 書  

 第 三 十 七 条 の 十 に 規 定 す る 更 新 時 講 習 （ 特 定 失 効 者 ・ 特 定 取

消 処 分 者 ） 受 講 申 請 書 （ 優 良 運 転 者 講 習 ） 、 更 新 時 講 習 受 講

申 請 書 （ 一 般 運 転 者 講 習 ） 、 更 新 時 講 習 （ 特 定 失 効 者 ・ 特 定

取 消 処 分 者 ） 受 講 申 請 書 （ 一 般 運 転 者 講 習 ） 、 更 新 時 講 習 受

講 申 請 書 （ 違 反 運 転 者 講 習 ） 、 更 新 時 講 習 （ 特 定 失 効 者 ・ 特

定 取 消 処 分 者 ） 受 講 申 請 書 （ 違 反 運 転 者 講 習 ） 、 更 新 時 講 習

受 講 申 請 書 （ 初 回 更 新 者 講 習 ） 及 び 更 新 時 講 習 （ 特 定 失 効 者 ・

特 定 取 消 処 分 者 ） 受 講 申 請 書 （ 初 回 更 新 者 講 習 ）  

 

 第 三 十 七 条 の 十 四 に 規 定 す る 特 定 任 意 講 習 受 講 申 込 書 、 特 定

任 意 講 習 受 講 者 名 簿 及 び 特 定 任 意 講 習 受 講 申 請 書  

 

八  府 令 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 運 転 免 許 証 等 更 新 申 請 書 （ 優 良 運

転 者 に 係 る 申 請 に 限 る 。 ）  

運 転 免 許 セ ン タ ー 長 又 は

警 察 署 長  

府 令 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 特 例 更 新 申 請 書 （ 優 良 運 転 者

に 係 る 申 請 に 限 る 。 ）  

第 三 十 七 条 の 十 に 規 定 す る 更 新 時 講 習 受 講 申 請 書 （ 優 良 運 転

者 講 習 ）  

第 三 十 七 条 の 十 一 に 規 定 す る 高 齢 者 講 習 受 講 申 請 書 （ 実 車 指



導 を 含 む 講 習 ） 、 高 齢 者 講 習 （ 特 定 失 効 者 ・ 特 定 取 消 処 分 者 ）

（ 実 車 指 導 を 含 む 講 習 ） 受 講 申 請 書 、 高 齢 者 講 習 受 講 申 請 書

（ 実 車 指 導 を 含 ま な い 講 習 ） 及 び 高 齢 者 講 習 （ 特 定 失 効 者 ・

特 定 取 消 処 分 者 ） 受 講 申 請 書 （ 実 車 指 導 を 含 ま な い 講 習 ）  
第 三 十 七 条 の 十 三 に 規 定 す る 若 年 運 転 者 講 習 受 講 申 出 書  

第 三 十 七 条 の 十 五 に 規 定 す る 認 知 機 能 検 査 受 検 申 出 書  

第 三 十 七 条 の 十 六 に 規 定 す る 運 転 技 能 検 査 受 検 申 出 書  

九  そ の 他 の 申 請 及 び 届 出 等 の 書 類  当 該 申 請 等 を す る 者 の 住

所 地 を 管 轄 す る 警 察 署 長  

 

別 表 第 二 （ 第 六 条 関 係 ）  

  

 障 害 の 区 分  障 害 の 級 別  重 度 障 害 の 程 度   

 視 覚 障 害  一 級 か ら 三 級 ま で の 各 級 及 び 四 級

の 一  

特 別 項 症 か ら 第 四 項 症 ま で の 各 項

症  

 

 聴 覚 障 害  二 級 及 び 三 級  特 別 項 症 か ら 第 四 項 症 ま で の 各 項

症  

 

 平 衡 機 能 障 害  三 級  特 別 項 症 か ら 第 四 項 症 ま で の 各 項

症  

 

 上 肢 不 自 由  一 級 、 二 級 の 一 及 び 二 級 の 二  特 別 項 症 か ら 第 三 項 症 ま で の 各 項

症  

 

 下 肢 不 自 由  一 級 か ら 四 級 ま で の 各 級  特 別 項 症 か ら 第 三 項 症 ま で の 各 項

症  

 

 体 幹 不 自 由  一 級 か ら 三 級 ま で の 各 級  特 別 項 症 か ら 第 四 項 症 ま で の 各 項

症  

 

  

 乳 幼 児 期 以 前 の

非 進 行 性 の 脳 病

変 に よ る 運 動 機

能 障 害  

上 肢 機

能  

一 級 及 び 二 級 （ 一 上 肢 の み に 運 動

機 能 障 害 が あ る 場 合 を 除 く 。 ）  

   

 移 動 機

能  

一 級 か ら 四 級 ま で の 各 級     

 心 臓 機 能 障 害  一 級 及 び 三 級  特 別 項 症 か ら 第 三 項 症 ま で の 各 項

症  

 

 じ ん 臓 機 能 障 害  一 級 及 び 三 級  特 別 項 症 か ら 第 三 項 症 ま で の 各 項

症  

 

 呼 吸 器 機 能 障 害  一 級 及 び 三 級  特 別 項 症 か ら 第 三 項 症 ま で の 各 項

症  

 

 ぼ う こ う 又 は 直 腸 の 機

能 障 害  

一 級 及 び 三 級  特 別 項 症 か ら 第 三 項 症 ま で の 各 項

症  

 

 小 腸 機 能 障 害  一 級 及 び 三 級  特 別 項 症 か ら 第 三 項 症 ま で の 各 項

症  

 

 ヒ ト 免 疫 不 全 ウ ィ ル ス

に よ る 免 疫 機 能 障 害  

一 級 か ら 三 級 ま で の 各 級     

肝 臓 機 能 障 害  

 

一 級 か ら 三 級 ま で の 各 級  特 別 項 症 か ら 第 三 項 症 ま で の 各 項

症  

備 考  

一  障 害 の 級 別 は 、 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 厚 生 省 令 第 十 五 号 ） 別 表 第 五 号 に

掲 げ る 障 害 の 級 別 に よ る も の と す る 。  

二  重 度 障 害 の 程 度 は 、 恩 給 法 （ 大 正 十 二 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 別 表 第 一 号 表 の 二 に 掲 げ る 重 度 障

害 の 程 度 に よ る も の と す る 。  



別 表 第 三 （ 第 十 三 条 の 二 関 係 ）  

 

 区 分  路 線 名  区 間   

 一  近 畿 自 動 車 道 名 古 屋 神

戸 線  

三 重 県 桑 名 郡 木 曽 岬 町 大 字 新 輪 一 丁 目 一 九 番 二 か ら 三 重 県

亀 山 市 安 坂 山 町 字 二 瀬 川 一 一 六 六 番 二 一 ま で  

 

 二  近 畿 自 動 車 道 名 古 屋 神

戸 線  

三 重 県 亀 山 市 辺 法 寺 町 字 大 増 五 七 番 二 か ら 三 重 県 亀 山 市 安

坂 山 町 字 錐 ヶ 瀧 地 先 ま で  

 

 三  近 畿 自 動 車 道 名 古 屋 亀

山 線  

三 重 県 桑 名 市 長 島 町 小 島 字 新 川 田 二 四 三 番 一 地 先 か ら 三 重

県 亀 山 市 太 岡 寺 町 字 富 士 山 七 六 一 番 一 〇 ま で  

 

 四  近 畿 自 動 車 道 名 古 屋 亀

山 線  
三 重 県 亀 山 市 布 気 町 字 矢 ノ 峯 七 四 一 番 地 三 か ら 三 重 県 亀 山

市 木 下 町 字 立 谷 二 六 四 番 地 五 ま で  

 

 五  近 畿 自 動 車 道 伊 勢 線  三 重 県 亀 山 市 関 町 木 崎 字 佛 谷 一 九 四 〇 番 二 か ら 三 重 県 伊 勢

市 楠 部 町 字 黒 木 乙 四 〇 〇 番 二 ま で  

 

 六  近 畿 自 動 車 道 尾 鷲 多 気

線  

三 重 県 多 気 郡 多 気 町 丹 生 字 寒 谷 四 四 一 四 番 地 二 か ら 三 重 県

尾 鷲 市 倉 ノ 谷 町 一 〇 六 四 番 四 ま で  

 

 七  一 般 国 道 一 号  三 重 県 桑 名 市 長 島 町 東 殿 名 字 木 曽 一 〇 六 四 番 一 か ら 三 重 県

亀 山 市 関 町 坂 下 字 鈴 鹿 山 六 六 二 番 一 ま で  

 

 八  一 般 国 道 一 号  三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大 字 南 福 崎 字 大 正 割 八 一 五 番 一 か ら 三

重 県 四 日 市 市 曽 井 町 字 東 門 田 四 〇 番 一 ま で  

 

 九  一 般 国 道 二 三 号  三 重 県 桑 名 郡 木 曽 岬 町 大 字 川 先 字 東 丸 山 一 三 番 一 五 八 か ら

三 重 県 伊 勢 市 宇 治 今 在 家 町 字 作 楽 一 二 〇 番 一 ま で  

 

 一 〇  一 般 国 道 二 三 号  三 重 県 鈴 鹿 市 北 玉 垣 町 字 細 田 一 六 五 九 番 一 か ら 三 重 県 松 阪

市 小 津 町 字 八 準 歸 五 二 一 番 二 ま で  

 

 一 一  一 般 国 道 二 五 号  三 重 県 四 日 市 市 大 字 塩 浜 字 八 幡 一 一 七 番 一 か ら 三 重 県 四 日

市 市 大 治 田 町 二 丁 目 一 〇 〇 二 番 二 ま で  

 

 一 二  一 般 国 道 二 五 号  三 重 県 亀 山 市 太 岡 寺 町 字 富 士 山 七 五 五 番 か ら 三 重 県 伊 賀 市

治 田 字 奥 ノ 廣 一 三 五 三 番 ま で  

 

 一 三  一 般 国 道 二 五 号  三 重 県 伊 賀 市 上 村 字 中 郷 一 四 八 九 番 二 か ら 三 重 県 伊 賀 市 山

神 字 世 古 之 口 三 四 番 二 地 先 ま で  

 

 一 四  一 般 国 道 二 五 号  三 重 県 伊 賀 市 上 野 農 人 町 三 五 〇 番 一 か ら 三 重 県 伊 賀 市 上 野

西 大 手 町 三 六 二 三 番 三 ま で  

 

 一 五  一 般 国 道 四 二 号  三 重 県 松 阪 市 古 井 町 字 高 山 七 〇 七 番 一 か ら 三 重 県 度 会 郡 大

紀 町 崎 字 大 垣 内 一 一 三 四 番 一 ま で  

 

 一 六  一 般 国 道 四 二 号  三 重 県 尾 鷲 市 坂 場 町 一 一 八 四 番 一 か ら 三 重 県 尾 鷲 市 大 字 南

浦 字 矢 ノ 川 大 會 越 二 〇 四 八 番 二 ま で  

 

 一 七  一 般 国 道 四 二 号  三 重 県 尾 鷲 市 大 字 南 浦 字 矢 ノ 川 大 會 越 二 〇 四 八 番 二 か ら 三

重 県 熊 野 市 大 泊 町 字 向 芝 六 九 六 番 二 ま で  

 

 一 八  一 般 国 道 四 二 号  三 重 県 南 牟 婁 郡 紀 宝 町 井 田 字 駒 谷 一 九 六 〇 番 四 か ら 三 重 県

南 牟 婁 郡 紀 宝 町 成 川 字 渡 シ ノ 上 八 二 九 番 一 ま で  

 

 一 九  一 般 国 道 四 二 号  三 重 県 度 会 郡 大 紀 町 滝 原 字 阿 渕 一 六 番 四 か ら 三 重 県 多 気 郡

大 台 町 菅 合 字 大 下 り 一 四 八 九 番 一 ま で  

 



二 〇  一 般 国 道 四 二 号  三 重 県 南 牟 婁 郡 紀 宝 町 成 川 字 耳 切 三 番 二 か ら 三 重 県 南 牟 婁

郡 紀 宝 町 鵜 殿 字 上 地 （ 県 境 ） ま で  

 二 一  一 般 国 道 一 六 三 号  三 重 県 伊 賀 市 小 田 町 字 稲 久 保 二 四 一 番 一 地 先 か ら 三 重 県 伊

賀 市 上 野 西 大 手 町 三 六 二 三 番 三 ま で  

 

 二 二  一 般 国 道 一 六 三 号  三 重 県 伊 賀 市 上 野 農 人 町 五 五 四 番 三 地 先 か ら 三 重 県 伊 賀 市

西 明 寺 字 天 王 九 三 四 番 一 地 先 ま で  

 

 二 三  一 般 国 道 一 六 四 号  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 字 千 歳 九 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 中

部 二 五 〇 七 番 地 先 ま で  

 

二 四  一 般 国 道 一 六 五 号  三 重 県 津 市 戸 木 町 字 西 羽 野 五 五 七 二 番 一 か ら 三 重 県 津 市 雲

出 本 郷 町 字 松 縄 一 七 〇 六 番 一 一 地 先 ま で  

 二 五  一 般 国 道 一 六 六 号  三 重 県 松 阪 市 飯 高 町 宮 前 字 川 ノ 上 三 八 番 一 か ら 三 重 県 松 阪

市 小 津 町 字 折 戸 六 〇 四 番 五 地 先 ま で  

 

 二 六  一 般 国 道 一 六 七 号  三 重 県 鳥 羽 市 白 木 町 字 細 田 六 八 番 三 か ら 三 重 県 伊 勢 市 二 見

町 松 下 字 滝 落 一 九 四 四 番 一 地 先 ま で  

 

 二 七  

 

一 般 国 道 二 五 八 号  三 重 県 桑 名 市 多 度 町 柚 井 字 五 本 松 官 有 無 番 地 か ら 三 重 県 桑

名 市 大 字 小 貝 須 字 柳 原 四 六 〇 番 一 ま で  

 

 二 八  一 般 国 道 三 〇 六 号  

 

三 重 県 津 市 河 芸 町 中 瀬 字 西 山 二 四 六 番 一 地 先 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 東 庄 内 町 字 池 代 四 〇 二 八 番 四 地 先 ま で  

 

 二 九  一 般 国 道 三 〇 六 号  三 重 県 鈴 鹿 市 長 澤 町 字 北 間 倉 一 二 六 五 番 か ら 三 重 県 い な べ

市 藤 原 町 山 口 字 下 孫 月 三 九 六 七 番 ま で  

 

 三 〇  一 般 国 道 三 〇 六 号  三 重 県 鈴 鹿 市 長 澤 町 字 柳 壺 一 二 八 〇 番 五 地 先 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 長 澤 町 字 吉 備 野 一 九 五 四 番 一 地 先 ま で  

 

 三 一  一 般 国 道 三 六 五 号  三 重 県 い な べ 市 藤 原 町 古 田 字 広 田 三 七 四 番 二 か ら 三 重 県 い

な べ 市 藤 原 町 山 口 字 下 孫 月 三 九 六 七 番 ま で  

 

 三 二  一 般 国 道 三 六 五 号  三 重 県 い な べ 市 北 勢 町 別 名 字 白 口 二 三 七 番 か ら 三 重 県 四 日

市 市 末 永 町 字 宮 ノ 南 三 九 三 番 一 ま で  

 

 三 三  一 般 国 道 三 六 八 号  三 重 県 伊 賀 市 守 田 町 字 茶 屋 前 一 一 一 番 三 か ら 三 重 県 名 張 市

蔵 持 町 原 出 一 三 〇 一 番 二 ま で  

 

 三 四  一 般 国 道 四 二 一 号  三 重 県 桑 名 市 大 字 西 別 所 字 新 山 畑 一 九 二 〇 番 一 地 先 か ら 三

重 県 い な べ 市 大 安 町 石 榑 東 字 涅 川 三 三 九 六 番 地 先 ま で  

 

 三 五  一 般 国 道 四 二 二 号  三 重 県 伊 賀 市 丸 柱 字 峠 二 二 四 二 番 二 三 一 地 先 か ら 三 重 県 伊

賀 市 丸 柱 字 殿 白 一 六 〇 八 番 五 ま で  

 

 三 六  一 般 国 道 四 二 二 号  三 重 県 伊 賀 市 三 田 字 東 大 町 四 一 〇 番 二 地 先 か ら 三 重 県 伊 賀

市 小 田 町 字 稲 久 保 二 四 一 番 一 地 先 ま で  

 

 三 七  一 般 国 道 四 二 二 号  三 重 県 北 牟 婁 郡 紀 北 町 東 長 島 字 津 本 一 一 一 三 番 二 か ら 三 重

県 北 牟 婁 郡 紀 北 町 東 長 島 字 玉 三 三 九 五 番 二 ま で  

 

 三 八  一 般 国 道 四 二 五 号  三 重 県 尾 鷲 市 倉 ノ 谷 町 一 〇 八 三 番 二 か ら 三 重 県 尾 鷲 市 倉 ノ

谷 町 一 〇 八 七 番 三 〇 ま で  

 

 三 九  一 般 国 道 四 七 五 号  三 重 県 い な べ 市 北 勢 町 阿 下 喜 字 北 河 原 五 六 番 二 か ら 三 重 県

四 日 市 市 北 山 町 字 中 ノ 山 一 九 〇 九 番 二 四 ま で  

 

 四 〇  一 般 国 道 四 七 七 号  三 重 県 四 日 市 市 西 伊 倉 町 字 西 川 原 三 七 番 二 か ら 三 重 県 三 重  



郡 菰 野 町 大 字 菰 野 字 野 中 三 九 二 〇 番 七 ま で  

 四 一  一 般 国 道 四 七 七 号  三 重 県 四 日 市 市 久 保 田 二 丁 目 六 二 二 番 二 か ら 三 重 県 四 日 市

市 高 角 町 字 中 川 原 二 八 九 二 番 一 ま で  

 

 四 二  一 般 国 道 四 七 七 号  三 重 県 四 日 市 市 高 角 町 字 西 川 原 二 四 二 〇 番 三 か ら 三 重 県 三

重 郡 菰 野 町 大 字 音 羽 字 田 福 一 九 六 一 番 一 地 先 ま で  

 

 四 三  県 道 草 津 伊 賀 線  三 重 県 伊 賀 市 柘 植 町 字 北 打 山 一 〇 五 八 番 一 〇 五 地 先 か ら 三

重 県 伊 賀 市 柘 植 町 字 桁 林 九 八 六 〇 番 地 先 ま で  

 

 四 四  県 道 北 勢 多 度 線  三 重 県 い な べ 市 北 勢 町 瀬 木 四 二 〇 番 四 か ら 三 重 県 い な べ 市

員 弁 町 宇 野 六 七 番 一 ま で  

 

 四 五  県 道 北 勢 多 度 線  三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 畑 新 田 字 池 ノ 脇 六 八 二 番 四 か ら 三 重

県 桑 名 市 多 度 町 北 猪 飼 字 寺 山 三 二 一 番 七 地 先 ま で  

 

 四 六  県 道 四 日 市 楠 鈴 鹿 線  三 重 県 四 日 市 市 尾 上 町 二 〇 番 三 か ら 三 重 県 四 日 市 市 楠 町 南

五 味 塚 字 新 貝 一 七 〇 番 一 〇 地 先 ま で  

 

 四 七  県 道 水 郷 公 園 線  三 重 県 桑 名 市 長 島 町 松 蔭 四 一 五 番 三 地 先 か ら 三 重 県 桑 名 市

長 島 町 小 島 字 越 石 五 八 六 番 三 地 先 ま で  

 

 四 八  県 道 四 日 市 鈴 鹿 環 状 線  三 重 県 四 日 市 市 尾 平 町 字 新 平 川 原 一 六 九 六 番 三 か ら 三 重 県

四 日 市 市 室 山 町 字 八 反 田 六 一 〇 番 二 ま で  

 

 四 九  県 道 四 日 市 鈴 鹿 環 状 線  三 重 県 四 日 市 市 釆 女 町 字 清 水 三 〇 〇 四 番 七 地 先 か ら 三 重 県

四 日 市 市 釆 女 町 字 清 水 三 〇 〇 四 番 二 地 先 ま で  

 

 五 〇  県 道 四 日 市 鈴 鹿 環 状 線  三 重 県 鈴 鹿 市 神 戸 三 丁 目 一 六 五 番 一 地 先 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市

北 玉 垣 町 字 細 田 一 六 六 一 番 二 地 先 ま で  

 

 五 一  県 道 津 関 線  三 重 県 津 市 芸 濃 町 椋 本 字 一 ツ 谷 六 二 九 七 番 四 か ら 三 重 県 亀

山 市 関 町 木 崎 字 舟 外 一 六 九 八 番 三 ま で  

 

 五 二  県 道 四 日 市 関 線  三 重 県 鈴 鹿 市 大 久 保 町 字 大 松 一 七 一 八 番 一 地 先 か ら 三 重 県

鈴 鹿 市 小 岐 須 町 字 上 分 田 五 七 〇 番 一 地 先 ま で  

 

 五 三  県 道 四 日 市 関 線  三 重 県 亀 山 市 白 木 町 字 上 垣 内 二 〇 九 〇 番 一 地 先 か ら 三 重 県

亀 山 市 白 木 町 字 西 大 谷 一 七 〇 〇 番 六 地 先 ま で  

 

 五 四  県 道 菰 野 東 員 線  三 重 県 員 弁 郡 東 員 町 大 字 鳥 取 字 大 華 表 三 七 七 番 三 か ら 三 重

県 員 弁 郡 東 員 町 大 字 穴 太 七 三 三 番 一 ま で  

 

 五 五  県 道 北 方 多 度 線  三 重 県 桑 名 市 多 度 町 福 永 一 二 九 三 番 一 一 か ら 三 重 県 桑 名 市

多 度 町 香 取 二 一 二 三 番 六 ま で  

 

 五 六  県 道 四 日 市 多 度 線  三 重 県 桑 名 市 多 度 町 北 猪 飼 三 七 二 番 三 か ら 三 重 県 桑 名 市 多

度 町 香 取 三 八 〇 番 一 ま で  

 

 五 七  県 道 四 日 市 多 度 線  

 

三 重 県 桑 名 市 多 度 町 力 尾 字 沢 地 四 〇 一 二 番 地 先 か ら 三 重 県

桑 名 市 多 度 町 力 尾 字 八 反 田 三 〇 三 七 番 一 地 先 ま で  

 

 五 八  県 道 神 戸 長 沢 線  三 重 県 鈴 鹿 市 汲 川 原 町 字 屋 敷 田 七 一 番 一 地 先 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 長 澤 町 字 北 間 倉 一 二 六 四 番 一 地 先 ま で  

 

 五 九  県 道 亀 山 白 山 線  三 重 県 亀 山 市 川 合 町 字 丁 安 田 一 五 八 〇 番 地 先 か ら 三 重 県 津

市 芸 濃 町 椋 本 字 百 々 五 〇 三 九 番 二 ま で  

 

 六 〇  県 道 伊 勢 磯 部 線  三 重 県 伊 勢 市 藤 里 町 字 岩 ヶ 崎 七 〇 一 番 二 か ら 三 重 県 伊 勢 市

宇 治 浦 田 二 丁 目 九 一 番 二 三 ま で  

 



 六 一  県 道 鳥 羽 松 阪 線  三 重 県 伊 勢 市 川 端 町 字 山 起 二 〇 六 番 一 か ら 三 重 県 松 阪 市 宮

町 字 西 浦 二 三 〇 番 ま で  

 

 六 二  県 道 亀 山 鈴 鹿 線  三 重 県 亀 山 市 和 田 町 字 和 田 ノ 原 一 五 八 九 番 三 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 道 伯 二 丁 目 二 〇 六 〇 番 一 ま で  

 

 六 三  県 道 津 芸 濃 大 山 田 線  三 重 県 津 市 芸 濃 町 北 神 山 字 川 向 七 四 番 二 か ら 三 重 県 津 市 芸

濃 町 北 神 山 字 沢 一 二 九 番 二 ま で  

 

 六 四  県 道 宮 妻 峡 線  三 重 県 四 日 市 市 水 沢 町 字 青 木 川 四 〇 六 四 番 二 三 か ら 三 重 県

四 日 市 市 八 王 子 町 字 里 前 二 一 一 一 番 二 ま で  

 

 六 五  県 道 宮 妻 峡 線  三 重 県 四 日 市 市 波 木 町 字 野 僧 谷 一 一 〇 二 番 九 か ら 三 重 県 四

日 市 市 日 永 五 丁 目 二 一 七 八 番 一 ま で  

 

 六 六  県 道 甲 南 阿 山 伊 賀 線  三 重 県 伊 賀 市 玉 瀧 字 西 砂 ノ 谷 国 有 林 七 三 は 林 小 班 先 か ら 三

重 県 伊 賀 市 西 之 澤 字 上 之 段 二 二 九 一 番 ま で  

 

 六 七  県 道 鈴 鹿 環 状 線  三 重 県 鈴 鹿 市 神 戸 三 丁 目 一 六 九 番 七 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 平 野

町 字 花 林 五 一 一 番 一 ま で  

 

 六 八  県 道 鈴 鹿 環 状 線  三 重 県 鈴 鹿 市 八 野 町 字 天 伯 四 一 二 番 一 地 先 か ら 三 重 県 鈴 鹿

市 八 野 町 字 天 伯 四 二 九 番 八 地 先 ま で  

 

 六 九  県 道 上 野 大 山 田 線  三 重 県 伊 賀 市 生 琉 里 二 八 九 六 番 一 一 か ら 三 重 県 伊 賀 市 下 友

生 字 西 新 開 三 四 九 九 番 ま で  

 

 七 〇  県 道 松 阪 第 二 環 状 線  三 重 県 松 阪 市 西 黒 部 町 字 大 板 四 一 二 番 一 か ら 三 重 県 松 阪 市

大 宮 田 町 字 里 四 六 六 番 一 ま で  

 

 七 一  県 道 松 阪 第 二 環 状 線  三 重 県 松 阪 市 上 川 町 二 七 三 九 番 六 三 地 先 か ら 三 重 県 松 阪 市

上 川 町 四 〇 七 八 番 一 地 先 ま で  

 

 七 二  

 

県 道 松 阪 第 二 環 状 線  三 重 県 松 阪 市 八 太 町 字 ク リ 穴 五 八 三 番 一 一 地 先 か ら 三 重 県

松 阪 市 桂 瀬 町 字 茶 屋 浦 二 二 七 番 六 地 先 ま で  

 

 七 三  県 道 松 阪 第 二 環 状 線  三 重 県 松 阪 市 丹 生 寺 町 字 向 山 八 番 四 地 先 か ら 三 重 県 松 阪 市

大 塚 町 字 四 反 田 三 七 四 番 三 地 先 ま で  

 

 七 四  県 道 伊 勢 松 阪 線  三 重 県 伊 勢 市 中 島 一 丁 目 八 〇 三 番 一 地 先 か ら 三 重 県 伊 勢 市

御 薗 町 高 向 字 川 原 一 七 四 四 番 五 地 先 ま で  

 

 七 五  県 道 伊 勢 松 阪 線  三 重 県 多 気 郡 明 和 町 大 字 山 大 淀 字 中 島 一 六 七 九 番 三 か ら 三

重 県 多 気 郡 明 和 町 大 字 行 部 字 東 浦 二 八 二 番 二 八 ま で  

 

 七 六  県 道 上 海 老 茂 福 線  三 重 県 四 日 市 市 上 海 老 町 一 八 四 一 番 二 か ら 三 重 県 四 日 市 市

茂 福 町 二 〇 四 六 番 地 先 ま で  

 

 七 七  県 道 四 日 市 朝 日 線  三 重 県 四 日 市 市 黄 金 町 四 七 番 二 地 先 か ら 三 重 県 三 重 郡 朝 日

町 大 字 柿 字 外 戸 二 八 八 番 地 先 ま で  

 

 七 八  県 道 湾 岸 桑 名 イ ン タ ー

線  

三 重 県 桑 名 市 大 字 福 岡 町 四 七 五 番 一 地 先 か ら 三 重 県 桑 名 市

大 字 和 泉 四 三 六 番 二 地 先 ま で  

 

 七 九  県 道 四 日 市 鈴 鹿 線  三 重 県 四 日 市 市 大 治 田 二 丁 目 一 〇 一 七 番 四 か ら 三 重 県 四 日

市 市 河 原 田 町 字 里 南 二 四 八 五 番 二 地 先 ま で  

 

 八 〇  県 道 木 曽 岬 弥 富 停 車 場

線  

三 重 県 桑 名 郡 木 曽 岬 町 大 字 栄 三 五 六 番 か ら 三 重 県 桑 名 郡 木

曽 岬 町 大 字 新 加 路 戸 一 四 番 一 ま で  

 

 八 一  県 道 上 浜 高 茶 屋 久 居 線  三 重 県 津 市 上 浜 町 二 丁 目 一 九 六 番 一 か ら 三 重 県 津 市 垂 水 字  



入 江 九 九 番 二 ま で  

 八 二  県 道 伊 賀 甲 南 線  三 重 県 伊 賀 市 下 柘 植 字 馬 場 五 〇 一 三 番 三 か ら 三 重 県 伊 賀 市

新 堂 字 平 ノ 谷 一 七 〇 〇 番 三 ま で  

 

 八 三  県 道 信 楽 上 野 線  三 重 県 伊 賀 市 小 田 町 字 稲 久 保 二 四 一 番 二 か ら 三 重 県 伊 賀 市

山 神 字 世 古 之 口 三 四 番 五 ま で  

 

 八 四  県 道 信 楽 上 野 線  三 重 県 伊 賀 市 千 歳 字 西 之 辻 二 七 三 番 六 地 先 か ら 三 重 県 伊 賀

市 千 歳 字 西 之 芝 八 六 一 番 二 地 先 ま で  

 

 八 五  県 道 四 日 市 菰 野 大 安 線  三 重 県 四 日 市 市 波 木 町 一 一 〇 五 番 か ら 三 重 県 い な べ 市 大 安

町 丹 生 川 久 下 字 生 保 柴 一 二 三 番 一 ま で  

 

 八 六  県 道 桑 名 川 越 線  三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大 字 当 新 田 一 〇 六 三 番 一 地 先 か ら 三 重

県 三 重 郡 川 越 町 大 字 当 新 田 四 八 〇 番 三 地 先 ま で  

 

 八 七  県 道 鈴 鹿 関 線  三 重 県 鈴 鹿 市 八 野 町 字 天 伯 三 九 九 番 五 地 先 か ら 三 重 県 亀 山

市 菅 内 町 字 折 越 一 六 三 一 番 一 ま で  

 

 八 八  県 道 鈴 鹿 関 線  三 重 県 亀 山 市 天 神 四 丁 目 三 二 七 〇 番 地 先 か ら 三 重 県 亀 山 市

野 村 町 字 清 谷 一 六 五 八 番 三 地 先 ま で  

 

 八 九  県 道 伊 賀 大 山 田 線  三 重 県 伊 賀 市 下 柘 植 字 馬 場 五 〇 一 三 番 三 か ら 三 重 県 伊 賀 市

希 望 ヶ 丘 西 一 丁 目 三 五 番 一 九 三 ま で  

 

 九 〇  県 道 御 衣 野 北 猪 飼 線  三 重 県 桑 名 市 多 度 町 御 衣 野 字 亥 ノ 谷 二 〇 〇 〇 番 一 地 先 か ら

三 重 県 桑 名 市 多 度 町 力 尾 字 八 反 田 二 七 八 〇 番 一 地 先 ま で  

 

 九 一  県 道 依 那 具 荒 木 線  三 重 県 伊 賀 市 ゆ め が 丘 二 丁 目 四 番 地 先 か ら 三 重 県 伊 賀 市 下

友 生 字 西 新 開 三 四 九 九 番 ま で  

 

 九 二  県 道 松 阪 多 気 線  三 重 県 松 阪 市 大 黒 田 町 字 畔 田 七 二 二 番 四 地 先 か ら 三 重 県 松

阪 市 八 太 町 字 鎌 谷 五 八 五 番 一 地 先 ま で  

 

 九 三  県 道 宇 治 山 田 港 伊 勢 市

停 車 場 線  

三 重 県 伊 勢 市 神 社 港 字 新 屋 敷 前 三 〇 四 番 一 五 地 先 か ら 三 重

県 伊 勢 市 小 木 町 須 賀 野 六 二 三 番 二 地 先 ま で  

 

 九 四  県 道 桑 名 四 日 市 線  三 重 県 桑 名 市 相 川 町 七 番 地 先 か ら 三 重 県 桑 名 市 大 字 小 貝 須

字 新 堀 北 一 五 六 八 番 地 先 ま で  

 

 九 五  県 道 桑 名 四 日 市 線  三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大 字 亀 崎 新 田 字 中 新 田 四 四 番 一 地 先 か

ら 三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大 字 南 福 崎 字 大 正 割 八 〇 四 番 三 地 先 ま

で  

 

 九 六  県 道 桑 名 四 日 市 線  三 重 県 四 日 市 市 東 茂 福 町 二 〇 四 七 番 一 地 先 か ら 三 重 県 四 日

市 市 霞 一 丁 目 一 七 番 一 地 先 ま で  

 

 九 七  県 道 三 畑 四 日 市 線  三 重 県 四 日 市 市 鹿 間 町 字 市 場 一 五 八 番 五 か ら 三 重 県 四 日 市

市 鹿 間 町 字 東 山 一 番 二 ま で  

 

 九 八  県 道 三 畑 四 日 市 線  三 重 県 四 日 市 市 釆 女 町 二 二 二 三 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 追

分 三 丁 目 一 四 六 番 ま で  

 

 九 九  県 道 楠 河 原 田 線  三 重 県 四 日 市 市 楠 町 北 五 味 塚 字 不 納 一 九 三 四 番 地 先 か ら 三

重 県 四 日 市 市 河 原 田 町 字 狭 一 二 八 四 番 二 ま で  

 

 一 〇 〇  県 道 楠 河 原 田 線  三 重 県 四 日 市 市 河 原 田 町 字 森 一 七 六 〇 番 一 か ら 三 重 県 四 日

市 市 河 原 田 町 字 今 宿 二 二 五 九 番 一 ま で  

 

 一 〇 一  県 道 千 代 崎 港 線  三 重 県 鈴 鹿 市 東 玉 垣 町 字 山 神 戸 二 六 〇 七 番 地 先 か ら 三 重 県  



鈴 鹿 市 南 玉 垣 町 字 北 箱 塚 三 〇 〇 〇 番 一 七 地 先 ま で  

 一 〇 二  県 道 大 淀 港 斎 明 線  

 

三 重 県 多 気 郡 明 和 町 大 字 行 部 字 東 浦 二 八 二 番 二 二 地 先 か ら

三 重 県 多 気 郡 明 和 町 大 字 行 部 字 八 ツ 川 五 一 三 番 一 地 先 ま で  

 

 一 〇 三  県 道 伊 勢 若 松 停 車 場 神

戸 地 子 線  

三 重 県 鈴 鹿 市 柳 町 字 瀬 古 一 六 八 四 番 地 先 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市

神 戸 三 丁 目 一 四 九 番 七 地 先 ま で  

 

 一 〇 四  県 道 鈴 鹿 公 園 長 沢 線  三 重 県 鈴 鹿 市 長 澤 町 字 須 坂 三 八 四 番 一 地 先 か ら 三 重 県 鈴 鹿

市 長 澤 町 字 北 間 倉 一 二 六 五 番 地 先 ま で  

 

 一 〇 五  県 道 亀 山 城 跡 線  三 重 県 亀 山 市 東 御 幸 町 字 実 泥 四 〇 番 一 地 先 か ら 三 重 県 亀 山

市 太 岡 寺 町 字 下 谷 一 二 三 三 番 五 地 先 ま で  

 

 一 〇 六  県 道 南 中 津 原 畑 新 田 線  三 重 県 い な べ 市 北 勢 町 南 中 津 原 字 東 野 坂 一 九 一 番 地 三 か ら

三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 畑 新 田 字 溜 岸 一 三 番 地 八 ま で  

 

 一 〇 七  県 道 福 島 城 南 線  三 重 県 桑 名 市 大 字 大 福 四 五 〇 番 三 か ら 三 重 県 桑 名 市 大 字 江

場 六 九 九 番 一 ま で  

 

 一 〇 八  県 道 篠 立 下 野 尻 線  三 重 県 い な べ 市 藤 原 町 山 口 三 三 九 〇 番 一 九 三 か ら 三 重 県 い

な べ 市 藤 原 町 山 口 四 三 三 番 一 九 一 ま で  

 

 一 〇 九  県 道 田 光 四 日 市 線  三 重 県 三 重 郡 菰 野 町 大 字 永 井 二 三 四 二 番 一 か ら 三 重 県 三 重

郡 菰 野 町 大 字 竹 成 二 〇 七 三 番 六 ま で  

 

 一 一 〇  県 道 四 日 市 東 員 線  三 重 県 四 日 市 市 朝 明 町 字 宮 北 五 三 五 番 一 か ら 三 重 県 員 弁 郡

東 員 町 大 字 中 上 五 四 八 番 二 ま で  

 

 一 一 一  県 道 上 海 老 高 角 線  三 重 県 四 日 市 市 赤 水 町 一 三 七 六 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 平

尾 町 三 八 八 三 番 一 ま で  

 

 一 一 二  県 道 千 草 赤 水 線  

 

三 重 県 三 重 郡 菰 野 町 大 字 大 強 原 字 柳 ヶ 坪 三 一 九 八 番 三 地 先

か ら 三 重 県 三 重 郡 菰 野 町 大 字 吉 澤 字 八 反 田 一 六 八 七 番 ま で  

 

 一 一 三  県 道 宮 東 日 永 線  三 重 県 四 日 市 市 宮 東 町 三 丁 目 二 六 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 泊

小 柳 町 二 一 八 一 番 ま で  

 

 一 一 四  県 道 小 林 鹿 間 線  三 重 県 四 日 市 市 山 田 町 字 向 山 七 六 三 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市

市 鹿 間 町 字 市 場 一 五 七 番 五 ま で  

 

 一 一 五  県 道 辺 法 寺 加 佐 登 停 車

場 線  

三 重 県 亀 山 市 能 褒 野 町 字 能 褒 野 八 九 番 四 地 先 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 津 賀 町 字 二 ツ 辻 二 〇 五 番 一 地 先 ま で  

 

 一 一 六  県 道 三 行 庄 野 線  三 重 県 鈴 鹿 市 御 薗 町 字 小 深 田 四 四 九 九 番 地 先 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 庄 野 羽 山 四 丁 目 三 〇 〇 〇 番 二 二 七 ま で  

 

 一 一 七  県 道 三 行 庄 野 線  三 重 県 鈴 鹿 市 庄 野 羽 山 三 丁 目 三 二 一 六 番 一 地 先 か ら 三 重 県

鈴 鹿 市 汲 川 原 町 字 郷 明 三 三 六 番 一 地 先 ま で  

 

 一 一 八  県 道 上 野 鈴 鹿 線  三 重 県 鈴 鹿 市 桜 島 町 四 丁 目 一 番 地 先 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 末 広

北 一 丁 目 五 二 一 五 番 一 地 先 ま で  

 

 一 一 九  県 道 白 木 西 町 線  三 重 県 亀 山 市 布 気 町 字 八 輪 五 一 二 番 一 六 か ら 三 重 県 亀 山 市

野 村 二 丁 目 一 八 三 番 二 ま で  

 

 一 二 〇  県 道 上 稲 葉 羽 野 線  三 重 県 津 市 美 里 町 五 百 野 字 芝 田 五 六 〇 番 四 地 先 か ら 三 重 県  

津 市 戸 木 町 字 西 羽 野 五 五 七 一 番 二 地 先 ま で  

 

 一 二 一  県 道 河 合 丸 柱 線  三 重 県 伊 賀 市 千 貝 字 焼 尾 谷 四 六 番 七 地 先 か ら 三 重 県 伊 賀 市

丸 柱 字 北 出 一 五 五 七 番 一 地 先 ま で  

 



 一 二 二  県 道 川 東 佐 那 具 線  三 重 県 伊 賀 市 西 之 澤 字 天 道 四 〇 八 番 二 か ら 三 重 県 伊 賀 市 西

之 澤 字 上 之 段 六 七 番 一 地 先 ま で  

 

 一 二 三  県 道 治 田 山 出 線  三 重 県 伊 賀 市 治 田 字 小 谷 二 七 八 九 番 九 か ら 三 重 県 伊 賀 市 治

田 字 鳥 屋 ヶ 尾 二 五 〇 六 番 一 七 地 先 ま で  

 

 一 二 四  県 道 六 軒 鎌 田 線  三 重 県 松 阪 市 大 平 尾 町 字 名 残 前 三 四 五 番 一 地 先 か ら 三 重 県

松 阪 市 大 塚 町 字 四 反 田 三 七 二 番 四 地 先 ま で  

 

 一 二 五  県 道 東 大 淀 小 俣 線  三 重 県 伊 勢 市 東 大 淀 町 字 西 大 野 四 九 五 七 番 地 先 か ら 三 重 県

伊 勢 市 小 俣 町 明 野 〇 六 二 番 一 地 先 ま で  

 

 一 二 六  県 道 大 湊 宮 町 停 車 場 線  三 重 県 伊 勢 市 御 薗 町 高 向 字 二 ツ 屋 三 三 七 五 番 か ら 三 重 県 伊

勢 市 御 薗 町 高 向 字 野 池 二 〇 二 二 番 一 地 先 ま で  

 

 一 二 七  県 道 茶 屋 町 湯 の 山 停 車

場 線  

三 重 県 三 重 郡 菰 野 町 大 字 菰 野 字 火 除 野 五 八 三 一 番 二 か ら 三

重 県 三 重 郡 菰 野 町 大 字 菰 野 字 野 中 三 九 二 〇 番 七 ま で  

 

 一 二 八  県 道 津 香 良 洲 線  三 重 県 津 市 雲 出 本 郷 町 字 松 縄 一 七 〇 四 番 一 地 先 か ら 三 重 県

津 市 雲 出 伊 倉 津 町 字 下 津 六 八 四 番 七 地 先 ま で  

 

 一 二 九  県 道 甲 賀 阿 山 線  三 重 県 伊 賀 市 玉 瀧 字 栃 谷 四 七 五 六 番 一 地 先 か ら 三 重 県 伊 賀

市 川 合 字 焼 尾 国 有 林 七 三 は 林 小 班 内 ま で  

 

 一 三 〇  県 道 中 井 浦 九 鬼 線  三 重 県 尾 鷲 市 坂 場 西 町 一 一 八 三 番 四 か ら 三 重 県 尾 鷲 市 港 町

四 二 七 一 番 一 九 ま で  

 

 一 三 一  県 道 亀 山 関 線  三 重 県 亀 山 市 布 気 町 字 牛 櫃 一 〇 五 七 番 六 地 先 か ら 三 重 県 亀

山 市 太 岡 寺 町 奥 大 ハ ゲ 八 二 〇 番 七 地 先 ま で  

 

 一 三 二  市 道 久 居 伊 倉 津 線  三 重 県 津 市 雲 出 伊 倉 津 町 字 里 ノ 西 一 一 三 四 番 四 地 先 か ら 三

重 県 津 市 雲 出 伊 倉 津 町 字 十 七 ノ 割 一 三 一 四 番 地 先 ま で  

 

 一 三 三  市 道 椋 本 安 西 線  三 重 県 津 市 芸 濃 町 椋 本 字 墓 澤 四 二 六 五 番 六 地 先 か ら 三 重 県

津 市 芸 濃 町 北 神 山 字 川 向 七 四 番 一 地 先 ま で  

 

 一 三 四  市 道 羽 野 一 九 号 線  三 重 県 津 市 戸 木 町 字 赤 部 五 〇 八 一 番 四 地 先 か ら 三 重 県 津 市

戸 木 町 字 立 野 五 一 四 一 番 二 九 地 先 ま で  

 

 一 三 五  市 道 羽 野 二 〇 号 線  三 重 県 津 市 戸 木 町 字 東 羽 野 五 四 五 七 番 二 地 先 か ら 三 重 県 津

市 戸 木 町 字 赤 部 五 〇 八 一 番 四 地 先 ま で  

 

 一 三 六  市 道 北 神 山 工 業 団 地 一

号 線  

三 重 県 津 市 芸 濃 町 北 神 山 字 坂 ノ 下 一 六 六 五 番 二 地 先 か ら 三

重 県 津 市 芸 濃 町 北 神 山 字 風 呂 屋 谷 一 四 七 〇 番 一 三 地 先 ま で  

 

 一 三 七  市 道 大 井 の 川 二 号 線  三 重 県 四 日 市 市 大 井 の 川 町 一 丁 目 一 三 番 地 先 か ら 三 重 県 四

日 市 市 大 井 の 川 町 一 丁 目 三 六 七 五 番 二 地 先 ま で  

 

 一 三 八  市 道 東 新 午 起 二 号 線  三 重 県 四 日 市 市 午 起 二 丁 目 一 四 四 〇 番 地 先 か ら 三 重 県 四 日

市 市 午 起 二 丁 目 一 四 二 四 番 地 先 ま で  

 

 一 三 九  市 道 富 士 二 一 号 線  三 重 県 四 日 市 市 富 士 町 字 里 の 東 二 四 二 八 番 地 先 か ら 三 重 県

四 日 市 市 富 士 町 字 里 の 東 二 四 三 八 番 地 先 ま で  

 

 一 四 〇  市 道 追 分 石 原 線  三 重 県 四 日 市 市 大 字 塩 浜 字 八 幡 一 一 七 番 一 か ら 三 重 県 四 日

市 市 石 原 町 一 番 二 地 先 ま で  

 

 一 四 一  市 道 西 末 広 三 号 線  三 重 県 四 日 市 市 西 末 広 町 四 〇 番 地 先 か ら 三 重 県 四 日 市 市 尾

上 町 一 四 番 六 地 先 ま で  

 

 一 四 二  市 道 西 新 地 久 保 田 線  三 重 県 四 日 市 市 西 新 地 三 三 番 地 先 か ら 三 重 県 四 日 市 市 久 保  



田 二 丁 目 四 二 番 二 地 先 ま で  

 一 四 三  市 道 子 酉 八 王 子 線  三 重 県 四 日 市 市 海 山 道 一 丁 目 一 四 三 四 番 二 地 先 か ら 三 重 県

四 日 市 市 日 永 東 三 丁 目 一 八 八 三 番 五 地 先 ま で  

 

 一 四 四  市 道 垂 坂 四 九 号 線  三 重 県 四 日 市 市 大 矢 知 町 字 大 城 三 一 二 一 番 一 地 先 か ら 三 重

県 四 日 市 市 垂 坂 町 字 岩 ヶ 谷 一 四 五 四 番 四 地 先 ま で  

 

 一 四 五  市 道 中 村 垂 坂 線  三 重 県 四 日 市 市 中 村 町 字 中 尾 二 四 一 六 番 五 二 地 先 か ら 三 重

県 四 日 市 市 垂 坂 町 字 岩 ヶ 谷 一 四 五 四 番 四 地 先 ま で  

 

 一 四 六  市 道 中 村 三 五 号 線  三 重 県 四 日 市 市 中 村 町 二 二 九 四 番 一 五 か ら 三 重 県 四 日 市 市

中 村 町 二 二 九 三 番 一 四 ま で  

 

 一 四 七  市 道 中 村 三 七 号 線  三 重 県 四 日 市 市 中 村 町 二 二 九 三 番 一 四 か ら 三 重 県 四 日 市 市

中 村 町 一 九 四 七 番 一 三 ま で  

 

 一 四 八  市 道 小 牧 三 三 号 線  三 重 県 四 日 市 市 中 野 町 字 名 前 五 七 五 番 一 地 先 か ら 三 重 県 四

日 市 市 ま き の 木 台 二 丁 目 一 四 七 番 地 先 ま で  

 

 一 四 九  市 道 大 治 田 二 四 号 線  三 重 県 四 日 市 市 大 治 田 三 丁 目 四 三 九 番 二 地 先 か ら 三 重 県 四

日 市 市 大 治 田 三 丁 目 三 四 五 番 地 先 ま で  

 

 一 五 〇  市 道 天 ヵ 須 賀 新 町 一 号

線  

三 重 県 四 日 市 市 天 ヵ 須 賀 新 町 一 番 一 五 地 先 か ら 三 重 県 四 日

市 市 天 ヵ 須 賀 新 町 一 番 一 八 地 先 ま で  

 

 一 五 一  市 道 天 ヵ 須 賀 新 町 二 号

線  

三 重 県 四 日 市 市 天 ヵ 須 賀 新 町 一 番 一 八 地 先 か ら 三 重 県 四 日

市 市 天 ヵ 須 賀 新 町 一 番 三 三 地 先 ま で  

 

 一 五 二  市 道 天 ヵ 須 賀 新 町 四 号

線  

三 重 県 四 日 市 市 天 ヵ 須 賀 新 町 一 番 一 五 地 先 か ら 三 重 県 四 日

市 市 天 ヵ 須 賀 新 町 一 番 一 五 地 先 ま で  

 

 一 五 三  市 道 天 ヵ 須 賀 新 町 五 号

線  

三 重 県 四 日 市 市 天 ヵ 須 賀 新 町 一 番 三 〇 地 先 か ら 三 重 県 四 日

市 市 天 ヵ 須 賀 新 町 一 番 三 五 地 先 ま で  

 

 一 五 四  市 道 宝 町 大 池 線  三 重 県 四 日 市 市 宝 町 一 番 五 地 先 か ら 三 重 県 四 日 市 市 宝 町 一

番 地 先 ま で  

 

 一 五 五  市 道 大 沢 中 野 線  三 重 県 四 日 市 市 西 村 町 字 西 高 原 四 〇 八 七 番 五 〇 地 先 か ら 三

重 県 四 日 市 市 上 海 老 町 字 東 大 沢 一 六 三 二 番 二 地 先 ま で  

 

 一 五 六  市 道 鹿 間 釆 女 線  三 重 県 四 日 市 市 南 小 松 町 字 大 西 野 二 七 三 七 番 地 先 か ら 三 重

県 四 日 市 市 南 小 松 町 字 西 野 二 六 一 四 番 地 先 ま で  

 

 一 五 七  市 道 日 永 八 郷 線  三 重 県 四 日 市 市 あ か つ き 台 三 丁 目 一 番 一 九 八 地 先 か ら 三 重

県 四 日 市 市 中 村 町 字 大 広 六 八 番 七 地 先 ま で  

 

 一 五 八  市 道 下 野 保 々 線  三 重 県 四 日 市 市 中 村 町 字 矢 田 二 七 〇 五 番 地 先 か ら 三 重 県 四

日 市 市 朝 明 町 字 太 田 五 〇 八 番 一 地 先 ま で  

 

 一 五 九  市 道 四 日 市 中 央 線  三 重 県 四 日 市 市 本 町 三 番 一 地 先 か ら 三 重 県 四 日 市 市 鵜 の 森

二 丁 目 七 六 街 区 一 地 先 ま で  

 

 一 六 〇  市 道 新 正 二 〇 号 線  三 重 県 四 日 市 市 新 正 三 丁 目 一 一 〇 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 新

正 三 丁 目 一 七 二 番 ま で  

 

 一 六 一  市 道 末 広 新 正 線  三 重 県 四 日 市 市 新 正 四 丁 目 二 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 新 正 三

丁 目 一 一 〇 番 ま で  

 

 一 六 二  市 道 新 正 四 〇 号 線  三 重 県 四 日 市 市 新 正 三 丁 目 一 七 二 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 新

正 三 丁 目 一 七 七 番 五 ま で  

 



 一 六 三  市 道 堀 木 日 永 線  三 重 県 四 日 市 市 堀 木 一 丁 目 四 九 街 区 一 地 先 か ら 三 重 県 四 日

市 市 日 永 西 二 丁 目 二 一 番 地 先 ま で  

 

 一 六 四  市 道 赤 堀 末 永 線  三 重 県 四 日 市 市 赤 堀 新 町 一 六 三 街 区 一 二 地 先 か ら 三 重 県 四

日 市 市 末 永 町 四 五 一 番 一 地 先 ま で  

 

 一 六 五  市 道 赤 堀 小 生 線  三 重 県 四 日 市 市 赤 堀 二 丁 目 二 六 八 番 二 地 先 か ら 三 重 県 四 日

市 市 川 島 町 一 〇 〇 一 番 一 地 先 ま で  

 

 一 六 六  市 道 山 之 一 色 四 九 号 線  三 重 県 四 日 市 市 山 之 一 色 町 字 菖 蒲 谷 口 八 八 八 番 地 先 か ら 三

重 県 四 日 市 市 中 村 町 字 樋 尻 谷 二 四 二 〇 番 地 先 ま で  

 

 一 六 七  市 道 山 之 一 色 五 〇 号 線  三 重 県 四 日 市 市 山 之 一 色 町 字 菖 蒲 谷 口 八 八 八 番 地 先 か ら 三

重 県 四 日 市 市 山 之 一 色 町 字 池 之 谷 一 二 一 二 番 三 地 先 ま で  

 

 一 六 八  市 道 山 之 一 色 五 一 号 線  三 重 県 四 日 市 市 山 之 一 色 町 字 龍 宮 口 七 七 七 番 地 先 か ら 三 重

県 四 日 市 市 山 之 一 色 町 字 龍 宮 口 八 六 〇 番 地 先 ま で  

 

 一 六 九  市 道 四 日 市 大 学 進 入 路

線  

三 重 県 四 日 市 市 中 村 町 字 中 尾 二 四 一 六 番 七 〇 地 先 か ら 三 重

県 四 日 市 市 中 村 町 字 中 尾 二 四 一 六 番 五 二 地 先 ま で  

 

 一 七 〇  市 道 中 村 三 八 号 線  三 重 県 四 日 市 市 中 村 町 字 大 入 口 二 五 四 四 番 地 先 か ら 三 重 県

四 日 市 市 中 村 町 字 樋 尻 谷 二 四 二 〇 番 二 〇 地 先 ま で  

 

 一 七 一  市 道 花 川 六 名 線  三 重 県 四 日 市 市 六 名 町 字 中 山 五 七 七 番 七 か ら 三 重 県 四 日 市

市 和 無 田 町 荒 野 九 二 八 番 一 ま で  

 

 一 七 二  市 道 末 広 新 正 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 六 番 四 か ら 三 重 県 四 日 市 市 曙 町 一 七

九 番 ま で  

 

 一 七 三  市 道 諏 訪 新 道 線  三 重 県 四 日 市 市 相 生 町 七 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 相 生 町 二 六

番 ま で  

 

 一 七 四  市 道 相 生 七 号 線  三 重 県 四 日 市 市 相 生 町 七 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 本 町 一 〇 八

番 一 ま で  

 

 一 七 五  市 道 野 田 西 川 原 線  三 重 県 四 日 市 市 生 桑 町 字 神 田 一 〇 〇 〇 番 三 か ら 三 重 県 四 日

市 市 生 桑 町 字 川 原 崎 三 四 〇 番 二 ま で  

 

 一 七 六  市 道 東 大 淀 明 野 線  三 重 県 伊 勢 市 東 大 淀 町 字 西 大 野 四 九 四 六 番 地 先 か ら 三 重 県

伊 勢 市 東 大 淀 町 字 前 田 四 二 三 五 番 地 先 ま で  

 

 一 七 七  市 道 東 大 淀 一 五 号 線  三 重 県 伊 勢 市 東 大 淀 町 字 北 鶴 居 四 六 二 五 番 地 先 か ら 三 重 県

伊 勢 市 東 大 淀 町 字 前 田 四 二 三 五 番 地 先 ま で  

 

 一 七 八  市 道 高 向 七 号 線  三 重 県 伊 勢 市 御 薗 町 高 向 字 上 三 本 松 一 三 二 二 番 二 地 先 か ら

三 重 県 伊 勢 市 御 薗 町 高 向 字 野 池 二 〇 二 二 番 三 地 先 ま で  

 

 一 七 九  市 道 御 薗 八 号 線  三 重 県 伊 勢 市 御 薗 町 新 開 字 久 保 田 八 七 三 番 地 先 か ら 三 重 県

伊 勢 市 御 薗 町 新 開 字 中 野 一 〇 一 番 五 地 先 ま で  

 

 一 八 〇  市 道 宮 本 一 号 線  三 重 県 伊 勢 市 藤 里 町 字 岩 ヶ 崎 六 九 八 番 一 二 地 先 か ら 三 重 県

伊 勢 市 前 山 町 字 中 之 尾 三 七 八 番 地 先 ま で  

 

 一 八 一  市 道 宮 本 四 号 線  三 重 県 伊 勢 市 前 山 町 字 中 之 尾 三 七 八 番 地 先 か ら 三 重 県 伊 勢

市 津 村 町 字 今 新 田 七 四 七 番 六 地 先 ま で  

 

 一 八 二  市 道 松 阪 駅 松 阪 港 線  三 重 県 松 阪 市 大 口 町 字 西 八 八 番 一 地 先 か ら 三 重 県 松 阪 市 大

口 町 字 新 地 一 六 二 四 番 九 地 先 ま で  

 

 一 八 三  市 道 大 口 塩 浜 一 号 線  三 重 県 松 阪 市 大 口 町 字 新 地 一 六 四 八 番 八 地 先 か ら 三 重 県 松  



阪 市 大 口 町 字 新 地 一 四 七 八 番 八 地 先 ま で  

 一 八 四  市 道 大 口 塩 浜 二 号 線  三 重 県 松 阪 市 大 口 町 字 新 地 一 六 二 四 番 九 地 先 か ら 三 重 県 松

阪 市 大 口 町 字 新 地 一 五 一 〇 番 三 九 地 先 ま で  

 

 一 八 五  市 道 大 口 塩 浜 三 号 線  三 重 県 松 阪 市 大 口 町 字 新 地 一 六 二 四 番 一 二 地 先 か ら 三 重 県

松 阪 市 大 口 町 字 新 地 一 五 一 〇 番 四 四 地 先 ま で  

 

 一 八 六  市 道 神 殿 川 の 上 線  三 重 県 松 阪 市 飯 高 町 宮 前 三 二 二 番 一 か ら 三 重 県 松 阪 市 飯 高

町 宮 前 六 三 番 ま で  

 

 一 八 七  市 道 出 間 伊 勢 場 線  三 重 県 松 阪 市 大 垣 内 町 字 十 一 四 二 五 番 七 地 先 か ら 三 重 県 松

阪 市 新 開 町 字 東 浦 六 四 番 一 地 先 ま で  

 

 一 八 八  市 道 末 広 千 代 崎 線  三 重 県 鈴 鹿 市 末 広 町 字 野 瀬 五 四 七 〇 番 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 南

玉 垣 町 字 玉 垣 五 六 二 〇 番 三 ま で  

 

 一 八 九  市 道 三 日 市 一 一 九 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 三 日 市 町 字 中 ノ 池 一 八 七 一 番 六 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 末 広 南 一 丁 目 五 一 八 六 番 五 ま で  

 

 一 九 〇  市 道 加 佐 登 鼓 ヶ 浦 線  三 重 県 鈴 鹿 市 稲 生 町 字 稲 生 山 七 九 九 二 番 一 六 三 八 地 先 か ら

三 重 県 鈴 鹿 市 寺 家 町 字 新 改 一 五 四 五 番 六 ま で  

 

 一 九 一  市 道 加 佐 登 上 野 線  

 

三 重 県 鈴 鹿 市 加 佐 登 一 丁 目 二 五 四 五 番 一 地 先 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 上 野 町 字 佐 々 木 三 〇 五 二 番 地 先 ま で  

 

 一 九 二  市 道 国 府 一 五 九 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 国 府 町 字 石 丸 七 六 五 一 番 一 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市

国 府 町 字 石 丸 七 六 五 八 番 一 〇 ま で  

 

 一 九 三  市 道 国 府 五 二 六 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 国 府 町 字 三 本 松 五 七 三 一 番 一 二 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 御 薗 町 字 奥 山 田 三 九 一 一 番 三 ま で  

 

 一 九 四  市 道 鈴 鹿 中 央 線  三 重 県 鈴 鹿 市 神 戸 三 丁 目 一 四 九 番 一 九 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 肥

田 町 字 一 ノ 関 五 八 六 番 七 ま で  

 

 一 九 五  市 道 汲 川 原 橋 石 丸 線  三 重 県 鈴 鹿 市 国 府 町 字 三 本 松 五 七 三 一 番 一 二 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 庄 野 羽 山 三 丁 目 三 二 一 六 番 九 ま で  

 

 一 九 六  市 道 平 野 末 広 線  三 重 県 鈴 鹿 市 国 府 町 字 石 丸 七 七 六 一 番 一 六 か ら 三 重 県 鈴 鹿

市 大 池 三 丁 目 二 〇 二 五 番 ま で  

 

 一 九 七  市 道 関 亀 山 鈴 鹿 線  三 重 県 鈴 鹿 市 八 野 町 字 南 條 六 八 一 番 二 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 国

府 町 字 小 判 場 八 一 一 八 番 三 ま で  

 

 一 九 八  市 道 御 薗 一 四 七 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 御 薗 町 字 鈴 ヶ 谷 四 一 三 五 番 一 二 四 か ら 三 重 県

鈴 鹿 市 御 薗 町 字 鎌 田 三 六 〇 〇 番 三 六 ま で  

 

 一 九 九  市 道 御 薗 一 四 九 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 御 薗 町 字 鎌 田 三 六 〇 〇 番 二 〇 か ら 三 重 県 鈴 鹿

市 徳 田 町 字 間 瀬 口 六 四 〇 番 三 ま で  

 

 二 〇 〇  市 道 御 薗 一 六 一 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 御 薗 町 字 小 深 田 四 四 四 七 番 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市

御 薗 町 字 奥 山 田 三 九 一 一 番 三 ま で  

 

 二 〇 一  市 道 御 薗 一 八 一 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 御 薗 町 字 桜 台 五 五 一 二 番 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 御

薗 町 字 桜 台 五 五 五 九 番 ま で  

 

 二 〇 二  市 道 伊 船 五 二 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 長 澤 町 字 須 坂 三 九 〇 番 二 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 長

澤 町 字 須 坂 三 九 一 番 二 ま で  

 

 二 〇 三  市 道 三 畑 高 塚 線  

 

三 重 県 鈴 鹿 市 三 畑 町 字 北 中 大 野 五 〇 七 三 番 五 五 地 先 か ら 三

重 県 鈴 鹿 市 高 塚 町 字 神 垣 二 一 六 番 四 地 先 ま で  

 



 二 〇 四  市 道 肥 田 二 四 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 肥 田 町 字 宮 田 六 三 九 番 一 〇 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市

肥 田 町 字 一 ノ 関 五 八 六 番 一 ま で  

 

 二 〇 五  市 道 肥 田 一 八 ○ 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 肥 田 町 字 一 ノ 関 五 八 七 番 二 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市

肥 田 町 字 一 ノ 関 五 八 六 番 一 ま で  

 

 二 〇 六  市 道 東 玉 垣 一 六 七 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 東 玉 垣 町 字 八 反 垣 内 三 六 八 番 二 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 岸 岡 町 字 泉 野 一 二 〇 〇 番 二 ま で  

 

 二 〇 七  市 道 下 大 久 保 一 〇 二 号

線  

三 重 県 鈴 鹿 市 下 大 久 保 町 字 小 谷 二 六 四 四 番 三 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 下 大 久 保 町 字 美 良 二 四 四 三 番 一 ま で  

 

 二 〇 八  市 道 花 川 東 庄 内 線  三 重 県 鈴 鹿 市 岸 田 町 字 六 名 一 五 四 二 番 二 六 か ら 三 重 県 鈴 鹿

市 東 庄 内 町 字 地 蔵 僧 四 三 一 七 番 一 〇 ま で  

 

 二 〇 九  市 道 甲 斐 道 伯 線  三 重 県 鈴 鹿 市 算 所 三 丁 目 九 二 五 番 二 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 道 伯

二 丁 目 二 〇 六 〇 番 三 ま で  

 

 二 一 〇  市 道 甲 斐 道 伯 線  三 重 県 鈴 鹿 市 道 伯 町 字 芒 原 二 一 〇 一 番 三 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市

道 伯 町 字 赤 禿 山 二 一 五 〇 番 七 六 ま で  

 

 二 一 一  市 道 平 野 四 一 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 平 野 町 字 花 林 五 一 一 番 一 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 平

野 町 字 石 丸 七 七 一 八 番 一 一 ま で  

 

 二 一 二  市 道 国 府 一 五 八 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 国 府 町 字 石 丸 七 六 七 八 番 一 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市

国 府 町 字 石 丸 七 六 五 八 番 一 四 ま で  

 

 二 一 三  市 道 国 府 二 一 七 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 国 府 町 字 石 丸 七 六 五 八 番 一 四 か ら 三 重 県 鈴 鹿

市 国 府 町 字 石 丸 七 六 五 一 番 一 二 ま で  

 

 二 一 四  市 道 末 広 東 稲 生 線  三 重 県 鈴 鹿 市 末 広 南 一 丁 目 五 一 八 九 番 一 地 先 か ら 三 重 県 鈴

鹿 市 末 広 北 一 丁 目 五 二 一 六 番 三 地 先 ま で  

 

 二 一 五  市 道 庄 野 橋 庄 野 共 進 線  三 重 県 鈴 鹿 市 庄 野 町 字 川 久 保 一 四 八 一 番 一 地 先 か ら 三 重 県

鈴 鹿 市 庄 野 共 進 二 丁 目 三 四 〇 一 番 ま で  

 

 二 一 六  市 道 国 分 三 七 四 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 国 分 町 字 佐 兵 衛 林 四 五 六 番 一 四 地 先 か ら 三 重

県 鈴 鹿 市 国 分 町 字 世 戸 六 四 二 番 地 先 ま で  

 

 二 一 七  市 道 平 田 町 駅 稲 生 線  三 重 県 鈴 鹿 市 算 所 一 丁 目 一 〇 五 四 番 四 地 先 か ら 三 重 県 鈴 鹿

市 稲 生 町 字 稲 生 山 七 九 九 二 番 一 六 三 八 地 先 ま で  

 

 二 一 八  市 道 山 本 五 六 号 線  

 

三 重 県 鈴 鹿 市 山 本 町 字 北 今 辻 五 二 六 番 一 四 か ら 三 重 県 鈴 鹿

市 山 本 町 字 中 辻 七 二 七 番 二 ま で  

 

 二 一 九  市 道 山 本 六 五 号 線  

 

三 重 県 鈴 鹿 市 山 本 町 字 折 子 六 九 四 番 二 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 山

本 町 字 北 今 辻 五 四 九 番 一 ま で  

 

 二 二 〇  市 道 山 本 一 四 八 号 線  

 

三 重 県 鈴 鹿 市 山 本 町 字 上 曽 里 二 〇 四 番 一 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市

椿 一 宮 町 字 西 能 褒 野 一 六 〇 六 番 三 八 ま で  

 

 二 二 一  市 道 山 本 一 七 〇 号 線  

 

三 重 県 鈴 鹿 市 山 本 町 字 折 子 六 九 四 番 四 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市 山

本 町 字 折 子 六 九 四 番 二 ま で  

 

 二 二 二  市 道 山 本 一 七 一 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 山 本 町 字 北 今 辻 五 二 六 番 一 〇 か ら 三 重 県 鈴 鹿

市 山 本 町 字 北 今 辻 五 二 六 番 一 四 ま で  

 

 二 二 三  市 道 山 本 中 辻 一 号 線  

 

三 重 県 鈴 鹿 市 山 本 町 字 北 今 辻 五 二 六 番 一 八 か ら 三 重 県 鈴 鹿

市 山 本 町 字 雷 沢 二 〇 八 番 五 一 ま で  

 

 二 二 四  市 道 平 野 三 日 市 線  三 重 県 鈴 鹿 市 大 池 三 丁 目 一 三 番 一 六 地 先 か ら 三 重 県 鈴 鹿 市  



大 池 一 丁 目 六 番 一 地 先 ま で  

 二 二 五  市 道 御 薗 一 九 一 号 線  三 重 県 鈴 鹿 市 御 薗 町 字 薄 広 三 九 二 四 番 一 二 地 先 か ら 三 重 県

鈴 鹿 市 御 薗 町 字 奥 ヶ 谷 三 二 三 一 番 五 地 先 ま で  

 

 二 二 六  市 道 西 原 水 越 線  三 重 県 名 張 市 西 原 町 二 四 七 二 番 三 か ら 三 重 県 名 張 市 西 田 原

字 水 越 四 九 〇 番 一 ま で  

 

 二 二 七  市 道 能 褒 野 西 線  三 重 県 亀 山 市 能 褒 野 町 字 能 褒 野 八 九 番 四 地 先 か ら 三 重 県 亀

山 市 川 崎 町 字 上 僧 仏 一 二 〇 九 番 一 地 先 ま で  

 

 二 二 八  市 道 小 野 白 木 線  三 重 県 亀 山 市 小 野 町 字 北 谷 六 七 三 番 三 地 内 か ら 三 重 県 亀 山

市 白 木 町 字 西 大 谷 一 八 〇 八 番 三 地 先 ま で  

 

 二 二 九  市 道 工 業 団 地 一 〇 号 線  三 重 県 亀 山 市 関 町 白 木 一 色 字 石 場 八 八 八 番 二 地 内 か ら 三 重

県 亀 山 市 白 木 町 字 鷺 山 三 四 三 番 一 〇 地 内 ま で  

 

 二 三 〇  市 道 工 業 団 地 一 四 号 線  三 重 県 亀 山 市 関 町 白 木 一 色 字 山 田 七 〇 九 番 三 地 先 か ら 三 重

県 亀 山 市 関 町 白 木 一 色 字 山 田 六 四 六 番 二 〇 地 内 ま で  

 

 二 三 一  市 道 野 村 布 気 線  

 

三 重 県 亀 山 市 布 気 町 字 横 沢 四 〇 二 番 三 地 先 か ら 三 重 県 亀 山

市 布 気 町 字 道 野 六 〇 六 番 地 二 地 先 ま で  

 

 二 三 二  市 道 野 尻 線  

 

三 重 県 亀 山 市 布 気 町 字 古 部 野 三 八 三 番 地 先 か ら 三 重 県 亀 山

市 布 気 町 字 古 部 野 三 八 三 番 地 先 ま で  

 

 二 三 三  市 道 野 村 二 二 号 線  三 重 県 亀 山 市 野 村 四 丁 目 一 〇 〇 二 番 四 地 内 か ら 三 重 県 亀 山

市 野 村 四 丁 目 一 〇 四 五 番 三 地 内 ま で  

 

 二 三 四  市 道 和 賀 白 川 線  

 

三 重 県 亀 山 市 野 村 町 字 清 谷 一 六 五 八 番 一 地 先 か ら 三 重 県 亀

山 市 住 山 町 字 下 古 野 二 番 六 地 内 ま で  

 

 二 三 五  市 道 道 野 側 道 一 号 線  三 重 県 亀 山 市 布 気 町 字 大 岨 九 五 一 番 二 地 内 か ら 三 重 県 亀 山

市 布 気 町 字 大 岨 九 六 七 番 八 地 先 ま で  

 

 二 三 六  市 道 道 野 側 道 二 号 線  

 

三 重 県 亀 山 市 布 気 町 字 大 岨 九 六 七 番 七 地 先 か ら 三 重 県 亀 山

市 布 気 町 字 大 岨 九 六 七 番 三 地 先 ま で  

 

 二 三 七  市 道 道 野 太 岡 寺 側 道 三

号 線  

三 重 県 亀 山 市 布 気 町 字 高 塚 八 〇 〇 番 九 地 先 か ら 三 重 県 亀 山

市 布 気 町 字 高 塚 八 〇 二 番 三 地 内 ま で  

 

 二 三 八  市 道 能 褒 野 七 号 線  三 重 県 亀 山 市 能 褒 野 町 字 能 褒 野 六 番 一 地 先 か ら 三 重 県 亀 山

市 能 褒 野 町 字 能 褒 野 二 七 番 二 〇 地 先 ま で  

 

 二 三 九  市 道 落 針 道 野 線  三 重 県 亀 山 市 布 気 町 字 山 之 下 一 四 三 三 番 一 地 内 か ら 三 重 県

亀 山 市 布 気 町 字 道 野 六 〇 六 番 二 地 先 ま で  

 

 二 四 〇  市 道 道 野 八 号 線  三 重 県 亀 山 市 布 気 町 字 牛 櫃 一 〇 七 一 番 一 地 先 か ら 三 重 県 亀

山 市 布 気 町 字 大 岨 一 〇 二 二 番 一 地 先 ま で  

 

 二 四 一  市 道 名 阪 工 業 団 地 三 号

線  

三 重 県 亀 山 市 関 町 会 下 字 栂 ノ 木 一 二 〇 三 番 二 七 地 内 か ら 三

重 県 亀 山 市 関 町 会 下 字 山 神 谷 八 三 七 番 七 地 内 ま で  

 

 二 四 二  市 道 川 崎 白 木 線  三 重 県 亀 山 市 小 川 町 字 行 合 二 五 番 一 地 先 か ら 三 重 県 亀 山 市

白 木 町 字 上 垣 内 二 三 三 八 番 一 地 先 ま で  

 

 二 四 三  市 道 古 厩 関 ヶ 丘 線  三 重 県 亀 山 市 関 町 古 厩 字 宝 路 一 一 七 番 七 地 内 か ら 三 重 県 亀

山 市 関 町 萩 原 字 切 山 一 三 〇 番 二 地 先 ま で  

 

 二 四 四  市 道 坂 井 多 度 線  三 重 県 桑 名 市 星 見 ヶ 丘 六 丁 目 一 〇 〇 一 番 地 先 か ら 三 重 県 桑

名 市 多 度 町 御 衣 野 亥 ノ 谷 一 九 五 三 番 二 地 先 ま で  

 



 二 四 五  市 道 御 衣 野 六 号 線  三 重 県 桑 名 市 多 度 町 御 衣 野 青 ヶ 谷 一 六 四 五 番 六 地 先 か ら 三

重 県 桑 名 市 多 度 町 御 衣 野 山 ノ 奥 一 五 一 一 番 一 〇 地 先 ま で  

 

 二 四 六  市 道 御 衣 野 四 号 線  三 重 県 桑 名 市 多 度 町 御 衣 野 山 ノ 奥 一 五 一 一 番 一 〇 地 先 か ら

三 重 県 桑 名 市 多 度 町 御 衣 野 田 代 一 五 〇 一 番 七 地 先 ま で  

 

 二 四 七  市 道 桑 名 北 部 東 員 線  三 重 県 桑 名 市 多 度 町 力 尾 字 沢 地 四 〇 五 三 番 地 か ら 三 重 県 桑

名 市 多 度 町 力 尾 字 沢 地 四 〇 五 五 番 地 ま で  

 

 二 四 八  市 道 力 尾 工 業 団 地 二 号

線  

三 重 県 桑 名 市 多 度 町 力 尾 字 沢 地 四 〇 五 九 番 地 か ら 三 重 県 桑

名 市 多 度 町 力 尾 字 沢 地 四 〇 五 五 番 地 ま で  

 

 二 四 九  市 道 石 榑 大 井 田 線  三 重 県 い な べ 市 大 安 町 大 井 田 字 坂 郷 二 八 三 五 番 七 か ら 三 重

県 い な べ 市 大 安 町 大 井 田 字 欠 ノ 下 二 八 一 四 番 一 ま で  

 

 二 五 〇  市 道 大 安 東 部 線  三 重 県 い な べ 市 大 安 町 高 柳 字 馬 置 一 九 四 五 番 か ら 三 重 県 い

な べ 市 大 安 町 大 井 田 字 坂 郷 二 八 五 二 番 一 ま で  

 

 二 五 一  市 道 下 野 尻 長 尾 線  三 重 県 い な べ 市 藤 原 町 下 野 尻 字 轟 二 六 九 番 二 か ら 三 重 県 い

な べ 市 藤 原 町 本 郷 字 西 中 森 一 六 八 七 番 四 ま で  

 

 二 五 二  市 道 長 尾 篠 立 線  三 重 県 い な べ 市 藤 原 町 本 郷 字 西 中 森 一 六 八 七 番 四 か ら 三 重

県 い な べ 市 藤 原 町 本 郷 字 上 下 之 段 二 三 二 四 番 三 一 四 ま で  

 

 二 五 三  市 道 藤 原 工 業 団 地 二 号

線  

三 重 県 い な べ 市 藤 原 町 藤 ヶ 丘 八 番 一 か ら 三 重 県 い な べ 市 藤

原 町 藤 ヶ 丘 一 〇 番 三 ま で  

 

 二 五 四  市 道 藤 原 工 業 団 地 四 号

線  

三 重 県 い な べ 市 藤 原 町 藤 ヶ 丘 八 番 一 か ら 三 重 県 い な べ 市 藤

原 町 藤 ヶ 丘 八 番 三 ま で  

 

 二 五 五  市 道 暮 明 市 之 原 線  三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 平 古 字 六 之 郭 三 九 番 一 地 先 か ら 三 重

県 い な べ 市 員 弁 町 市 之 原 字 白 岩 谷 二 三 三 一 番 四 地 先 ま で  

 

  二 五 六  市 道 笠 田 新 田 坂 東 新 田

線  

三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 笠 田 新 田 字 百 町 二 二 一 〇 番 一 地 先 か

ら 三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 市 之 原 字 白 岩 谷 二 三 三 一 番 四 地 先 ま

で  

 

 二 五 七  市 道 阿 第 三 七 号 線  三 重 県 い な べ 市 北 勢 町 阿 下 喜 字 落 合 三 六 一 九 番 か ら 三 重 県

い な べ 市 北 勢 町 阿 下 喜 字 惣 作 三 四 二 九 番 ま で  

 

 二 五 八  市 道 阿 第 四 四 号 線  三 重 県 い な べ 市 北 勢 町 阿 下 喜 字 落 合 三 五 〇 六 番 か ら 三 重 県

い な べ 市 北 勢 町 阿 下 喜 字 落 合 三 六 一 九 番 ま で  

 

 二 五 九  市 道 山 上 一 色 浦 線  

 

三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 東 一 色 字 一 色 浦 八 四 七 番 三 か ら 三 重

県 い な べ 市 員 弁 町 大 泉 字 山 上 二 五 四 〇 番 ま で  

 

 二 六 〇  市 道 北 八 畝 割 野 中 線  三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 大 泉 字 野 中 一 二 七 九 番 一 か ら 三 重 県

い な べ 市 員 弁 町 大 泉 新 田 字 八 畝 割 一 八 四 〇 番 ま で  

 

 二 六 一  市 道 大 安 北 勢 線  三 重 県 い な べ 市 大 安 町 丹 生 川 上 字 天 皇 堂 二 一 五 九 番 一 地 先

か ら 三 重 県 い な べ 市 大 安 町 丹 生 川 上 字 梨 本 一 二 二 八 番 六 地 先

ま で  

 

 二 六 二  市 道 丹 生 川 上 丹 生 川 中

線  

三 重 県 い な べ 市 大 安 町 丹 生 川 上 字 堀 越 二 一 〇 八 番 地 先 か ら

三 重 県 い な べ 市 大 安 町 丹 生 川 上 字 天 皇 堂 二 一 五 九 番 一 地 先 ま

で  

 

 二 六 三  市 道 畑 新 田 上 笠 田 線  三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 大 泉 新 田 字 喜 蔵 池 一 三 〇 〇 番 四 地 先

か ら 三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 笠 田 新 田 字 鳩 岡 二 二 二 五 番 地 先 ま

 



で  

 二 六 四  市 道 下 外 面 鳩 岡 線  三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 宇 野 字 下 外 面 六 八 番 一 地 先 か ら 三 重

県 い な べ 市 員 弁 町 笠 田 新 田 字 鳩 岡 二 二 二 五 番 地 先 ま で  

 

 二 六 五  市 道 東 一 色 大 泉 一 号 線  

 

三 重 県 い な べ 市 員 弁 町 大 泉 字 山 上 二 五 三 七 番 か ら 三 重 県 い

な べ 市 員 弁 町 大 泉 字 野 中 一 二 八 一 番 三 ま で  

 

 二 六 六  市 道 治 田 予 野 線  三 重 県 伊 賀 市 治 田 字 鳥 屋 ヶ 尾 二 五 〇 六 番 一 七 地 先 か ら 三 重

県 伊 賀 市 治 田 字 山 梨 三 二 〇 一 番 六 地 先 ま で  

 

 二 六 七  市 道 下 友 生 ゆ め が 丘 線  三 重 県 伊 賀 市 ゆ め が 丘 七 丁 目 三 番 一 地 先 か ら 三 重 県 伊 賀 市

ゆ め が 丘 七 丁 目 四 番 一 地 先 ま で  

 

 二 六 八  市 道 ゆ め が 丘 産 業 道 路

二 号 線  
三 重 県 伊 賀 市 ゆ め が 丘 七 丁 目 五 番 一 地 先 か ら 三 重 県 伊 賀 市

ゆ め が 丘 七 丁 目 四 番 九 地 先 ま で  

 

 二 六 九  市 道 川 西 大 山 田 線  三 重 県 伊 賀 市 西 之 澤 八 〇 一 番 一 地 先 か ら 三 重 県 伊 賀 市 川 西

一 七 三 八 番 一 〇 地 先 ま で  

 

 二 七 〇  市 道 佐 那 具 川 西 線  三 重 県 伊 賀 市 佐 那 具 町 字 高 野 一 五 八 番 一 地 先 か ら 三 重 県 伊

賀 市 佐 那 具 町 字 馬 屋 谷 一 九 〇 二 番 四 地 先 ま で  

 

 二 七 一  市 道 菖 蒲 池 水 越 線  三 重 県 伊 賀 市 菖 蒲 池 字 岩 脇 二 三 一 九 番 一 地 先 か ら 三 重 県 伊

賀 市 安 場 字 長 谷 一 六 二 六 番 一 地 先 ま で  

 

 二 七 二  町 道 鳥 取 三 五 二 号 線  三 重 県 員 弁 郡 東 員 町 大 字 鳥 取 字 大 華 表 四 〇 五 番 四 か ら 三 重

県 員 弁 郡 東 員 町 大 字 大 木 字 上 仮 宿 二 二 五 三 番 一 ま で  

 

 二 七 三  町 道 千 草 川 北 線  三 重 県 三 重 郡 菰 野 町 大 字 千 草 字 央 畑 五 一 六 五 番 一 地 先 か ら

三 重 県 三 重 郡 菰 野 町 大 字 大 強 原 字 狐 塚 二 六 一 二 番 地 先 ま で  

 

 二 七 四  町 道 潤 田 鳥 居 戸 線 （ Ⅱ ） 三 重 県 三 重 郡 菰 野 町 潤 田 一 七 二 二 番 二 地 先 か ら 三 重 県 三 重

郡 菰 野 町 潤 田 一 二 五 六 番 五 地 先 ま で  

 

 二 七 五  町 道 三 ノ 三 号 線  三 重 県 三 重 郡 朝 日 町 大 字 小 向 字 北 里 下 七 三 五 番 一 地 先 か ら

三 重 県 三 重 郡 朝 日 町 大 字 小 向 字 北 里 下 七 四 八 番 三 地 先 ま で  

 

 二 七 六  町 道 三 ノ 一 一 三 号 線  三 重 県 三 重 郡 朝 日 町 大 字 縄 生 字 八 年 物 六 三 一 番 四 地 先 か ら

三 重 県 三 重 郡 朝 日 町 大 字 縄 生 字 八 反 川 原 三 二 三 番 五 地 先 ま で  

 

 二 七 七  町 道 豊 一 北 福 崎 線  三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大 字 豊 田 一 色 字 中 筋 通 三 〇 九 番 地 か ら

三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大 字 当 新 田 字 出 口 一 八 一 番 地 ま で  

 

 二 七 八  町 道 北 福 崎 二 号 線  三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大 字 北 福 崎 字 宮 西 八 九 番 地 一 か ら 三 重

県 三 重 郡 川 越 町 大 字 南 福 崎 字 大 正 割 八 八 一 番 地 ま で  

 

 二 七 九  町 道 高 松 川 越 海 岸 線  三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大 字 高 松 字 葭 野 一 五 五 四 番 地 か ら 三 重

県 三 重 郡 川 越 町 大 字 高 松 字 葭 野 一 五 二 八 番 地 ま で  

 

 二 八 〇  町 道 川 越 中 央 線  三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大 字 亀 崎 新 田 字 北 新 田 三 一 番 地 一 地 先

か ら 三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大 字 亀 崎 新 田 字 下 新 田 八 〇 番 地 五 地

先 ま で  

 

 二 八 一  町 道 明 和 中 央 線  三 重 県 多 気 郡 明 和 町 大 字 根 倉 一 三 四 七 番 三 か ら 三 重 県 多 気

郡 明 和 町 大 字 浜 田 八 二 一 番 ま で  

 

 二 八 二  町 道 大 淀 北 九 号 線  三 重 県 多 気 郡 明 和 町 大 字 山 大 淀 三 二 四 七 番 か ら 三 重 県 多 気

郡 明 和 町 大 字 山 大 淀 一 三 七 八 番 一 ま で  

 

 二 八 三  町 道 大 淀 北 二 一 号 線  三 重 県 多 気 郡 明 和 町 大 字 山 大 淀 一 五 八 三 番 五 か ら 三 重 県 多  



気 郡 明 和 町 大 字 山 大 淀 三 二 四 一 番 二 ま で  

 二 八 四  町 道 下 御 糸 東 二 〇 号 線  三 重 県 多 気 郡 明 和 町 大 字 浜 田 一 六 〇 〇 番 四 か ら 三 重 県 多 気

郡 明 和 町 大 字 浜 田 一 六 〇 〇 番 二 ま で  

 

 二 八 五  臨 港 道 路 千 歳 一 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 九 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三

六 番 ま で  

 

 二 八 六  臨 港 道 路 千 歳 二 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 四 番 一 ま で  

 

 二 八 七  臨 港 道 路 千 歳 三 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 四 番 一 ま で  

 

 二 八 八  臨 港 道 路 千 歳 四 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 九 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 九

番 一 ま で  

 

 二 八 九  臨 港 道 路 千 歳 五 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 二 六 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

二 五 番 ま で  

 

 二 九 〇  臨 港 道 路 千 歳 六 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 二 六 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

二 六 番 一 ま で  

 

 二 九 一  臨 港 道 路 千 歳 七 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 二 六 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

二 六 番 一 ま で  

 

 二 九 二  臨 港 道 路 千 歳 八 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 二 四 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 二

四 番 ま で  

 

 二 九 三  臨 港 道 路 千 歳 一 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 六 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三

六 番 ま で  

 

 二 九 四  臨 港 道 路 千 歳 二 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 六 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三

六 番 ま で  

 

 二 九 五  臨 港 道 路 千 歳 三 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 四 番 一 ま で  

 

 二 九 六  臨 港 道 路 千 歳 四 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 六 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三

六 番 ま で  

 

 二 九 七  臨 港 道 路 千 歳 六 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 四 番 一 ま で  

 

 二 九 八  臨 港 道 路 千 歳 七 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 四 番 一 ま で  

 

 二 九 九  臨 港 道 路 千 歳 八 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 四 番 一 ま で  

 

 三 〇 〇  臨 港 道 路 千 歳 九 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 四 番 一 ま で  

 

 三 〇 一  臨 港 道 路 千 歳 一 〇 号 東

支 線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 四 番 一 ま で  

 

 三 〇 二  臨 港 道 路 千 歳 一 〇 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 四 番 一 ま で  

 

 三 〇 三  臨 港 道 路 千 歳 一 一 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 四 番 一 ま で  

 



 三 〇 四  臨 港 道 路 千 歳 一 二 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 七 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三

七 番 ま で  

 

 三 〇 五  臨 港 道 路 千 歳 一 三 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 三 四 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

三 七 番 ま で  

 

 三 〇 六  臨 港 道 路 千 歳 一 四 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 一 七 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 一

九 番 ま で  

 

 三 〇 七  臨 港 道 路 千 歳 一 五 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 一 七 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 一

七 番 ま で  

 

 三 〇 八  臨 港 道 路 千 歳 一 六 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 九 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 二

五 番 ま で  

 

 三 〇 九  臨 港 道 路 千 歳 一 七 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 二 五 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 一

九 番 ま で  

 

 三 一 〇  臨 港 道 路 千 歳 一 八 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 二 六 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

二 六 番 一 ま で  

 

 三 一 一  臨 港 道 路 千 歳 一 九 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 二 六 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

九 番 四 ま で  

 

 三 一 二  臨 港 道 路 千 歳 二 〇 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 五 番 二 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 五

番 二 ま で  

 

 三 一 三  臨 港 道 路 千 歳 二 一 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 千 歳 町 六 番 一 七 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 六

番 一 七 ま で  

 

 三 一 四  臨 港 道 路 千 歳 二 二 号 支

線  

三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町 二 六 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳 町

二 六 番 一 ま で  

 

 三 一 五  臨 港 道 路 末 広 一 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 一 九 番 一 五 か ら 三 重 県 四 日 市 市 末 広

町 一 九 番 一 五 ま で  

 

 三 一 六  臨 港 道 路 末 広 二 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 一 九 番 一 五 か ら 三 重 県 四 日 市 市 末 広

町 一 八 番 一 九 ま で  

 

 三 一 七  臨 港 道 路 末 広 一 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 一 九 番 一 五 か ら 三 重 県 四 日 市 市 末 広

町 一 九 番 一 五 ま で  

 

 三 一 八  臨 港 道 路 末 広 二 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 三 番 二 か ら 三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 三

番 二 ま で  

 

 三 一 九  臨 港 道 路 末 広 三 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 一 九 番 一 五 か ら 三 重 県 四 日 市 市 末 広

町 一 九 番 一 五 ま で  

 

 三 二 〇  臨 港 道 路 末 広 四 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 五 番 九 か ら 三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 五

番 九 ま で  

 

 三 二 一  臨 港 道 路 末 広 五 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 一 九 番 一 五 か ら 三 重 県 四 日 市 市 末 広

町 一 九 番 一 五 ま で  

 

 三 二 二  臨 港 道 路 末 広 六 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 一 九 番 一 五 か ら 三 重 県 四 日 市 市 末 広

町 一 九 番 一 五 ま で  

 

 三 二 三  臨 港 道 路 末 広 七 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 一 八 番 六 か ら 三 重 県 四 日 市 市 末 広 町

一 八 番 一 八 ま で  

 

 三 二 四  臨 港 道 路 末 広 一 〇 号 支 三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 一 九 番 一 五 か ら 三 重 県 四 日 市 市 末 広  



線  町 一 九 番 一 五 ま で  

 三 二 五  臨 港 道 路 千 歳 ・ 末 広 線  三 重 県 四 日 市 市 末 広 町 一 九 番 一 五 か ら 三 重 県 四 日 市 市 千 歳

町 二 六 番 一 ま で  

 

 三 二 六  臨 港 道 路 東 邦 一 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 大 浜 町 四 番 一 地 先 か ら 三 重 県 四 日 市 市 東 邦

町 一 番 ま で  

 

 三 二 七  臨 港 道 路 東 邦 一 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 東 邦 町 一 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 東 邦 町 一 番

ま で  

 

 三 二 八  臨 港 道 路 東 邦 二 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 東 邦 町 一 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 東 邦 町 一 番

ま で  

 

 三 二 九  臨 港 道 路 東 邦 三 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 東 邦 町 一 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 東 邦 町 一 番

ま で  

 

 三 三 〇  臨 港 道 路 霞 一 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 一 丁 目 一 七 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二

丁 目 一 六 番 二 ま で  

 

 三 三 一  臨 港 道 路 霞 二 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 五 番 一 ま で  

 

 三 三 二  臨 港 道 路 霞 三 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 七 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 七 番 ま で  

 

 三 三 三  臨 港 道 路 霞 四 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 三 重 郡 川 越 町 大

字 亀 崎 新 田 八 〇 番 五 ま で  

 

 三 三 四  臨 港 道 路 霞 五 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 八 番 ま で  

 

 三 三 五  臨 港 道 路 霞 一 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 番 一 ま で  

 

 三 三 六  臨 港 道 路 霞 二 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 番 一 ま で  

 

 三 三 七  臨 港 道 路 霞 三 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 六 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 六 番 一 ま で  

 

 三 三 八  臨 港 道 路 霞 四 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 七 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 七 番 一 ま で  

 

 三 三 九  臨 港 道 路 霞 五 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 五 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二

丁 目 一 五 番 一 ま で  

 

 三 四 〇  臨 港 道 路 霞 六 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 五 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二

丁 目 一 五 番 一 ま で  

 

 三 四 一  臨 港 道 路 霞 七 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 番 一 ま で  

 

 三 四 二  臨 港 道 路 霞 八 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 番 一 ま で  

 

 三 四 三  臨 港 道 路 霞 九 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 番 一 ま で  

 

 三 四 四  臨 港 道 路 霞 一 〇 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 番 一 ま で  

 



 三 四 五  臨 港 道 路 霞 一 一 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 五 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目

一 番 一 ま で  

 

 三 四 六  臨 港 道 路 霞 一 二 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 五 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目

五 番 ま で  

 

 三 四 七  臨 港 道 路 霞 一 三 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 八 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目

八 番 ま で  

 

 三 四 八  臨 港 道 路 霞 一 四 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 六 番 三 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二

丁 目 一 六 番 三 ま で  

 

 三 四 九  臨 港 道 路 霞 一 五 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 七 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 七 番 ま で  

 

 三 五 〇  臨 港 道 路 霞 一 六 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 一 八 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 八 番 ま で  

 

 三 五 一  臨 港 道 路 霞 一 七 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 二 〇 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 一 九 番 ま で  

 

 三 五 二  臨 港 道 路 霞 一 八 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 二 一 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 二 一 番 ま で  

 

 三 五 三  臨 港 道 路 霞 一 九 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 二 二 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 二 二 番 ま で  

 

 三 五 四  臨 港 道 路 霞 北 一 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 二 四 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁

目 二 六 番 一 ま で  

 

 三 五 五  臨 港 道 路 霞 北 一 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 霞 二 丁 目 二 六 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 二

丁 目 二 六 番 一 ま で  

 

 三 五 六  臨 港 道 路 霞 西 側 道 路  三 重 県 四 日 市 市 霞 一 丁 目 二 〇 番 か ら 三 重 県 四 日 市 市 霞 一 丁

目 二 〇 番 ま で  

 

 三 五 七  臨 港 道 路 浜 園 一 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 浜 園 町 三 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 浜 園 町 一

番 一 ま で  

 

 三 五 八  臨 港 道 路 浜 園 一 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 浜 園 町 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 浜 園 町 一

番 一 ま で  

 

 三 五 九  臨 港 道 路 浜 園 三 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 浜 園 町 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 浜 園 町 一

番 一 ま で  

 

 三 六 〇  臨 港 道 路 浜 園 四 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 浜 園 町 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 浜 園 町 一

番 一 ま で  

 

 三 六 一  臨 港 道 路 富 双 一 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 富 双 一 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 富 双

二 丁 目 一 番 一 六 ま で  

 

 三 六 二  臨 港 道 路 富 双 二 号 幹 線  三 重 県 四 日 市 市 富 双 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 富 双

二 丁 目 一 番 一 ま で  

 

 三 六 三  臨 港 道 路 富 双 一 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 富 双 一 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 富 双

一 丁 目 一 番 一 ま で  

 

 三 六 四  臨 港 道 路 富 双 二 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 富 双 一 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 富 双

一 丁 目 一 番 一 ま で  

 

 三 六 五  臨 港 道 路 富 双 三 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 富 双 二 丁 目 一 番 一 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 富  



双 二 丁 目 一 番 一 一 ま で  

 三 六 六  臨 港 道 路 富 双 五 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 富 双 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 富 双

二 丁 目 一 番 一 ま で  

 

 三 六 七  臨 港 道 路 富 双 六 号 支 線  三 重 県 四 日 市 市 富 双 二 丁 目 一 番 一 か ら 三 重 県 四 日 市 市 富 双

二 丁 目 一 番 一 ま で  

 

 三 六 八  農 道  三 重 県 伊 勢 市 村 松 町 一 三 七 九 番 一 か ら 三 重 県 伊 勢 市 村 松 町

一 九 八 番 三 ま で  

 

 



 

 第１号様式（第６条関係） 
 

 
（表） 

  

   

13㎝ 

 番号        

１㎝ 

  通 行 禁 止 除 外 指 定 車  

 

 車両登録番号                     

 □ この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両 

 □ 除外時間 昼間（日の出から日没まで）に限る。 

 除 外 す る 区 域
または道路の区間                 

 有効期限    年    月    日まで   

 発 行 日    年    月    日 

三 重 県 公 安 委 員 会 □印   

   
 18㎝    

 備考 用紙の地色は白色とし、文字の色は黒色、縁線の色は緑色とする。ただし、特に

必要がある場合には、記載内容の視認性を損なわない範囲で白色以外の地色の用紙

又は地紋入りの用紙を用いることができる。 

（裏）  

   注 意 事 項 

１ この標章は、交付目的以外には使用しないこと。 

  なお、不正に使用した場合には返納を命じられることがある。 

２ この標章を使用する場合は、前面の見やすい箇所に掲出すること。 

３ 現場において警察官の指示があつた場合は、これに従うこと。 

４ 次の場合は、この標章（(２)の場合は発見した標章）を速やかに返納する

こと。 

 (１) 有効期限が経過したとき。 

 (２) 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。 

 (３) 使用する必要がなくなつたとき。 

主たる運転者の氏名            

 

 



 

 第１号様式の２（第６条関係） 
 

 
（表） 

  

   

13㎝ 

 番号        

１㎝ 

  駐 車 禁 止 除 外 指 定 車  

 

 車両登録番号                      

 運転者の連絡先／用務先 別紙のとおり 

 除 外 す る 区 域
または道路の区間                  

 有効期限    年    月    日まで 

 発 行 日    年    月    日 

三 重 県 公 安 委 員 会 □印   

   
 18㎝    

 備考 用紙の地色は白色とし、文字の色は黒色、縁線の色は赤色とする。ただし、特に

必要がある場合には、記載内容の視認性を損なわない範囲で白色以外の地色の用紙

又は地紋入りの用紙を用いることができる。 

（裏）  

   注 意 事 項 
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以
外の場所等では使用できません。 

※ 次のような駐車はできません。 
 ● 駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条第1項各号及び同法第75条の8） 
 ● 法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項） 
 ● 駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条） 
 ● 車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項） 
 ● 長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項） 
２ この標章は、交付目的以外には使用しないこと。 
３ この標章を使用する場合は、連絡先／用務先を読みやすく記載した紙とと
もに車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。 

４ 現場において、警察官等の指示があつた場合には、その指示に従うこと。 
５ この標章を不正に使用した場合には返納を命じられることがある。 
６ 次の場合は、この標章（(２)の場合は発見した標章）を速やかに返納するこ
と。 

 (１) 有効期限が経過したとき。 
 (２) 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。 
 (３) 使用する必要がなくなつたとき。 

主たる運転者の氏名            

 

 



 

 第１号様式の３（第６条関係） 
 

 
（表） 

  

   

13㎝  

番号         

駐 車 禁 止 除 外 指 定 車 

（身体障害者等で歩行困難者使用中） 

 この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両 

 運転者の連絡先／用務先  別紙のとおり 

 有効期限           年    月    日まで 

 発 行 日           年    月    日 

三 重 県 公 安 委 員 会 □印   

 

   
 18㎝    

 備考 用紙の地色は白色とし、文字の色は黒色とする。ただし、特に必要がある場合に

は、記載内容の視認性を損なわない範囲で白色以外の地色の用紙又は地紋入りの用

紙を用いることができる。 

（裏）  

   注 意 事 項 
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以
外の場所等では使用できません。 

※ 次のような駐車はできません。 
 ● 駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条第1項各号及び同法第75条の8） 
 ● 法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項） 
 ● 駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条） 
 ● 車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項） 
 ● 長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項） 
２ この標章は、交付目的以外には使用しないこと。 
３ この標章を使用する場合は、連絡先／用務先を読みやすく記載した紙とと
もに車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。 

４ 現場において、警察官等の指示があつた場合には、その指示に従うこと。 
５ この標章を不正に使用した場合には返納を命じられることがある。 
６ 次の場合は、この標章（(２)の場合は発見した標章）を速やかに返納するこ
と。 

 (１) 有効期限が経過したとき。 
 (２) 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。 
 (３) 使用する必要がなくなつたとき。 
 
被交付者等 住所                氏名            

 



 

 
 第１号様式の４（第６条関係） 
 

 （表）   

   

13㎝  

番号         

駐 車 禁 止 除 外 指 定 車 

（紫外線要保護者使用中） 

 この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両 

 運転者の連絡先／用務先  別紙のとおり 

 除外時間   昼間（日の出から日没まで）に限る。 

 有効期限           年    月    日まで 

 発 行 日           年    月    日 

三 重 県 公 安 委 員 会 □印   

 

   
 18㎝    

 備考 用紙の地色は白色とし、文字の色は黒色とする。ただし、特に必要がある場合に

は、記載内容の視認性を損なわない範囲で白色以外の地色の用紙又は地紋入りの用

紙を用いることができる。 

（裏）  

   注 意 事 項 
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以
外の場所等では使用できません。 

※ 次のような駐車はできません。 
 ● 駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条第1項各号及び同法第75条の8） 
 ● 法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項） 
 ● 駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条） 
 ● 車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項） 
 ● 長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項） 
２ この標章は、交付目的以外には使用しないこと。 
３ この標章を使用する場合は、連絡先／用務先を読みやすく記載した紙とと
もに車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。 

４ 現場において、警察官等の指示があつた場合には、その指示に従うこと。 
５ この標章を不正に使用した場合には返納を命じられることがある。 
６ 次の場合は、この標章((2)の場合は発見した標章)を速やかに返納すること。 
 (１) 有効期限が経過したとき。 
 (２) 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。 
 (３) 使用する必要がなくなつたとき。 
 
被交付者等 住所                氏名            

 



 

第２号様式（第６条関係） 

除外標章交付申請書 

年   月   日 

     公安委員会 殿 

住所（所在地）  

ふ り が な  

氏 名 （ 名 称 ）  

電 話 番 号 

その他の連絡先 
 

標 章 の 名 称  

番 号 標 に 表 示 

されている番号 
 

除外を受けよう 

と す る 期 間 
 

除外を受けよう 

と す る 区 間 
 

除外を受けよう 

と す る 理 由 

□ 以下の公安委員会が定める業務に使用する 

 

 

 

 

 

□ 以下の公安委員会が定める障害を持つ者が乗車する 

 

 

 

 

 

 

備 考  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 



 

第２号様式の２（第６条関係） 

除外標章再交付申請書 

年   月   日 

     公安委員会 殿 

住所（所在地）  

ふ り が な  

氏 名 （ 名 称 ）  

電 話 番 号 

その他の連絡先 
 

標 章 の 名 称  

標 章 番 号  

標章交付年月日  

再交付申請の理由 

 

備 考 
 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 



 

第２号様式の３（第６条関係） 

除外標章記載事項変更届 

年   月   日 

     公安委員会 殿 

住所（所在地）  

ふ り が な  

氏 名 （ 名 称 ）  

電 話 番 号 

その他の連絡先 
 

標 章 の 名 称  

標 章 番 号  

標章交付年月日  

変 更 の 内 容 

 

変 更 の 理 由 

 

備 考 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 



 

 第３号様式（第８条関係） 
 

信 号 機 設 置
管 理 申 請 書 

年  月  日  

 三重県公安委員会様 

住 所               

申請者 氏名又は名称
及び代表者氏名   

（電話   ）  

用 途 
 

設 置 場 所 
 

設 置 期 間 
 

設置予定日及び
工 事 期 間 

 

信 号 機 の

種 別 型 式 

 

（規格Ａ４）   

  



 

 第４号様式（第８条関係） 
 

信 号 機 設 置
管 理 委 任 書 

年  月  日  

        様 

三重県公安委員会 □印   

 道路交通法第５条第２項の規定により、次のとおり信号機の設置
管理を委任します。 

用 途 
 

設 置 年 月 日 
 

設 置 場 所 
 

設 置 期 間 
 

信 号 機 の
種 別 型 式 

 

条 件 

 

（規格Ａ４）   



 

第５号様式 削除 
 
 
 
 



 

第６号様式（第10条関係） 

備考 １ 申請者は太枠内を記入すること。 
   ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

駐車許可申請書 

年   月   日 

     警察署長 殿 

 

住所（所在地）                 

  

申請者 氏名（名称）                  

 

電話                      

番 号 標 に 表 示 

さ れ て い る 番 号 
 

許可を受けようと 

す る 日 時 期 間 
 

許可を受けようと 

す る 場 所 
 

許可を受けようと 

す る 理 由 
 

 

第    号 

 

駐 車 許 可 証 

 

条 件 
 

上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。 

 

 

 

年    月    日     

 

           警 察 署 長   印   



 

第６号様式の２（第10条関係） 

駐車許可証再交付申請書 

年   月   日 

     警察署長 殿 

住所（所在地）  

氏 名 （ 名 称 ）  

電 話 番 号 

その他の連絡先 
 

許 可 証 番 号 
 

許可証交付年月日 
 

再交付申請の理由 

 

備 考 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 



 

第６号様式の３（第10条関係） 

駐車許可証記載事項変更届 

年   月   日 

     警察署長 殿 

住所（所在地）  

氏 名 （ 名 称 ）  

電 話 番 号 

その他の連絡先 
 

許 可 証 番 号 
 

許可証交付年月日 
 

変 更 の 内 容 

 

変 更 の 理 由 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

備 考 

 

備考 様式の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 



 

 

 
 第７号様式（第10条の２関係） 
 

交通規制に関する意見聴取（協議）書 

年  月  日  

        様 

三重県公安委員会    

警察署長    

 道路交通法第４条第１項及び第５条第１項の規定に基づき、次のとおり交通規制

を行いたいので同法第110条の２の規定により意見(協議)を伺います。 

禁止等の態様 
 

対 象 
 

路 線 
 

区 間 
 

期 間 
 

理 由 
 

第     号  

年  月  日  

三重県公安委員会

    警察署長
様 

道路管理者          

  

 上記意見聴取については、下記のとおり回答する。 

記 

１ 指定（設置）により、道路の構造上又は管理上の支障の有無及び理由 

２ その他参考事項 

（規格Ａ４）   



 

第７号様式の２（第 10 条の３関係） 

 

 

遠 隔 操 作 型 小 型 車 使 用 届 出 番 号 通 知 書 

 

 

 

  届出者          から     年   月   日に届出のあった 

 

 遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出については、 

 

 届出番号【三重県公安委員会】－      －      － 

 

 により、届出され、受理したことを通知する。 

 

 

                                                             三 重 県 公 安 委 員 会 □印 

 

 

 注 １ 届出番号は、【三重県公安委員会－届出年－届出月－一連番号】の順です。 

   ２ 通知書を受け取った届出者は、遠隔操作型小型車の見えやすい位置に道路交通法施行規則 

    第５条の３に規定する標識とともに、届出番号等を表示してください。 

   ３ 本届出に係る遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行を終了する場合は、三重県警察本部 

    交通部交通規制課に対して届出番号とともに報告してください。 

   ４ 本届出に係る内容を変更するときは、変更後新たに運行開始する１週間前までに届け出て 

    ください。 

 

                                       （規格Ａ４） 

 



 

第７号様式の３（第10条の４関係） 

 備考 １ 遠隔操作型小型車通行届出書及び当該届出に係る添付書類の写しを添付すること。 

 ２ 所定の欄に記載できないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

                                       （規格Ａ４）  

 

 

 

 

 

 

 

立 入 検 査 実 施 依 頼 書 

 

     公安委員会 様 

年  月  日   

   三重県公安委員会 □印   

 

 

 当公安委員会の管轄区域内における遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して必要があるこ

とから、道路交通法第15条の５第１項の規定に基づき、貴公安委員会の管轄区域内に所在する下記の遠

隔操作型小型車の使用者の事務所に対して、警察職員による立入検査を実施願いたい。 

使 用 者 の

氏 名 又 は 名 称 

 

住 所 

 

 

 

立 入 検 査 を

実 施 す べ き

事務所の所在地 

 

 

 

立 入 検 査 を

実 施 す べ き

理 由 

 

立 入 検 査 で 

明らかにすべき

事 項 等 

 

備 考 

 



 

第７号様式の４（第 10 条の５及び第 10 条の６関係） 

 備考 所定の欄に記載できないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

                                       （規格Ａ４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

立 入 検 査 実 施 結 果 通 知 書 

 

     公安委員会 様 

年  月  日   

   三重県公安委員会 □印   

 

 

 当公安委員会が   年   月   日に遠隔操作型小型車の使用者の事務所に立入検査を実施し

た結果について、下記のとおり通知する。 

使 用 者 の

氏 名 又 は 名 称 

 

住 所 

 

立 入 検 査 を

実 施 し た

事務所の所在地 

 

立 入 検 査 を

実 施 し た

理 由 

 

立 入 検 査 の 

実 施 結 果 

 

備 考 

 



 

第７号様式の５（第 10 条の６関係） 

 備考 所定の欄に記載できないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

                                       （規格Ａ４）  

 

 

 

 

 

報 告 等 の 求 め 実 施 結 果 通 知 書 

 

     公安委員会 様 

年  月  日   

   三重県公安委員会 □印   

 

 

 当公安委員会が   年   月   日に遠隔操作型小型車の使用者に対して報告等の求めを実

施した結果について、下記のとおり通知する。 

使 用 者 の

氏 名 又 は 名 称 

 

住 所 

 

報告等の求めを

実 施 し た

理 由 

 

報告等の求めの

実 施 結 果 

 

 

 

 

 

  

備 考 

 



 

第７号様式の６（第 10 条の７関係）  

 備考 所定の欄に記載できないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

                                        （規格Ａ４）  

 

 

 

 

遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関する指示書 

 

        様 

年  月  日   

三重県公安委員会 □印   

 

 道路交通法第15条の６の規定により、次のとおり指示します。 

住 所 

 

 

 

届 出 番 号 等 

 

 

 

指 示 事 項 

 

指 示 の 理 由 

 

教示 
１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、 
 三重県公安委員会に対して審査請求をすることができます。 
  なお、その期間内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求 
 をすることができなくなります。 
２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、三重県を 
 被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県公安委員会となります。）、取消訴訟（処分の 
 取消しの訴え）を提起することができます。 

  なお、その期間内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、取消訴訟

を提起することができなくなります。ただし、上記１の審査請求をした場合には、取消訴訟は、その審

査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりませ

ん。なお、その期間内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、取消訴訟を提

起することができなくなります。 



 

第７号様式の７（第 10 条の８関係） 

 備考 １ 遠隔操作型小型車通行届出書及び当該届出に係る添付書類の写しを添付すること。 

 ２ 所定の欄に記載できないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

                                       （規格Ａ４） 

 

 

指 示 実 施 通 知 書 

 

     公安委員会 様 

年  月  日   

   三重県公安委員会 □印   

 

 

 当公安委員会は、   年   月   日に遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して使用

者に対する指示を実施したことから、下記のとおり通知する。 

使 用 者 の

氏 名 又 は 名 称 

 

住 所 

 

 

 

指 示 事 項 

 

指 示 の 理 由 

 

備 考 

 



 

 第８号様式（第11条―第12条の３関係） 
 

緊 急 自 動 車
道路維持作業用自動車・指定申請書

届 出 書 

年  月  日  

三重県公安委員会 様 

住 所            
申 請 者                
届 出 者 氏 名            

（電 話        ）   

用 途  

自動車を使用す
る者の住所及び
氏名 

 

車 種  車 名  

型 式  登 録 
(車両)番号  

塗 色  車台番号  

自動車の使用の
本拠の位置及び
名称 

 

（規格Ａ４）   

 

 



 

 第９号様式（第11条―第12条の３） 
 

（表） 

 三重県公安委員会 第  号 

 

緊 急 自 動 車
道路維持作業用自動車・指 定 証

届出確認証 

年  月  日  

三 重 県 公 安 委 員 会 □印   

用 途  
 

自動車を使用す
る者の住所及び
氏名 

 

車 種  車 名  

型 式  登 録 
(車両)番号  

塗 色  車台番号  

自動車の使用の
本拠の位置及び
名称 

 

（規格Ａ４）   



 

 
（裏） 

変 更 事 項 

  
事  項 年 月 日 確 認 印 

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 
（注） 
  
 １ この指定証・届出確認証は、当該自動車に備え付けておくこと。 
 
 ２ この指定証・届出確認証の記載事項に変更のあったときは、届出ること。 
 
 ３ この指定証・届出確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、
  再交付の申請をすること。 
 
 ４ 次の場合には、この指定証・届出確認証を速やかに返納すること。 

(1) 当該自動車を廃車し、譲渡し、その他使用しなくなったとき。 
(2) 指定証・届出確認証の再交付を受けたとき。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 第10号様式（第11条－第12条の３関係） 
 

緊 急 自 動 車
道路維持作業用自動車・指 定 証

届出確認証 記載事項変更届 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

住所           
届 出 者              

氏名           

指定証・届出確
認証の交付年月
日及び番号 

年   月   日  第   号 

用 途 

 

変更した事項 

新 

 

旧 

 

変更した理由 

 

（規格Ａ４）   

  
 



 

 第11号様式（第11条－第12条の３関係） 
 

緊 急 自 動 車
道路維持作業用自動車・指 定 証

届出確認証 再交付申請書 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

住所            
申 請 者               

氏名            

指定証・届出確
認証の交付年月
日及び番号 

年   月   日   第   号 

用 途  

車 種  車 名  

型 式  登 録 
(車両)番号  

塗 色  車台番号  

再 交 付 申

請 の 理 由 

 

（規格Ａ４）   

 備考 汚損又は破損のため再交付の申請をする場合には、汚損し、又は破損した指定証・届出 

   確認証を添付すること。 
 



 

 第12号様式（第11条－第12条の３関係） 
 

緊 急 自 動 車
道路維持作業用自動車・指 定 証

届出確認証 返納届 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

住所            
届 出 者               

氏名            

指定証・届出確
認証の交付年月
日及び番号 

年   月   日   第   号 

用 途  

登 録 
(車両) 番 号  

返 納 の 理 由  

指定証・届出確

認証を添付でき

ないときは、そ

の理由 

 

（規格Ａ４）   

  
 
 



 

第12号様式の２（第12条の４関係） 
 

緊急自動車運転資格審査申請書 

                                年  月  日 

        三重県公安委員会 殿 

氏名・生年月日    年   月   日 

住  所  

審査に係る 

緊急自動車の種類 

 大型 中型 準中型 普通 大自二 普自二 小型二輪 

       ＭＴ車       ＡＴ車 

現

に

受

け

て

い

る

免

許 

交 付 公 安 委 員 会         公安委員会 

交付年月日 年  月  日 有効期限 年  月  日 

免許証等番号 第                         号 

第一種

免 許 

二･小･原           年      月     日     

そ の 他           年      月     日     

第二種免許           年      月     日   

免許の種類 
大 

型 

中 

型 

準
中
型 

普 

通 

大 

特 

大
自
二 

普
自
二 

小 

特 

原 

付 

牽 

引 

大
型
二 

中
型
二 

普
通
二 

大
特
二 

牽
引
二 

免許の条件 
 

緊急自動車 
の使用者 

所在地  

職 名  

氏 名   

備考 １ 審査に係る緊急自動車の種類及び免許の種類欄は、該当するものを○で囲むこ 

    と。 

   ２ 「ＭＴ車」は、ＡＴ車以外の自動車をいう。 

     ３ 免許証等番号とは、免許証の番号又は免許情報記録の番号をいう。 

      ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 



 

第12号様式の３（第12条の４関係） 
 

緊急自動車運転資格記載等申請書 

年  月  日  

        三重県公安委員会 殿 

氏名・生年月日       年   月   日 

記載申請の理由 

 １ 運転免許を受けていた期間が法定期間に達しているため 

 ２ 運転免許証を再交付されたため 

 ３ その他 

   （                         ） 

審査合格年月日              年         月           日 

審査公安委員会                 公安委員会 

緊急自動車の種類 
大型 中型 準中型 普通 大自二 普自二 小型二輸 

ＭＴ車       ＡＴ車 

現
に
受
け
て
い
る
免
許 

交付公安委員会                 公安委員会 

交付年月日 年  月  日 有効期限 年  月  日 

免許証等番号 第                                   号 

免許の種類 
大 

型 

中 

型 

準
中
型 

普 

通 

大 

特 

大
自
二 

普
自
二 

小 

特 

原 

付 

牽 

引 

大
型
二 

中
型
二 

普
通
二 

大
特
二 

牽
引
二 

免許の条件  

緊急自動車 
の使用者 

所在地  

職 名  

氏 名   

備考 １ 審査合格年月日及び審査公安委員会欄は、運転免許証を再交付されたため記載            

       を必要とする場合にのみ記載すること。 

   ２ 記載申請の理由、緊急自動車の種類及び免許の種類欄は、該当するものを○で   

       囲むこと。 

    ３  記載申請の理由がその他に該当する場合は、（ ）内にその理由を記載すること。   

   ４  免許証等番号とは、免許証番号又は免許情報記録の番号をいう。 

     ５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 



　　　　　年　　　月　　　日 ⑨ (ふりがな)

(ふりがな)

安全運転管理者

氏名　　　

大

昭

平

3

1 2 公安委員会  公安委員  1 官公署　2 公社公団等　3 農業

 ２年以上 の教習修了者  4 林業　5 漁業　6 鉱業　7 建設業

で１年以上  会の認定  8 製造業　9 卸･小売業　10 不動産業

 1 使用者　2 課長以上　3 係長 11 金融保険業　12 運輸業

 4 主任　5 その他（　　　　　） 13 電気ガス業　14 通信業

15 サービス業　16 その他（　　　）

安全運転管理者 大 小 大 普

が運転免許を持 大 中 準 普 大 中 準 普 型 型 型 通

っている場合 中 軽 中 軽 特 特 二 二

型 型 型 通 型 型 型 通 殊 殊 輪 輪

 日勤　　　隔日

安全運転管理者  その他（　　　　　） 準 大 普 小

の勤務の態様

一 二 一 二 一 二 一 二

種 種 種 種 型 種 種 種 種 二 二 特

安 略

全 歴 自　・　・　

運 至　・　・　 ⑫

転 自　・　・　 前 管

管 至　・　・　 安 理

理 自　・　・　 全 者

者 至　・　・　 運 1 死亡　2 退職　3 転任

の 自　・　・　 転 4 解任命令　5 減車

至　・　・　 6 その他（　　　　　）

備　考

安全運転管理者番号※受理警察署 ※受理警察署取扱者第13号様式（第17条関係）

安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

　　　　　年　　月　　日

届出者の氏名又は法人の

名称及び代表者の氏名

住　所

①

したので届出記載事項(①・③・⑤・⑨)を変更 〒

お届けします。

安全運転管理者を選任、解任

三 重 県 公 安 委 員 会 殿

（電話　　　　　　　　　　）

④

③

②

職務上の地位

使
　
　
用
　
　
の
　
　
本
　
　
拠

（年　齢）

生 年 月 日

年　 月　 日（ 　歳）

業種別

位　置

名　称

要 件

選任年月日

資 格

　・ ・　

免許証等番号

⑤

運 転 の 管 理 経 験

事 由

数

氏 名

副 安 全 運 転

管 理 者 の 有 無

解 任

あり（　　　名）　なし

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

⑪

運

転

者

⑩

動

中

自

車

台

数

乗 用 貨 物

計

解 任
年 月 日

大

型

免

許

種

別

普

通

大

特
自

⑥
免 許 の 種 類

免 許 年 月 日　・ ・　　・ ・　

⑦
勤 務

⑧
勤務期間 勤務所名

自 計
型

中

注　※印の欄は記入しないでください。

職務上の
地位

業務内容
（

運
転
管
理
に
関
す
る
経
歴
）

　　　　　年　　月　　日

（規格Ａ４）

 



　　　　　年　　　月　　　日 ⑨ (ふりがな)

(ふりがな)

副安全運転管理

者氏名　　　

大

昭

平

1 2 3

 運転の管理  運転の経験  公安委員  1 官公署　2 公社公団等　3 農業

 経験１年以  期間３年以  4 林業　5 漁業　6 鉱業　7 建設業

 上  上  会の認定  8 製造業　9 卸･小売業　10 不動産業

 1 使用者　2 課長以上　3 係長 11 金融保険業　12 運輸業

 4 主任　5 その他（　　　　　） 13 電気ガス業　14 通信業

15 サービス業　16 その他（　　　）

副安全運転管理 大 小 大 普

者が運転免許を 大 中 準 普 大 中 準 普 型 型 型 通

持っている場合 中 軽 中 軽 特 特 二 二

型 型 型 通 型 型 型 通 殊 殊 輪 輪

 日勤　　　隔日

副安全運転管理  その他（　　　　　） 準 大 普 小

者の勤務の態様

一 二 一 二 一 二 一 二

種 種 種 種 型 種 種 種 種 二 二 特

副 の

安 略 自　・　・　

全 歴 至　・　・　 ⑫

運 自　・　・　 前 管

転 至　・　・　 副 理

管 自　・　・　 安 者

理 至　・　・　 全 1 死亡　2 退職　3 転任

者 自　・　・　 運 4 解任命令　5 減車

至　・　・　 転 6 その他（　　　　　）

備　考

解 任

事 由

（電話　　　　　　　　　　）

数

⑪

運

者

台

数

車

中 普 大

名　称

位　置

計

⑩

安全運転管

理者の氏名

〒

動

住　所

業種別

乗 用 貨 物

⑧

要 件

資 格

副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

① 届出者の氏名又は法人の

したので

名称及び代表者の氏名

④

③

② 選任年月日

　　　　　年　　月　　日

自

⑦
勤 務

他の副安全運転
あり（　　　名）　なし

管 理 者 の 有 無

　・ ・　

免許証等番号

免 許 の 種 類

使
　
　
用
　
　
の
　
　
本
　
　
拠

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

年　 月　 日（ 　歳）

免 許 年 月 日

業務内容

副安全運転管理者を選任、解任

　・ ・　

⑥

⑤

お届けします。

生 年 月 日

（年　齢）

職務上の地位

届出記載事項(①・③・⑤・⑨)を変更

　・ ・　

氏 名

自 計

解 任
年 月 日

　　　　　年　　月　　日

転

別

型
中

通 特
自

免 大

許 型

種

三 重 県 公 安 委 員 会 殿

（規格Ａ４）注　※印の欄は記入しないでください。

第13号様式の２（第17条関係） 副安全運転管理者番号※受理警察署 ※受理警察署取扱者 安全運転管理者番号

（

運
転
管
理
に
関
す
る
経
歴
）

勤務期間 勤務所名
職務上の

地位

 



 

 第14号様式（第17条関係） 
 

 
 
 

8.6㎝ 

（表面） 

安全運転管理者証 
安全運転管理者番号 

事業所の名称 

所在地 

 

安全運転管理者氏名 

 

上記の者は、道路交通法第74条の３第１項に規定する安全運転管理者 

として届出済みであることを証明する。 

 

      年  月  日 

三重県公安委員会  □印  

 

 

   （裏面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4㎝ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4㎝ 
 

道路交通法(昭和35年法律第105号) （抜粋） 

（安全運転管理者等） 

第74条の３  略 

２ 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者 

の業務に従事する運転者に対して行う安全教育その他自動車の安全な運転に必 

要な業務で内閣府令（道路交通法施行規則(昭和35年内閣府令第60号)第9条の 

10）で定めるものを行わなければならない。 

３ 前項の交通安全教育は、第108条の28第1項の交通安全教育指針に従って行わ 

なければならない。 

４  略 

 

注 １ 本証は、他人に貸与したり、譲り渡したりしないこと。 

   ２ 本証を紛失、破損等したときは、届出警察署に申し出て再交付を受ける 

こと。 

   ３ 解任されたときは、本証は届出警察署を通じて返納すること。 

 



 

 第14号様式の２（第17条関係） 
 

 
 
 

8.6㎝ 

（表面） 

副安全運転管理者証 
副安全運転管理者番号 

事業所の名称 

所在地 

 

副安全運転管理者氏名 

 

上記の者は、道路交通法第74条の３第４項に規定する副安全運転管理者 

として届出済みであることを証明する。 

 

      年  月  日 

三重県公安委員会  □印  

 

 

   （裏面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4㎝ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4㎝ 
 

道路交通法(昭和35年法律第105号) （抜粋） 

（安全運転管理者等） 

第74条の３  略 

２ 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者 

の業務に従事する運転者に対して行う安全教育その他自動車の安全な運転に必 

要な業務で内閣府令（道路交通法施行規則(昭和35年内閣府令第60号)第9条の 

10）で定めるものを行わなければならない。 

３ 前項の交通安全教育は、第108条の28第1項の交通安全教育指針に従って行わ 

なければならない。 

４  略 

 

注 １ 本証は、他人に貸与したり、譲り渡したりしないこと。 

   ２ 本証を紛失、破損等したときは、届出警察署に申し出て再交付を受ける 

こと。 

   ３ 解任されたときは、本証は届出警察署を通じて返納すること。 

 

 
 
 



 

 第15号様式（第19条関係） 
 

 

安全運転管理者等資格認定申請書 

                              年  月  日 

 三重県公安委員会 様 
申請者（使用者） 
事業所の所在地 〒 
 
 
事業所の名称               
 
代表者の氏名             
 

連絡先（電話番号    －  －    ） 

次のとおり道路交通法施行規則第９条の９第１項第２号又は同条第２項第２号に規定

する認定を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車の 
 

使 用 の 
 

本 拠 

事業所の名称 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用の本拠 
の  位  置  

電 話 番 号  

認定を受 
 

けようと 
 

す る 者 
 

□ 安全運転管理者    □ 副安全運転管理者 

 

 
 

ふ  り  が  な  

氏    名  

生 年 月 日 年  月  日生（   歳） 

職務上の地位  

運転管理経験 

□ 有   □ 無 

□ 期間   .  .  ～   .  .  （  年  月） 

部署名        職務上の地位 

運転免許関係 

□ 有   □ 無 

免許の種類        

交付公安委員会            公安委員会 

認定を受 
けるに足 
りる理由 

 

管理車両 
台  数 

車 種 大型 中型 準中型 普通 軽 
大型

特殊 

小型

特殊 

大型

二輪 

普通

二輪 
計 

種

別 

乗用      
    台 

貨物      

全 従 業 
員   数 名 

運 転 免 許 
保 有 者 数 名 

自 家 用 車 
通 勤 者 数 
 

名 

注 該当する□にチェック（レ印）をしてください。 

  （規格Ａ４）  



 

 第15号様式の２（第19条関係） 
 

第    号  

安全運転管理者
副安全運転管理者 資格認定書 

 

事 業 所 の 名 称  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業所の所在地  

氏    名 

 

年  月  日生（  歳） 
 

 

  上記の者は、道路交通法施行規則             の規定により自 

動車の運転管理に関し 

と同等以上の能力を有する者であることを 

認定します。 

年  月  日  

三重県公安委員会   □印   

（規格Ａ４）   
 

２年（運転管理の教習を修了した者にあっては 
１年以上実務経験を有する者、自動車の運転 

第９条の９第１項第２号 
第９条の９第２項第２号 

１年）以上実務経験を有する者 
経 験 期 間 が ３ 年 以 上 の 者 



 第16号様式（第21条関係） 
 

安全運転管理教習申請書 

                                年  月  日 

 三重県公安委員会 様 

申請者（使用者） 

事業所の所在地 〒 

 
事業所の名称               
 
代表者の氏名               
 

連絡先（電話番号   －   －    ） 

次のとおり道路交通法施行規則第９条の９第１項第２号に規定する自動車の運転の

管理に関する教習の受講を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車の 
 

使 用 の 
 

本 拠 

事業所の名称  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用の本拠 
の  位  置  

電 話 番 号  

教習を受 
 

けようと 
 

す る 者 
 

ふ り が な  
 
 氏    名  

生 年 月 日 年  月  日生（   歳） 

職務上の地位  

運転管理経験 

□ 有   □ 無 

期間    .   .  ～   .   .  （  年  月） 

部署名        職務上の地位 

運転免許関係 

□ 有   □ 無 

免許の種類       

交付公安委員会          公安委員会 

管理車両 
台  数 

車種 
大 

型 

中 

型 

準 

中 

型 

普 

通 
軽 

大 

型 

特 

殊 

小 

型 

特 

殊 

大 

型 

二 

輪 

普 

通 

二 

輪 

計  

種

別 

乗用      

    台 
貨物      

全 従 業 
員   数 名 運 転 免 許 

保 有 者 数 名 自 家 用 車 
通 勤 者 数 名  

備 考  

※       年  月  日教習受講   修了証書番号 第     号 

 
注 該当する□にチェック（レ印）をして下さい。 

   ※欄は記入しないで下さい。 

（規格Ａ４） 



 

 第16号様式の２（第22条関係） 
 

第    号  

修 了 証 書 

 

 

事 業 所 の 名称 

 

 

 

 

事業所の所在地 

 

 

 

 

氏    名 

 

 

年  月  日生（  歳） 

 

 上記の者は、道路交通法施行規則第９条の９第１項第２号に規定する自動車の運

転の管理に関する教習を修了したことを証します。 

 

  年  月  日 

 

 

三重県公安委員会   □印   

（規格Ａ４）   
 
 



 

 第17号様式（第23条関係） 
 

安全運転管理者等解任命令書 

年  月  日  

 住所（事業所の所在地） 

 氏名（事業所の名称） 

   （代表者・氏名） 

                  様 

三重県公安委員会   □印   

道路交通法第 7 4条の３第６項の規定により、あなたの選任している

安全運転管理者
副安全運転管理者を次の理由により解任するよう命じます。 

 
解 任 す べ き 

 
者 の 氏 名 

 

 

 

              年  月  日生 

 
 
解任すべき理由 

 

 

（規格Ａ４） 



 

 第18号様式（第23条の２関係） 
 

報告・資料の提出要求書 

年  月  日 

事業所の名称 

 

自動車の使用者又は                       

安 全 運 転 管 理 者 

様 

 

三重県公安委員会   □印   

 

 道路交通法第75条の２の２の規定により、次のとおり報告又は資料の提出を求め

ます。 

報 告 又 は 資 料 

の 提 出 期 限 
年  月  日 

報告又は資料の提

出を求める理由 
 

報 告 事 項  

提 出 資 料  

（規格Ａ４）  
 



 

 第 18号様式の２（第 23条の３関係）  

 

特定自動運行の許可に関する意見聴取書 （甲）  

 

        様  

年   月   日    

三重県公安委員会  □印    

 

 

     年   月   日、別添１（特定自動運行許可申請書の写し）のとおり、道路

交通法第75条の12第１項の規定による特定自動運行の許可の申請があったので、同法第75条

の13第２項の規定に基づき、別添     の書類を添えて意見を聴取します。 

 つきましては、    年   月   日までに文書をもって回答願います。 

 

 １ 申請者の氏名又は名称 

 

 

 

 ２ 意見聴取の内容 

 

  一 特定自動運行用自動車が自動運行装置を備えたものであることについて疑義はない

か。また、当該自動運行装置は、自動運行装置の作動中であっても運転操作を行うこ

とができる状態を常に維持する者を要する自動運行装置ではないか。 

 

  二 特定自動運行計画は、当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を

満たした状態で特定自動運行を行うこととしているものであるか。 

 

  三 特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行による人又は物の運送は、特定自

動運行により生じた交通の支障によって影響を受ける地域住民に対し、当該地域にお

ける移動手段の確保等の住民の利便の向上や、医療、介護等の出張サービスの提供等

の住民の福祉の向上をもたらすような事情が認められるものであるか。 

 

取扱者の氏名及び連絡先  

 備考  不要な文字は、横線で消すこと。  

    （規格Ａ４）  

  



 

 第 18号様式の３（第 23条の３関係）  

 

特定自動運行の許可に関する意見聴取書（乙）  

 

        様  

年   月   日    

三重県公安委員会  □印    

 

 

     年   月   日、別添１（特定自動運行許可申請書の写し）のとおり、道路

交通法第75条の12第１項の規定による特定自動運行の許可の申請があったので、道路交通法

施行規則第９条の22の規定に基づき、別添     の書類を添えて意見を聴取します。 

 意見があれば、    年   月   日までに文書をもって回答願います。 

 

 １ 申請者の氏名又は名称 

 

 

 

 

 

 ２ 意見聴取の内容 

 

取扱者の氏名及び連絡先  

 備考  所定の欄に記載できないときは、別紙に記載の上、これを添付すこと。  

    （規格Ａ４）  



 

 第 18号様式の４（第 23条の４関係）  

 

不許可通知書  

 

 

住所  

氏名又は名称         様  

  

 

 

     年   月   日付けで申請のあった特定自動運行の許可申請については、道

路交通法第75条の14の規定により不許可としたので通知します。 

 

 

 

 理由 

 

 

 

 

      年   月   日   

  

                     三重県公安委員会  □印   

 

 

                            

（規格Ａ４）  

教示  
１  この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
 ら起算して３か月以内に 、三重県公安委員会に対して審査請求をすることが
 できます。  
  なお、その期間内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１

年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。  
２  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は
三重県公安委員会となります。）、取消訴訟（処分の取消しの訴え）を提起
することができます。  

  なお、その期間内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１
年を経過すると、取消訴訟を提起することができなくなります。ただし、上
記１の審査請求をした場合には、取消訴訟は、その審査請求に対する裁決が
あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 し な け れ ば な
りません。なお、その期間内であっても、その裁決の日の翌日から起算して
１年を経過すると、取消訴訟を提起する ことができなくなります。  



 

 第 18号様式の５（第 23条の５関係）                  

 

特定自動運行計画の変更許可に関する意見聴取書（甲）  

 

        様  

年   月   日    

三重県公安委員会  印    

 

     年 月 日、別添１（特定自動運行計画変更許可申請書の写し）のとおり、道路

交通法第75条の16第１項の規定による特定自動運行計画の変更許可の申請があったので、

同法第75条の16第２項において準用する同法第75条の13第２項の規定により、別添   

の書類を添えて意見を聴取します。つきましては、   年  月  日までに文書をも

って回答願います。 

 

 １ 申請者の氏名又は名称 

 

 

 

 ２ 意見聴取の内容 

 

  一 特定自動運行用自動車が自動運行装置を備えたものであることについて疑義はない

か。また、当該自動運行装置は、自動運行装置の作動中であっても運転操作を行うこ

とができる状態を常に維持する者を要する自動運行装置ではないか。 

 

  二 特定自動運行計画は、当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を

満たした状態で特定自動運行を行うこととしているものであるか。 

 

  三 特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行による人又は物の運送は、特定自動

運行により生じた交通の支障によって影響を受ける地域住民に対し、当該地域における

移動手段の確保等の住民の利便の向上や、医療、介護等の出張サービスの提供等の住民

の福祉の向上をもたらすような事情が認められるものであるか。 

取扱者の氏名及び連絡先  

 備考  不要な文字は、横線で消すこと。  

（規格Ａ４）  

  



 

 第 18号様式の６（第 23条の５関係）  

 

特定自動運行計画の変更許可に関する意見聴取書（乙）  

 

        様  

年   月   日    

三重県公安委員会  印    

 

     年 月 日、別添１（特定自動運行計画変更許可申請書の写し）のとおり、道路

交通法第75条の16第１項の規定による特定自動運行計画の変更許可の申請があったので、

道路交通法施行規則第９条の23第２項において準用する同規則第９条の22の規定により、

別添   の書類を添えて意見を聴取します。つきましては、   年  月  日まで

に文書をもって回答願います。 

 

 １ 申請者の氏名又は名称 

 

 

 

 ２ 意見聴取の内容 

 

  

取扱者の氏名及び連絡先  

 備考  所 定 の 欄 に 記 載 で き な い と き は 、別 紙 に 記 載 の 上 、こ れ を 添 付 す る こ と 。 

（規格Ａ４）  

  



 

 第 18号様式の７（第 23条の６関係）  

       

                        年   月   日  

 

三重県公安委員会  様  

                 届出者の氏名又は名称及び住所  

 

 

許  可  証  返  納  届  出  書  

 

            第１項    

 道路交通法施行規則第９条の38      の規定により届出をします。 

                 第３項 

氏名又は名称  

 

 

 

住 所 

 

 

 

許 可 証 番 号 

 

 

 

返 納 事 由 の 

発 生 年 月 日 

 

年     月     日  

 

返 納 の 事 由 

 

（規格Ａ４）  



 

 第 18号様式の８（第 23条の７関係）  

 

報告・資料提出要求書  

 

        様  

年   月   日    

三重県公安委員会  □印    

 

 

 道路交通法第75条の25第１項の規定により、報告・資料提出を求めます。 

報告・資料提出期限 

 

年    月    日  

 

報 告 ・ 資 料 提 出 を

求める理由  

 

 

 

報 告 を 求 め る 事 項  

提 出 を 求 め る 資 料  

 

備 考 

 

                             （規格Ａ４） 

  



 

 第 18号様式の９（第 23条の８関係）  

 

特定自動運行に関する指示書  

 

        様  

年   月   日    

三重県公安委員会  □印    

 

 

 道路交通法第75条の26第１項の規定により、次のとおり指示します。 

住 所 

 

 

 

氏名又は名称  

 

 

 

許 可 証 番 号 

 

 

 

指 示 事 項 

 

指 示 の 理 由 

 

 備考  所定の欄に記載できないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。   

（規格Ａ４）  

教示  
１  この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
 ら起算して３か月以内に 、三重県公安委員会に対して審査請求をすることが
 できます。  
  なお、その期間内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１

年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。  
２  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は
三重県公安委員会となります。）、取消訴訟（処分の取消しの訴え）を提起
することができます。  

  なお、その期間内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１
年を経過すると、取消訴訟を提起することができなくなります。ただし、上
記１の審査請求をした場合には、取消訴訟は、その審査請求に対する裁決が
あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 し な け れ ば な
りません。なお、その期間内であっても、その裁決の日の翌日から起算して
１年を経過すると、取消訴訟を提起する ことができなくなります。  



 

 第 18号様式の 10（第 23条の８関係）  

 

特定自動運行に係る行政処分に関する意見聴取書  

 

        様  

年   月   日    

三重県公安委員会  □印    

 

 

 道路交通法               の規定により、別添（          

          の写し）のとおり、                    を行

うことを予定しているところ、同法第75条の26第２項の規定に基づき、意見を聴取します。 

 意見があれば、    年   月   日までに文書をもって回答願います。 

 期日までに回答がない場合には、本意見聴取に対し意見がないものとして取り扱います。 

 

 １ 特定自動運行実施者の氏名又は名称 

 

 

 

 

 

 ２ 意見聴取の内容 

 

   上記の特定自動運行実施者に対し、 

 

 

 

 

 

  を行うことについて、意見はあるか。 

取扱者の氏名及び連絡先  

 備考  所定の欄に記載できないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。    

                            （規格Ａ４）  

 



 

 第19号様式（第30条関係） 
 

運転免許試験合格取消通知書 

年  月  日  

（住所） 

        様 

三重県公安委員会 □印   

 次の理由により、あなたの運転免許試験の合格を取り消したので通知します。 

 

合格を取り消した
運 転 免 許 試 験  

 

理 由  

 

 備考 運転免許証を交付されているときは、直ちに当該免許証を返納すること。 
    免許許情報記録個人番号カードを保有するときは、直ちに当該免許情報記録 
   個人番号カードを提示し、特定免許情報の抹消を受けること。 

 （規格Ａ４）  



 

 第20号様式（第31条関係） 
 

運転免許受験停止通知書 

年  月  日  

（住所） 

        様 

三重県公安委員会 □印   

 道路交通法第97条の３第３項の規定により、    年  月  日から   

 年  月  日まで、運転免許の受験を停止したので通知します。 

記 

理 由  

教 示 

  この処分について不服のある場合は、この処分のあつたことを知つた日の翌日

から起算して３か月以内に三重県公安委員会に対して審査請求をすることができ

ます。 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算

して６か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三

重県公安委員会となります。）、提起することができます（なお、この処分があつ

たことを知つた日から６か月以内であつても、処分の日から１年を経過するとこ

の処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この処分

があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合に

は、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があつたことを知つ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

（規格Ａ４）  



　第21号様式（第32条関係）

（規格Ａ４）

聴
力

適

0.5 0.7

電話番号（自宅・携帯等）

運転免許証の記載

事項の変更の有無 有　　　・　　　無

視
力

裸眼 矯正

視
野

深
視
力

１回

２回

左 0.1 0.3

両

0.5 左 0.1 0.3

両 補聴器追加・補聴器解除

0.5 左

0.8
計

0.8
㎝

否計

３回 ㎝

運

動

能

力

適

0.5 0.7

備考欄

登録欄

点検欄
右

右 0.1 0.3 0.5 右 0.1 0.3 0.5

㎝ 眼
鏡
等
条
件

変更なし 検査者

㎝
否

解除・850・860・870

受審番号 合格後の条件

現

に

受
け

て

い

る
免

許

氏名カナ 生年月日 　　　年　月　日

氏　名

通称名

色区分

条件

マ

イ

ナ

備

考

二小原 　　　年　月　日 免

許

の

種

類

その他 　　　年　月　日

二　種 　　　年　月　日

照会番号

旧姓名

本(国)籍

住　所

免許証番号
有効

　　　年　月　日 交付 　　　年　月　日 公安委員会

免許情報記録番号 　　　年　月　日 記録 　　　年　月　日 公安委員会

申請者氏名

） 年 月日 生年月日 （

限定解除審査を受

けようとする者に

係る免許の条件

申請年月日 年 月 日

フリガナ

（表）

□　技能審査
　合格証明書有

現在の免許保有状況    年   月   日
      発行

申請種別 １ 限定解除　　　２ 眼鏡等（補聴器）条件解除 三重県公安委員会　殿

太枠内を記入してください。

限定解除(条件変更)審査  申請書

 



（収入証紙は別に定められた納付書に貼り、この欄には貼らないこと）

（裏）

証

紙

等

確

認

欄

 



  
                   

第21号様式の２ 削除 



　第21号様式の３（第33条の２関係）

（規格Ａ４）

マイナの効力 有効 ・ 失効
三重県公安委員会　殿

申請年月日 年 月

太枠内を記入してください。

運転経歴証明書 交付等 申請書 写真

６か月以内に撮影

無帽・正面上三分身

無背景

30×24mmの写真貼付

手続前の免許保有状況 → 手続後の免許保有状況

→

申請者氏名

） 年 月 日日 生年月日 （

フリガナ 電話番号（自宅・携帯等）

申請者住所

免許情報記録番号

運転経歴情報記録番号 記録 　　　年　月　日 公安委員会

旧姓名

住　所
免許証番号

運転経歴証明書番号
交付 　　　年　月　日 公安委員会

マ

イ

ナ

備

考

二小原 　　　年　月　日 免

許

の

種

類

その他 　　　年　月　日

二　種 　　　年　月　日

日
氏　名

色区分

照会番号

条件

記載事項を変更する場合は、太枠内に変更する内容を記入してください。

記

載

事

項

変

更

欄

フリガナ 生

年
月
日

昭和

年

受
け

て
い

た
免
許

又
は
現

に
受

け
て
い

る
運
転

経
歴
証

明
書

氏名カナ 生年月日 　　　年　月　日

氏　名

通称名

月

登録欄 点検欄

代理申請者 続柄

平成

令和

住　所 三重県
性
別

男 ・ 女

マイナ

暗証番号

備考欄

納付欄

 



　第21号様式の４（第33条の３関係）

（規格Ａ４）

運転経歴証明書 記載事項変更等 届

登録欄 点検欄

備考欄

記載事項を変更する場合は、太枠内に変更する内容を記入してください。

記

載

事

項

変

更

欄

フリガナ 生
年
月

日

昭和

年 月 日
氏　名

平成

令和

住　所 三重県
性

別
男 ・ 女

条件

二小原 　　　年　月　日 免

許

の

種

類

その他 　　　年　月　日

二　種 　　　年　月　日

色区分

照会番号

公安委員会

マ

イ

ナ

備

考

現
に

受
け
て

い
る

運
転
経

歴
証
明

書

氏名カナ 生年月日 　　　年　月　日

氏　名

通称名

旧姓名

住　所

運転経歴証明書番号 交付 　　　年　月　日 公安委員会

運転経歴情報記録番号 記録 　　　年　月　日

同居の場合以外は委任状が必要です。

届出者氏名

代理申請者 続柄

電話番号（自宅・携帯等）

太枠内を記入してください。

現在の免許保有状況

三重県公安委員会　殿

フリガナ

） 年 月 日日 生年月日 （届出年月日 年 月

 



　第21号様式の５（第33条の４関係）

（規格Ａ４）

三重県公安委員会　殿

運転経歴証明書 再交付 申請書 写真

６か月以内に撮影

無帽・正面上三分身

無背景

30×24mmの写真貼付

手続前の免許保有状況 → 手続後の免許保有状況

→

日 生年月日 （

再交付理由
１紛失　２盗難　３焼失　４滅失　５汚損　６破損

７記載事項変更　８写真変更　９その他（　　　　　 　　）

申請年月日 年 月

太枠内を記入してください。

フリガナ

交付 　　　年　月　日

申請者住所

電話番号（自宅・携帯等）

） 年 月 日

申請者氏名

　　　年　月　日

現

に

受

け

て

い

る

運

転

経

歴

証

明

書

氏名カナ 生年月日

マ

イ

ナ

備

考

　　　年　月　日

二　種 　　　年　月　日

公安委員会

　　　年　月　日

氏　名

二小原 　　　年　月　日

運転経歴情報記録番号 記録

性

別
男 ・ 女

納付欄

公安委員会

旧姓名

住　所

運転経歴証明書番号

免

許

の

種

類
色区分

照会番号

その他

備考欄

代理申請者 続柄

登録欄 点検欄

記載事項を変更する場合は、太枠内に変更する内容を記入してください。

記

載

事

項

変

更

欄

フリガナ 生

年

月

日

昭和

年 日
氏　名

令和

住　所 三重県

マイナ

暗証番号

通称名

平成 月

条件

 



　第21号様式の６（第34条関係）

（規格Ａ４）

登録欄 点検欄

納付欄

備考欄

住　所 三重県
性

別
男 ・ 女

太枠内に変更する内容を記入してください。

記

載

事

項

変

更

欄

フリガナ 生
年
月

日

昭和

年

現
に

受
け
て

い
る

運
転
経

歴
証
明

書

氏名カナ 生年月日 　　　年　月　日

氏　名

通称名

月 日
氏　名

平成

令和

色区分

照会番号

条件

マ

イ

ナ

備

考

二小原 　　　年　月　日 免

許

の

種

類

その他 　　　年　月　日

二　種 　　　年　月　日

運転経歴情報記録番号 記録 　　　年　月　日 公安委員会

旧姓名

住　所

運転経歴証明書番号 交付 　　　年　月　日 公安委員会

フリガナ 電話番号（自宅・携帯等）

届出者氏名

） 年 月 日日 生年月日 （届出年月日 年 月

→

三重県公安委員会　殿

運転経歴証明書 返納 届

手続前の免許保有状況 → 手続後の免許保有状況

太枠内を記入してください。

 



　第21号様式の７（第35条関係）

（規格Ａ４）

登録欄 点検欄

納付欄

備考欄

太枠内を記入してください。

住　所 三重県
性

別
男 ・ 女

太枠内に変更する内容を記入してください。

記

載

事

項

変

更

欄

フリガナ 生
年
月

日

昭和

年

現
に

受
け
て

い
る

運
転
経

歴
証
明

書

氏名カナ 生年月日 　　　年　月　日

氏　名

通称名

月 日
氏　名

平成

令和

色区分

照会番号

条件

マ

イ

ナ

備

考

二小原 　　　年　月　日 免

許

の

種

類

その他 　　　年　月　日

二　種 　　　年　月　日

運転経歴情報記録番号 記録 　　　年　月　日 公安委員会

旧姓名

住　所

運転経歴証明書番号 交付 　　　年　月　日 公安委員会

フリガナ 電話番号（自宅・携帯等）

届出者氏名

） 年 月 日日 生年月日 （届出年月日 年 月

→

三重県公安委員会　殿

運 転 経 歴 情 報 抹 消 届

手続前の免許保有状況 → 手続後の免許保有状況

 



 第22号様式 削除 
 

 
 



 第23号様式（第36条関係） 
 

臨 時 適 性 検 査 通 知 書 

年  月  日  

 （住  所） 

            様 

三重県公安委員会        □印   

 

 道路交通法第102条第１項から第５項までのいずれか又は第107条の４第１項の規

定により、あなたに対する適性検査を次のとおり実施いたしますので通知します。 

 なお、この通知を受け、やむを得ない理由なく適性検査を受けない場合は、運転

免許の取消し若しくは効力の停止又は拒否若しくは保留の処分を受けることとなり

ます。 

 

適性検査を行う理由  

 

適性検査を行う日時      年  月  日（ ）   時  分 

適性検査を行う場所  

その他必要な事項  

備       考  

 

（規格Ａ 



 第23号様式の２（第37条の２関係） 
 

取消処分者講習受講申請書 

年  月  日  

 三重県公安委員会     様 

氏名、生年月日  年   月   日 

本 籍 ・ 国 籍  

住 所  

免許欠格期間満了
の日 

年     月     日       

取消し前に取得し
ていた免許の種類 

け
ん
引
二 

大
特
二 

普
通
二 

中
型
二 

大
型
二 

け
ん
引 

原 

付 

小 

特 

普
自
二 

大
自
二 

大 
特 

普 
通 

準
中
型 

中 

型 

大 

型 

交付公安委員会 公 安 委 員 会 

希 望 す る
講 習 の 車 種 四 輪    二 輪    原 付 

※講 習 日 年      月      日       

※講 習 場 所  

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

   

   

（規格Ａ４）   

 備考 申請者は、※印の欄には、記載しないこと。 

 



 第24号様式（第37条の３関係） 
 

 通 知 書 番 号 第 号 

受 講 申 出 書 

年  月  日  

 三重県公安委員会     様 

住 所           

申請者               

氏 名           

年  月  日生  

 私は、  年  月  日から  日間運転免許の効力停止（保留）を受けまし

た。道路交通法第108条の２第１項第３号の規定による講習を受けたいので申し出

ます。 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

証 紙 証 紙 証 紙 証 紙 

（規格Ａ４）   
 



 第25号様式（第37条の３関係） 
 

運転免許停止（保留・自動車等の運転禁止）期間短縮通知書 

年  月  日  

        様 

三重県公安委員会 印  

（三重県警察本部長） 印  

 道路交通法第103条第10項の規定に基づき、あなたの運転免許の効力の停止（免

許の保留又は自動車等の運転禁止）の処分期間  日間を  日短縮し、  年 

 月  日までとしたので通知します。 

受講記録欄 

第

一

日 

 

取扱者 
第

二

日 

 

取扱者 

  

（規格Ａ４）   



 第25号様式の２（第３７条の４関係） 
 

大型車講習等受講申出書 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第４号に規定する講習を受講したいので申し出ま

す。 

 住 所   

 氏 名   

 生 年 月 日 年   月   日   

 講 習 区 分 

□ 大型車講習 

□ 中型車講習 

□ 準中型車講習 

□ 普通車講習 

□ ＡＴ車限定  

 仮 免 許 有 効 期 間 年   月   日まで有効    

 最終試験合格年月日 年   月   日 合 格    

 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

（規格Ａ４）  



 第25号様式の３（第37条の５関係） 
 

大型二輪車講習等受講申出書 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第５号に規定する講習を受講したいので申し出ま

す。 

 住 所   

 氏 名   

 講 習 区 分 

□ 大型二輪車講習 

□ 普通二輪車講習 

□ ＡＴ車限定  

 生 年 月 日 年   月   日    

 技能試験合格年月日 年   月   日 合 格     

 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

（規格Ａ４）  



 第25号様式の４ 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 第25号様式の５（第37条の７関係） 
 

原 付 講 習 受 講 申 出 書 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第６号に規定する講習を受講したいので申し出ま

す。 

 住 所   

 氏 名   

 生 年 月 日 年   月   日   

 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 



（規格Ａ４）  
 第25号様式の６（第37条の８関係） 
 

旅 客 車 講 習 受 講 申 出 書 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第７号に規定する講習を受講したいので申し出ま

す。 

 住 所   

 氏 名   

 生 年 月 日   

 講 習 区 分 

□ 大型旅客車講習 

□ 中型旅客車講習 

□ 普通旅客車講習 

□ ＡＴ車限定  

 
仮 免 許 有 効 期 間 

(大型第一種免許取得者を除く｡) 年   月   日 まで有効     
 

 最終試験合格年月日 年   月   日 合 格       

 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 



（規格Ａ４）  
 第25号様式の７（第37条の９関係） 
 

応急救護処置講習受講申出書 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第８号に規定する講習を受講したいので申し出ま

す。 

 住 所   

 氏 名   

 生 年 月 日 年   月   日     

 講 習 区 分 

□ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、 

大型二輪免許又は普通二輪免許に係る講習 

□ 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免

許に係る講習 

 

 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 



（規格Ａ４）  



第25号様式の８（第37条の10関係） 

 

更新時講習受講申請書（優良運転者講習） 

三重県公安委員会 殿 

 優良運転者講習の受講を申請します。 

備考 手数料証紙は、納付者において消印しないこと。 

（規格Ａ４） 

手 数 料 証 紙 納 付 書 

申 請 年 月 日 
納 付 年 月 日         年    月    日 

申 請 者 
納 付 者 

住所 
 
 
氏名 

使用料等の名称 更新時講習手数料（優良運転者講習） 

使用料等の金額     
            円 

手 数 料 証 紙

は り 付 欄 
 



 

 第25号様式の８の２（第37条の10関係） 
 

更新時講習（特定失効者・特定取消処分者）受講申請書（優良運転者講習） 

優良運転者講習の受講を申請します。 

手 数 料 証 紙 納 付 書 

使用料等の名称 自動車運転免許更新時講習（優良運転者講習）受講申請手数料 

申 請

納 付 年 月 日 
年    月    日         

申 請 者

納 付 者 

住所 

氏名 

手 数 料 証 紙

は り 付 欄 
 

 備考 手数料証紙は、納入者において消印しないこと。 

（規格Ａ５）   

 

 



第25号様式の９（第37条の10関係） 

 

更新時講習受講申請書（一般運転者講習） 

三重県公安委員会 殿 

 一般運転者講習の受講を申請します。 

備考 手数料証紙は、納付者において消印しないこと。 

（規格Ａ４） 

手 数 料 証 紙 納 付 書 

申 請 年 月 日 
納 付 年 月 日         年    月    日 

申 請 者 
納 付 者 

住所 
 
 
氏名 

使用料等の名称 更新時講習手数料（一般運転者講習） 

使用料等の金額     
            円 

手 数 料 証 紙

は り 付 欄 
 



 

 第25号様式の９の２（第37条の10関係） 
 

更新時講習（特定失効者・特定取消処分者）受講申請書（一般運転者講習） 

一般運転者講習の受講を申請します。 

手 数 料 証 紙 納 付 書 

使用料等の名称 自動車運転免許更新時講習（一般運転者講習）受講申請手数料 

申 請

納 付 年 月 日 
年    月    日         

申 請 者

納 付 者 

住所 

氏名 

手 数 料 証 紙

は り 付 欄 
 

 備考 手数料証紙は、納入者において消印しないこと。 

（規格Ａ５）   

 

 



第25号様式の10（第37条の10関係） 

 

更新時講習受講申請書（違反運転者講習） 

三重県公安委員会 殿 

 違反運転者講習の受講を申請します。 

備考 手数料証紙は、納付者において消印しないこと。 

（規格Ａ４） 

手 数 料 証 紙 納 付 書 

申 請 年 月 日 
納 付 年 月 日         年    月    日 

申 請 者 
納 付 者 

住所 
 
 
氏名 

使用料等の名称 更新時講習手数料（違反運転者講習） 

使用料等の金額     
            円 

手 数 料 証 紙

は り 付 欄 
 



 

 第25号様式の10の２（第37条の10関係） 
 

更新時講習（特定失効者・特定取消処分者）受講申請書（違反運転者講習） 

違反運転者講習の受講を申請します。 

手 数 料 証 紙 納 付 書 

使用料等の名称 自動車運転免許更新時講習（違反運転者講習）受講申請手数料 

申 請
納 付 年 月 日 年    月    日         

申 請 者

納 付 者 

住所 

氏名 

手 数 料 証 紙

は り 付 欄 
 

 備考 手数料証紙は、納入者において消印しないこと。 

（規格Ａ５）   

 

 



第25号様式の11（第37条の10関係） 

 

更新時講習受講申請書（初回更新者講習） 

三重県公安委員会 殿 

 初回更新者講習の受講を申請します。 

備考 手数料証紙は、納付者において消印しないこと。 

（規格Ａ４） 

手 数 料 証 紙 納 付 書 

申 請 年 月 日 
納 付 年 月 日         年    月     日 

申 請 者 
納 付 者 

住所 
 
 
氏名 

使用料等の名称 更新時講習手数料（初回更新者講習） 

使用料等の金額     
            円 

手 数 料 証 紙

は り 付 欄 
 



 

 第25号様式の11の２（第37条の10関係） 
 

更新時講習（特定失効者・特定取消処分者）受講申請書（初回更新者講習） 

初回更新者講習の受講を申請します。 

手 数 料 証 紙 納 付 書 

使用料等の名称 自動車運転免許更新時講習（初回更新者講習）受講申請手数料 

申 請

納 付 年 月 日 
年    月    日         

申 請 者

納 付 者 

住所 

氏名 

手 数 料 証 紙

は り 付 欄 
 

 備考 手数料証紙は、納入者において消印しないこと。 

（規格Ａ５）   

 
  

 



 

 第25号様式の12（第37条の11関係） 
 

 番号 第     号 

高 齢 者 講 習 受 講 申 請 書 

（実車指導を含む講習） 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第12号に規定する講習を受講したいので申請します。 

 

住 所  

 氏 名  

生 年 月 日 年   月   日    

 講 習 区 分 

□ 高齢者講習 （75歳未満） 

 

□ 高齢者講習 （75歳以上） 

 

□ 臨時高齢者講習 

 

 
手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

（規格Ａ４） 
 

 



 

 第25号様式の12の２（第37条の11関係） 
 

 番号 第     号 

高齢者講習（特定失効者・特定取消処分者）受講申請書 

（実車指導を含む講習） 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第12号に規定する講習を受講したいので申請します。 

 

住 所  

 氏 名  

生 年 月 日 年   月   日    

 講 習 区 分 

□ 高齢者講習 （75歳未満） 

 

□ 高齢者講習 （75歳以上） 

 

 
手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

（規格Ａ４） 
 

 



 

第25号様式の13（第37条の11関係） 
 

 番号 第     号 

高 齢 者 講 習 受 講 申 請 書 

（実車指導を含まない講習） 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第12号に規定する講習を受講したいので申請します。 

 

住 所  

 氏 名  

生 年 月 日 年   月   日    

 講 習 区 分 

□ 高齢者講習 （75歳未満） 

 

□ 高齢者講習 （75歳以上） 

 

□ 臨時高齢者講習 

 

 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

 （規格Ａ４） 
 



 

第25号様式の13の２（第37条の11関係） 
 

 番号 第     号 

高齢者講習（特定失効者・特定取消処分者）受講申請書 

（実車指導を含まない講習） 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第12号に規定する講習を受講したいので申請します。 

 

住 所  

 氏 名  

生 年 月 日 年   月   日    

 講 習 区 分 

□ 高齢者講習 （75歳未満） 

 

□ 高齢者講習 （75歳以上） 

 

 
手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

（規格Ａ４） 
 



 

 第25号様式の14（第37条の12関係） 
 

 番号 第     号 

違 反 者 講 習 受 講 申 出 書 

（社会参加活動を含む講習） 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第13号に規定する講習を受講したいので申し出ま

す。 

 

住 所  

 氏 名  

生 年 月 日 年   月   日    

 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

 



 

 第25号様式の15（第37条の12関係） 
 

 番号 第     号 

違 反 者 講 習 受 講 申 出 書 

（社会参加活動を含まない講習） 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第13号に規定する講習を受講したいので申し出ま

す。 

 

住 所  

 氏 名  

生 年 月 日 年   月   日    

 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

 



 

 第25号様式の16（第37条の13関係） 
 

 番号 第     号 

若年運転者講習受 講申 請 書 

 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第108条の２第１項第14号に規定する講習を受講したいので申請します。 

 

住 所  

 氏 名  

生 年 月 日 年   月   日    

 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

                                                                   （規格Ａ４） 



 

 第25号様式の17（第37条の14関係） 
 

特定任意講習受講申込書 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法施行令第37条の６第２号に規定する講習を受講したいので申し込みま

す。 

申込者 

住 所  

氏 名  

講 習 日 時  

講 習 場 所 

場所  三重県 

名称 

受 講 者 数 

６ 月 以 内 の 更 新 対 象 者 人 

そ の 他 人 

備 考  

 
 



 

 第25号様式の18（第37条の14関係） 
 

特定任意講習受講者名簿 

 次の者は    年  月  日 

において開催される特定任意講習を受講します。 

番 号 氏       名 生 年 月 日 住          所 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

10    

 

 

 



 

 第25号様式の19（第37条の14関係） 
  

特 定 任 意 講 習 受 講 申 請 書 

年  月  日  

 三重県公安委員会 殿 

   道路交通法施行令第37条の６第２号に規定する講習を受講したいので申請します。 

 

住 所  

 氏 名  

生 年 月 日 年   月   日    

 

収入証紙貼付け欄 

 

 備考 運転免許証又は免許情報記録の有効期間の更新を申請した日前６月以内に特定任意

講習を受講した人は、更新時講習を受ける必要がありません。 

                                                                   （規格Ａ４） 



 

第25号様式の20（第37条の15関係） 
 

 番号 第     号 

認 知 機 能 検 査 受 検 申 出 書 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第97条の２第１項第３号イ、同法第101条の４第２項又は同法第101条の７第

１項に規定する認知機能検査の受検を申し出ます。 

 

住 所  

 氏 名  

生 年 月 日 年   月   日    

 検 査 区 分 

□ 臨時認知機能検査 

 

□ 更新時認知機能検査 

 

 
手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

  （規格Ａ４） 
 



 

 第25号様式の21（第37条の16関係） 
 

 番号 第     号 

運 転 技 能 検 査 受 検 申 出 書 

年  月  日  

 三重県公安委員会 様 

 道路交通法第97条の２第１項第３号イ又は同法第101条の４第３項に規定する運転技能

検査の受検を申し出ます。 

 

住 所  

 氏 名  

生 年 月 日 年   月   日    

 

手 数 料 証 紙 は り 付 欄 

 

                                                                    （規格Ａ４） 
 
 



 

 第26号様式（第39条関係） 
 

（表） 

自動車の使用制限に関する意見照会書 

第     号  

年  月  日  

          様 

三重県公安委員会   □印   

 下記のとおり道路交通法
第75条第２項

第75条の２第１項
の規定に基づく自動車の使用制限の処 

分を行う予定であるので、同法
第75条第３項

第75条の２第３項において準用する同法第75条第３

項
の規定により意見を伺います。    年  月  日までに、文書をもって貴

職の意見を回答してください。 

記 

１ 被処分者 

  事業所名 

  所在地 

  代表者氏名 

２ 処分理由等 

  裏面のとおり 

取扱者の氏名及び電話番号  

   



 

 第27号様式（第39条関係） 
 

（表） 

車両の使用制限命令に関する意見照会書 

第     号  

年  月  日  

          様 

三重県公安委員会   □印   

 下記のとおり道路交通法第75条の２第２項の規定に基づく車両の使用制限命令を

行う予定であるので、同条第３項において準用する同法第75条第３項の規定により

意見を伺います。 

     年  月  日までに、文書をもって貴職の意見を回答してください。 

 なお、期日までに回答がない場合には、意見がないものとして取り扱います。 

記 

１ 対象者 

  事業所名 

  所在地 

  代表者氏名 

２ 処分理由等 

  裏面のとおり 

取扱者の氏名及び電話番号  

 


